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 午前 ９時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  自民クラブ代表、12番堤郁雄議員。 

  〔１２番堤 郁雄議員登壇〕（拍手） 

○１２番（堤 郁雄議員） 自民クラブの堤郁雄で

す。会派を代表いたしまして質問させていただ

きます。昨日の質問された内容と一部重複する

部分もございますが、御了承いただきたいと思

います。 

  いよいよ２月も本日が最後となりました。きの

うあたりも日差しは既に３月の陽気で、日中の

気温から、積もった雪も毎日少なくなっている

気がいたします。ことしの雪も峠を越したのか

なと、ほっとしていらっしゃる方も多くいらっ

しゃるのではないでしょうか。 

  米沢は雪が少なかったような気がしますが、こ

としの雪はふだん余り降らない太平洋側や関東

地区などを直撃し、交通機関の混乱や多数のけ

が人、そして農業用ハウスの倒壊など、農産物

が被害を受けて、価格の高騰や品不足が続いて

おります。 

  米沢に住んでいてもそれらの影響は受けるわけ

ですから、決して他人事ではないということで

すけれども、米沢の人が慌てないのは、備えあ

れば憂いなし、冬にスタッドレスタイヤに交換

しない人はいないわけですし、スノーダンプや

スコップや、あるいは雪囲いで冬の準備を十分

にしているからにすぎません。東京も、地震対

策のほかにも雪対策もぜひ行ってもらいたいも

のです。 

  ところで、その東京の新しい都知事になられた

舛添要一さん、早速ソチオリンピックに行かれ

ました。今回のオリンピックもさまざまな感動

を生みました。メダルをとれた人、とれなかっ

た人。結果はどうあれ、すばらしいスポーツの

祭典であったと思います。 

  金メダルに一番近いと言われていたジャンプの

高梨沙羅選手やスピードスケートの加藤条治選

手、本当に見ていて、もう少し、残念という気

持ちでいっぱいです。でも、よく頑張ってくれ

たと思います。 

  若い10代のメダリストが誕生したというのも、

今回のオリンピックの特徴ではないでしょうか。

特に、フィギュアスケートの羽生結弦選手は、

仙台出身、そして震災の被災者でありながら金

メダルに輝きました。トリノオリンピックで唯

一の金メダルを獲得した荒川静香選手に続き、

東北に金メダルをもたらしてくれたことは、震

災で被災した人々を励ますとともに、我々東北

人の心を大いに鼓舞してくれたと感謝したい気

持ちです。 

  ほかにも、スノーボードのハーフパイプで銀メ

ダルをとった平野歩夢選手は、地元が新潟県村

上市でありますが、山形県小国町のスキー場を

ホームゲレンデにしているということですから、

きっと小国町にメダルを見せに来てくれること

でしょう。米沢市にメダルを見せに来てくれる

選手はいつあらわれるのでしょうか。早くそう

いう選手があらわれてくれることを期待したい

と思います。 

  余談ではありますが、最近、若いお父さん、お

母さんにスキーをやらない人がふえています。

私は小学校のスキー教室で指導しに行くのです

が、子供たちに聞いてみると、スキーは学校の

授業だけで、ほかの日に親御さんにスキーに連
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れてきてもらわないという子が結構いるのです。

親御さんはスキーしないのと聞いてみますと、

スキーはしないけれどもボードはしますという

家が結構多いんですね。 

  先日、市民総体のスキー競技会がありまして、

私も選手として参加しましたけれども、スノー

ボードの部門も入れてみてはいかがでしょうか。

若い選手もたくさん参加するでしょうし、新し

い選手層の発掘になるかもしれません。将来の

メダリスト候補があらわれないとも限りません。

これは余談ですから、答弁は結構ですけれども、

時間のあるときにぜひ検討していただければと

思います。 

  さて、質問に入らせていただきますが、まずは

本市の財政状況についてです。 

  安部市長の市政運営方針演説にもありましたが、

新年度はまちづくり総合計画の第５期に入りま

す。10年間の総合計画のまとめであり、次の10

年間の計画を立てる大事な期間でもあります。 

  現在、本市では、中活事業として、既に建設の

終わったサッカー場や中部コミュニティセンタ

ー、西條天満公園の整備やいわゆる武者道の整

備、そして現在も工事が続いている新文化複合

施設の建設、それから震災の影響もあって、も

ともと強度不足もあったと思いますが、建てか

えを行っている第四中学校の建設なども行われ

ています。 

  また、教育施設関係は新年度で耐震工事は完了

するものと思われますが、以前から要望のある

古いコミセンの建てかえは、この２年間で計画

に上がってくるのかどうかわかりませんが、市

民の安心・安全を守るために、耐震性のない建

物だという点からも早急に計画に上げるべき事

案ではないかと思います。 

  また、現在建てかえの計画を立てつつある市立

病院、（仮称）南地区中学校の建設、高速道路

の開通に合わせて開業したい道の駅、次の10年

の計画で上がるかどうかわかりませんが、文化

会館の建てかえなどもあると思います。また、

この議会棟を含む市庁舎の建てかえも、もしか

したら俎上に上がってくるのではないでしょう

か。市役所周辺の公共施設の建物も同時期に建

てられたものが多いですから、建てかえとか、

あるいは長寿命化の工事というようなことも上

がってくるのではないでしょうか。 

  ただいま述べましたのは、主に建物のほうだけ

ですが、道路整備や側溝整備などの事業もある

でしょうし、これらは市民生活に大きな影響を

与える案件であるばかりではなく、本市の財政

にも大きな影響を与えることになると感じます。 

  昨日、髙橋義和議員も話されていましたけれど

も、総合計画のスローガンとして掲げた「豊か

さとやすらぎ 共に創りあげる ときめきの米

沢」とは「経済の豊かさと精神の豊かさが調和

するまち」であると市長は申し述べられました

が、米沢は果たして豊かと言えるのだろうかと。 

  確かに自然環境には恵まれていると言えますが、

それは時に厳しい環境にもなります。江戸時代、

あるいは昭和の初期ぐらいの時代と比べますと、

確かに食生活は豊かになりましたが、市民一人

一人が豊かさを実感できるようになったでしょ

うか。市民一人一人が豊かさを実感できるよう

になって初めて、精神の豊かさと調和できるの

ではないでしょうか。衣食足りて礼節を知ると

も申します。まずは、経済的に豊かなまちにし

ていただきたいと思います。 

  そして、本市も豊かと言える財政状況なのでし

ょうか。本市もかつて財政再建団体だったとき

もありますが、現在はもちろんそうではありま

せんし、そうなる危惧はないと信じたいわけで

はありますが、本市の経常収支比率を見ますと、

25年度の当初予算では97.5％、26年度の当初予

算でも98.4％となっております。これは、山形

県内13市中13位という現状だとお聞きしており

ます。これを見れば、先行きに不安を感じる市

民がいると思います。 
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  ちなみに、経常収支比率とは、経常的経費、す

なわち必ず支出しなければならない人件費や扶

助費、公債費などの固定費が多くを占めるとい

うことで、自由に使えるお金が少ない、硬直化

をはかる指標の一つということです。90％以上

になれば、硬直化しているという結論になりま

す。95％以上になれば、総務省の財政運営ヒア

リング対象団体になります。 

  このような状況ではありますが、新年度一般会

計予算総額の実質対前年比9.8％増の積極予算を

組んでおられます。端的に言って、今後、本市

の財政状況はどうなっていくのか。よくなって

いくのか、悪くなっていくのか。市民にもわか

りやすくお答えいただければと思います。 

  次に、市立病院の建てかえについてです。 

  今日、医療は大きな転換期にあります。経済の

低成長、少子高齢化の進行、生活習慣病の増加、

医療ニーズの多様化等、社会の目まぐるしい変

化に対応した新しい医療を開く必要に迫られて

おります。また、医療制度改革関連法が成立し、

将来の医療費と医療提供体制を持続的に確保す

るための道筋が示されました。また、患者の自

己負担が引き上げられる一方、診療報酬は引き

下げられ、病院の経営環境は一層厳しさを増し

ております。 

  米沢市立病院は、現在地に昭和40年に建設され

て以来、約半世紀が経過し、昭和59年には北側

新館を建設したものの、敷地、とりわけ駐車場

が手狭であり、また設備面での老朽化に加え、

建築構造の耐震化や大規模災害時の体制整備な

どが喫緊の課題になっております。 

  特に、駐車場と病院との間の公道は、利用者に

とって大きな問題だと思います。私も冬利用し

たときに、坂道で転びそうになったことがあり

ますし、駐車場の出入り口で交差点の近く、今

は交通誘導員さんがいらっしゃるようですが、

以前はいらっしゃらなかったですし、車も頻繁

に通ります。こうした事情から、市立病院を建

てかえる場合には、駐車場をどう配置されるの

か、市民の安全をどう図っていくべきかという

ことも考慮すべき重要な点だと思います。 

  市立病院は、これまで市民のための病院として、

市民の生命と健康を守る役割を担ってきました

が、今後もその役割に変わりはありません。ま

た、地域の病院として、市内のほかの病院との

連携や、置賜総合病院との連携、役割分担など

も重要と考えます。また、今後もプライバシー

に配慮された良好な療養環境をつくり出してい

くとともに、患者の立場に立ち、多様化・高度

化する要望に適切に対応していかなければなり

ません。市民が利用しやすく、市民に開かれた

病院であることが大事であると考えます。 

  また、経営につきましては、医療制度改革や診

療報酬引き下げ等により、病院の経営環境は厳

しさを増しておりますが、反面、医師の確保に

努め、看護師の充実により、質の高い医療を提

供することが求められております。 

  現在、建てかえに当たって、アンケート調査を

行ったり、建てかえ場所の選定なども行われて

いるところかと思いますが、そこでお尋ねいた

します。 

  近々、市立病院の基本構想を示される予定であ

ると思いますが、先ほども述べましたように、

敷地が手狭であるということから、新たな場所

に移転することについて考える必要があると思

っております。その点はどうでしょうか。移転

の場合のメリット、デメリットはいかがですか。 

  具体的な場所の選定についてはまだ未定かと思

いますが、駐車場を含めた十分な土地の確保は

できるのでしょうか。移転する場合、現在ドク

ターヘリの発着場に指定されている河川敷の駐

車場は使えなくなりますので、その対応は考え

ていらっしゃるでしょうか。置賜総合病院との

連携を考え、幹線道路等も考慮に入れられるの

か。以上お聞きいたします。 

  次に行きます。 
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  昨日も髙橋嘉門議員がおっしゃっておられまし

たけれども、中国大陸からＰＭ2.5が飛来して、

北陸から新潟県、福島県にかけて流れていきま

した。米沢の数値も高くなりました。黄砂は春

の風物詩として風情もありますが、ＰＭ2.5は健

康に悪影響を与えるわけですから、大変迷惑と

言わざるを得ません。原因となる石炭の火力発

電をほかのものにかえてもらうよう働きかけて

もらうとか、工場のばい煙を減らすための技術

援助をするとか、あるいは車は電気自動車にか

えてもらうとか、国も何らかの方策を考えても

らいたいと思っております。 

  翻って、日本国内においては、自動車もハイブ

リッド車や電気自動車が普及し出しております

し、燃費のよい車にかえるなど、市民の意識も

大分変わったように感じます。 

  発電所も、従来の化石燃料を使うものから、二

酸化炭素や窒素酸化物などの環境汚染物質の排

出を抑えた発電所に変わってきつつありました。

原子力発電所の比重を多くしたのも、そうした

流れもあったものかと思われます。しかし、平

成23年３月11日の東日本大震災の津波によって、

福島第一原子力発電所で電源喪失が起き、水蒸

気爆発と大量の放射性物質が飛散したことは皆

様御存じのとおりです。 

  私は、原子力発電所は減らすべきと考えており

ます。しかし、即時ゼロにするというのも無理

があります。太陽光発電や風力発電、あるいは

ほかのさまざまな発電のやり方がありますが、

原発にかわるベース電源にできるものはそんな

に多くありません。徐々にベース電源を構築し

ながら、原発を減らしていくというのが現実的

道筋ではないかと思います。 

  そこでというわけでもありませんが、ベース電

源になり得るというものにバイオマス発電があ

ります。米沢は森林面積が77％もある市である

にもかかわらず、森林資源を十分に生かしてい

るでしょうか。もとより森林は、水源の涵養機

能があり、地下水のろ過をしています。さらに、

保水機能により、洪水を防止したり、貴重な動

植物を育てたり、木材として家の建材になった

り、間伐材も以前は足場材に使われたり、ある

いは雪囲いに使われたり、まきやペレットとし

て燃料に使われたり、資源として活用しようと

すれば無限の可能性があります。 

  しかし、現実には、国産材は余り使われなかっ

たり、間伐も十分に行われなかったりします。

間伐しても手間代にならないからと、切り捨て

間伐されているなど、非常にもったいない現実

もあります。 

  最近注目されているペレットストーブは、県の

施策などもあり、販売台数も伸びているようで

す。本市も普及に力を入れているようですが、

ペレットの加工工場は、近くでは飯豊町にあり

ますが、米沢にはありません。本市の木材や間

伐材が使われているのでしょうか。 

  バイオマス発電所があれば、加工もペレットほ

どは要りません。自前のエネルギー製造ができ

れば、産業にもよい影響を与えます。災害に強

いまちづくりにも役立ちます。何より、森林資

源を生かしながら、環境によい産業ができます。

八幡原工業団地や、あるいはその周辺でできれ

ば、八幡原工業団地内の企業誘致にもよい影響

を与え、相乗効果が図られるのではないでしょ

うか。このようなことが可能か、可能であれば、

本市として取り組む気がおありかどうか、お聞

きしたいと思います。 

  次に、農産物についてですが、米沢ブランドと

いえば米沢牛が有名ですし、全国的にも日本三

大和牛とか、四大和牛の中に入っているようで

すが、米沢牛以外の農産物はブランドとして確

立しているでしょうか。私は、まだまだ知られ

ていないと思います。 

  例えば庄内では、三元豚であるとか、だだちゃ

豆であるとか、庄内米は、米沢よりずっとネー

ムバリューがあります。米沢も、もっとＰＲに
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力を入れるべきではないでしょうか。 

  おきたまブランドとなると、米沢よりさらに知

名度は落ちます。しかし、置賜の各市町が共同

でＰＲできるため、全体としての宣伝予算はふ

えるし、露出機会がふえると予想できます。庄

内米のようにおきたま米を宣伝することで、生

産者が食べていける米づくりが、つまり勝ち組

の米生産者を育成できるのではないでしょうか。 

  つや姫などは、置賜で最初に育てられたので、

置賜の環境に合い、よく育ち、おいしくできる

のは当たり前だという人がいます。つまり、庄

内のつや姫よりおいしいお米ができるというこ

とです。しかし、全国的には、置賜は米どころ

として認知されておりません。おきたまブラン

ドを確立し、ＰＲを行い、販路の拡大に努める

べきと思いますが、当局の見解をお伺いいたし

ます。 

  次に進みます。 

  平成12年に始まった介護保険制度ですが、その

内容について５年ごとに見直すということにな

っており、今までも何度か制度の改正が行われ

てきました。 

  今まで個人で介護を行ってきたところから、社

会全体で介護を支えていこうという制度の精神

は尊く、これによって、肉体的、精神的に楽に

なった介護者はたくさんいると思います。反面、

介護保険があるのだから使わないと損している

と感じたり、参入した民間企業による掘り起こ

しも進んだことから、要介護１や要支援などの

比較的介護度の低い利用者がふえたことも事実

です。 

  しかし、在宅での介護や寝たきりをつくらない

ための介護予防事業などはとても効果があり、

寝たきりを予防したり、健康になって医療費を

節約できたりして、効果が上がっています。現

在も介護保険は制度改正を行っているところで

はありますが、要支援対象者がサービスを受け

られなくなることがないように、今後本市とし

てどのような取り組みをやっていくのか、支援

策の中身をお考えであればお示しいただきたい。 

  次に、デマンド交通についてです。 

  デマンドタクシーやデマンド乗り合いタクシー

などとも言ったりしますが、山形県内でも、近

くは川西町や飯豊町などで既に導入していると

ころがあります。その中身についてですが、路

線バスの廃止代替路線としての側面が強いよう

な気がいたします。 

  当局におかれましては、既にそれらのことにつ

いては研究済みだと思いますが、公共交通の空

白地帯の早急な解消を目的としたデマンド交通

を導入すべきと考えますが、現在の進捗状況と

今後の予定についてお聞きいたします。 

  次に、市立公文書館についてです。 

  このたびの新文化複合施設の工事において、地

中から残存埋設物が出てきました。このことに

ついて市当局は知っていたのかという声が上が

りました。これに対して、財政課で覚書を保存

していた。そこに残存物らしい絵も描いてあっ

たということがわかりました。通常ならば、こ

の覚書も、ルールに従えば、廃棄処分となって

いたかもしれません。 

  しかし、この件に限らず、何年も後になってか

らあの件はどうなっているのだろうとか、どん

な会話がなされたのかというようなことを知り

たくなるときもあります。そのときに、公文書

館でこのような記録を残しておくというのは重

要なことと考えます。 

  実際には、何を残すのか、紙ベースで残すのか、

スペースはどう確保するのかというような問題

はあると思います。しかし、再発防止策をつく

るというときにも、どこがいけなかったのか、

きちんと記録するということが大事かと思いま

す。そこで、このような記録を保存する機関が

必要だと考えますが、当局の見解をお聞きいた

します。 

  以上、７点について、壇上からの質問を終わり
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ます。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの堤郁雄議員の御質問

にお答えいたします。 

  私からは、本市の今後の財政見通しについてと、

おきたまブランドの農産物の確立と米沢ブラン

ドの農産物のＰＲについてお答えいたします。

その他につきましては部長よりお答えします。 

  本市の今後の財政の見通しについてであります

が、現在事業を進めている第四中学校増改築事

業、新文化複合施設整備事業、今後実施を予定

している市立病院の建てかえ、統合中学校、道

の駅の整備につきましては、まちづくり総合計

画第５期実施計画に登載している事業でありま

す。この実施計画の策定に合わせて、その都度、

５年間の財政の見通しを取りまとめた財政計画

を作成し、実施計画の実効性を確保しておりま

す。これらの事業計画に基づき、今後の財政見

通しを御説明いたします。 

  まず、経常収支比率について申し上げます。 

  本市の経常収支比率は、全国都市の平均や県内

13市平均よりも全般的に高い水準にあり、平成

16年度以降は90％を超えた数値で推移してきま

した。平成24年度決算では、人件費の減などに

より、歳出に充当されている経常的な一般財源

は減少したものの、その減少以上に市税や普通

交付税といった経常的な一般財源収入が減少し

たことから、経常収支比率は前年度より上昇し、

94.9％となったところです。 

  今後の見通しにつきましても、少子高齢化の影

響などから、扶助費や他会計への繰出金が引き

続き増加傾向にあること、市税や普通交付税を

合わせた経常的な一般財源収入の大幅な増加が

見込めないことなどから、90％台後半で推移す

るものと見込んでおります。しかしながら、財

政計画の作成に当たっては、歳入はある程度確

実に収入が見込まれる金額を見積もる一方、歳

出は事業が確実に実施できるだけの事業費を見

積もっているため、決算に当たっては、歳入歳

出、さらには経常収支比率についても改善が期

待されます。また、経常的な経費の内容につき

ましても、他市の状況も含めて分析を行い、対

策を講じていくことで、経常収支比率の改善に

努めていきたいと考えております。 

  次に、公債費の状況につきましては、臨時財政

対策債等の償還額は増加していくものの、近年

の投資的経費の抑制により、建設事業充当分の

償還額は減少していき、公債費全体としても減

少していくものと見込んでおります。特に、伝

国の杜建設に係る市債の償還につきましては、

平成25年度末現在で約５億4,000万円の市債残高

がありますが、毎年２億円ずつ償還をしていき

ますので、平成28年度で完済する見込みです。

このような見込みに立ち、後年度の財政負担を

考慮しながら、適切な市債の発行額を見込んで、

新たな建設事業を実施計画に登載しているとこ

ろであります。 

  これらの結果、一般会計における市債残高につ

きましては、平成24年度末現在の残高約359億円

から平成30年度末には343億円に減少し、また公

債費の負担の度合いを示す実質公債費比率につ

きましても、平成24年度の決算値は13.7％です

が、平成30年度にかけては順調に低下していく

ものと見込んでおります。 

  次に、歳入の根幹であります市税につきまして

は、本市はものづくりのまちであり、税収は景

気の動向に大きく左右されるとともに、人口減

少の影響を受け、納税義務者も減少していくこ

とが予測されます。このような不安要素はあり

ますが、新産業の創出を初めとした産業振興に

今後も力を注ぎ、雇用の創出を図るとともに、

少子化対策や定住促進策を講じていくことで人

口減少に歯どめをかけ、納税義務者数を確保し、

税収の増加に努めていきたいと考えております。 

  以上のような見通しのもと、第四中学校増改築
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事業や新文化複合施設整備事業を初めとした第

５期実施計画に登載したさまざまな事業を実施

しても、健全な財政運営を維持していくことが

できると考えております。また、実施計画及び

その財政計画は２年ごとに見直しを実施してお

り、その時点における地方財政の変化や本市を

取り巻く環境の変化などを適切に踏まえ、本市

の財政力に応じた事業の選択を行っております。

さらに、今後も行財政改革の取り組みを確実に

推進していくことで、健全な財政運営に努めて

いきたいと考えております。 

  続いて、おきたまブランド、米沢ブランドにつ

いてお答えいたします。 

  本市では質の高い米沢産の農畜産物や特産品な

どを全国にＰＲするため、平成21年度に米沢お

しょうしなショップ運営協議会を立ち上げ、市

内や首都圏においてアンテナショップの開設や

イベントの開催などを展開しながら、米沢の特

産品のＰＲや米沢観光のための情報発信に努め

てきました。 

  しかしながら、米沢牛については全国ブランド

として高い評価を得ておりますが、それ以外の

農畜産物や特産品はまだまだ知名度も低く、お

いしさや質の高さでは全国的に引けをとらない

ものでありながら、販売拡大に結びついていな

いのが現状です。 

  このことから、米沢の知名度を生かしたブラン

ド戦略を展開するため、平成26年度から平成28

年度までの３カ年計画で国の補助事業を活用し

た地域特産品のブランド化推進事業を計画して

おります。 

  この計画では、米沢の知名度を最大限に活用し

ながら、農畜産物、農畜産加工品、工芸民芸品、

工業製品などを統一したブランドとして認証し、

共同で販売促進の活動を展開するほか、新商品

の開発なども進め、米沢の全産業が結集しての

ブランド化を推進していく構想となっておりま

す。 

  また、食の分野についてですが、雪国の寒さを

利用しながら、甘味・うまみを引き出したネギ、

キャベツ、白菜などの寒中野菜の生産も年々拡

大しており、昨年は若手生産者の会も組織され、

生産及び販路の拡大を図りながら、ブランド化

を目指した取り組みを展開しています。 

  次に、置賜全体の取り組みとしましては、置賜

３市５町で構成する置賜農業振興協議会におい

て、おいしい食の産地としての「おきたま」の

イメージを形成し向上させることを目的に、お

きたま食の応援団を核としたプロモーション活

動として、秋の大収穫祭米沢牛まつり、置賜産

食材を利用されている飲食店などとの連携によ

るグリーンフラッグ店スタンプラリー、仙台

圏・首都圏キャンペーンなどの事業を展開して

います。また、米沢牛銘柄推進協議会において

は、米沢牛の消費・宣伝に関するさまざまな活

動を行っています。 

  さらに、平成25年度からは、山形おきたま農業

協同組合、置賜総合支庁、置賜３市５町が連携

し、「おきたまの食を広げるプロジェクト」を

平成29年度までの５カ年計画で実施する予定と

しており、有名料理人による置賜産食材使用の

オリジナルフードやドリンクの開発、異業種と

連携した新たな顧客開拓、「食」をテーマとし

た教育コンテンツ開発、アジアを中心とした農

産物輸出などの事業を展開し、「おきたま」の

食の評価を高めていくことにしております。 

  少子高齢化により人口が減少し、食のマーケッ

ト規模が縮小を続けるとともに、消費者の食に

対するニーズの多様化による激しい産地間競争、

地域間競争に直面している現状があります。し

かしながら、平成26年度に山形デスティネーシ

ョンキャンペーンが開催されることや、和食が

ユネスコの無形文化遺産に登録されるなどの追

い風も吹いております。米沢及び置賜では、恵

まれた自然と高い生産技術によって、質の高い

農畜産物が生み出されておりますので、それら
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のブランド化をより進展させ、成熟した社会に

対応する新たな販路の開拓、積極的なＰＲ活動

などに努め、農家の所得向上に努めてまいりま

す。 

  本日は２月28日ですから、月末であります。２

月１日から本日まで、東京神田の「なみへい」

という料理店で１カ月間、米沢と岩手県一関の

両市の食材を使った料理が提供されてきました。

米沢市では、この「なみへい」に一昨年、昨年

と２年続けて米沢の食材の料理を提供していた

だくアンテナショップレストランを展開してき

たわけでありますが、ことしの３年目はお店も

要望が多くて、１カ月１市ではなくて、１カ月

２市ということになって、一関と米沢の組み合

わせになったわけでありますが、２月中に２度

お邪魔をいたしました。お客様で大変にぎわっ

ておりましたし、また先日22日の一関が中心と

なったフェアにも市職員が行ってまいりました

が、その報告を受けますと、それも盛り上がっ

ていたということであります。それぞれに地域

の農産物がそういうような形で見直されている

というのもあります。 

  また、世田谷区用賀のアンテナショップにもお

回りをして様子をお聞きしましたが、全国７つ

か８つの自治体の農産物、農産加工品が棚に並

べられているわけですが、米沢のが一番売れて

いるというお話もお聞きいたしました。可能性

はまだまだ十分にありますので、そういう米沢

の農畜産物、農畜産加工品のＰＲに努めていっ

て、米沢の農業の進展を図っていきたいと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 芦川病院事業管理者。 

  〔芦川紘一病院事業管理者登壇〕 

○芦川紘一病院事業管理者 私から、堤議員の御質

問の２番、市立病院の建てかえについてのうち、

他病院との連携・役割分担について並びに病院

の質の向上についてお答えいたします。 

  まず、他病院との連携・分担についてでござい

ますが、当院は、議員御存じのとおり、置賜二

次保健医療圏内で公立置賜総合病院とともに基

幹病院の役割を担い、本市を中心とする医療圏

の中核的な病院として地域住民の期待に応え、

良質な医療を安定的に提供し、公立病院として

地域の高度医療や救急医療などの不採算部門も

あわせて担っており、また地域内でさまざまな

医療連携を図っております。 

  具体的には、地域医療連携のＩＣＴ化とそれを

担う人材育成事業、地域連携クリティカルパス

を活用し、大腿骨頸部骨折、脳卒中、急性心筋

梗塞、糖尿病、がんにおいて、置賜二次保健医

療圏内の病院や市内の病院、診療所間で、病状

に応じた役割分担を図っておりますし、感染防

止対策やハイリスク妊産婦への対応でも、病院

の機能に応じた医療連携を図っております。 

  今後も引き続き、公立置賜総合病院とともに基

幹病院の役割を担い、地域の民間病院や地元医

師会との連携を一層推進し、公立病院としての

役割を果たすためにも新病院建設に向けて計画

を進めてまいります。 

  次に、病院の質の向上についてですが、主に人

材のことをお尋ねのようでしたけれども、置賜

二次保健医療圏内で公立置賜病院とともに基幹

病院の役割を担い、本市を中心とする医療圏の

中核的な病院として地域住民の期待に応え、良

質な医療を安定して供給していくためには、医

師、看護師を初めとする医療スタッフを充実さ

せ、医療の質の向上を図ることが必要であると

認識しております。 

  一方で、医師、看護師につきましては、全国的

にも不足、特に偏在化の傾向が指摘されており

ますとおり、当院におきましても慢性的な不足

が続いております。現時点でも、常勤医の招聘

が困難なため外来のみの診療となっている科も

ありますし、看護師につきましても不足する状

況が続いております。特に、医師の不足は医療
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サービスの低下や病院経営の悪化を招き、それ

が医師の招聘をさらに困難にするおそれがあり

ます。 

  そのために、当院としましては、将来的に地域

に必要な医療提供体制を維持し、健全経営と医

療の質を確保するためにも、医師、看護師、医

療スタッフ充実を目指して、病院建替基本構想

と引き続く基本計画の中でも医療人材の確保、

育成の取り組みを重要課題の一つとして検討し

てまいります。いずれにしましても、いろんな

ハードルが高いことは認識しておりますけれど

も、一層努力していきたいと思っております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、市立病院

の建てかえについてのうち、移転が必要ではな

いかとの御質問について答弁いたしたいと思い

ます。 

  まず、現在、市立病院の敷地面積は３万6,000

平米、河川敷を利用している駐車分も含めます

と約４万平米を使用している状況にあります。

その中に、入院病棟、外来診療棟、管理棟、エ

ネルギー棟などがあり、患者・職員用を合わせ

て約700台分の駐車スペースがあります。 

  新病院が現地建てかえか、移転新築かの検討で

も、現状と同じ土地利用形態とした場合、同程

度の敷地面積を想定しての検討が必要になるか

と考えております。 

  現地での建てかえの場合の最大のメリットとし

ては、新たな用地取得の手続や取得費がないこ

とですが、デメリットとしては、用途区域とし

ての建築の制限や、同じ敷地内に現在の医療機

能を維持しながらの工事となるため、工期が長

くなり仮設での医療行為も長期間となるため、

入院・外来の患者の皆様への御不便や病院経営

への影響も考えられるところです。 

  また、移転する場合のメリットとしましては、

現在の医療機能を維持できるため、仮設での医

療行為は必要なく、入院・外来の患者の皆様へ

御不便をおかけすることなく、工期も短縮でき

ます。デメリットとしては、約４万平米の敷地

を確保するための経費、用地取得のための関係

機関との調整や交渉、場合によってはアクセス

道路などのインフラ整備も必要と考えられます。 

  どちらにしましても、病院建設には多額の経費

と４万平米程度の敷地面積、着工から竣工まで

の長期にわたる工事期間を要するため、慎重な

検討が必要だと考えており、現時点では現地建

てかえ、移転新築、それぞれの場合を想定し、

利便性、事業費用、工期、インフラなどについ

てメリットや解決すべき課題を調査し、慎重に

比較検討している状況にありますので、御理解

いただきたいと思います。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、３番八幡原中核

工業団地、あるいはその周辺にバイオマス発電

所をつくれないかについての質問についてお答

えします。 

  本市は、森林面積が４万2,000ヘクタールと市

域の77％を占めており、木質バイオマスの資源

量としては豊かな地域となっております。環境

に優しい再生可能エネルギーを利用することは、

地球温暖化防止や森林整備、林業振興の観点か

らも推進すべきと考えております。 

  昨年７月にスタートしております再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度により、全国では続々

とソーラー発電や風力発電へ参入する事業体が

登場していることが報じられておりますが、木

質バイオマス発電所設立計画も進行しており、

2015年には全国各地で本格的に稼働すると言わ

れております。 

  村山市にあります、やまがたグリーンパワー株

式会社や福島県の株式会社グリーン発電会津、
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白河市の大信発電所は既に稼働しており、鶴岡

市や新潟県の関川村でも計画されております。

不況にあえぐ林業現場では、バイオマス発電用

の木材により需要拡大の活路を見出そうと期待

されております。本市としましては、現時点で

はバイオマス発電をつくる計画は持ち合わせて

おりませんが、関係者とともに県内外の施設を

視察しながら研究をしているところであります。 

  先ほども申し上げましたとおり、木質バイオマ

スによる再生可能エネルギーの利用は森林整備

の観点から大変重要でありますので、まずは間

伐材の有効利用という観点でやまがた緑環境交

付金事業を活用し、平成24年度から市有林の間

伐材を飯豊町にありますペレット製造会社であ

る中津川バイオマスに搬入し、ペレット燃料を

製造して、公共施設に提供する取り組みをして

おります。間伐材を山から搬出するには森林作

業道の整備が必要でありますが、急峻な地域も

あり、放置されるものもあるのが現状でありま

すが、森林作業道等の路網整備とあわせて間伐

材を搬出することで、可能な限り利用していく

方向で取り組む必要があると考えております。 

  平成24年６月議会におきましては、ペレットス

トーブ普及率が低い状況であるとのお答えをし

ておりますが、東日本大震災などの影響等で再

生可能エネルギーが見直され、近年は導入がふ

えております。県の補助事業である再生可能エ

ネルギー設備導入事業によるペレットストーブ

導入実績では、平成24年度においては、米沢市

で25件、置賜地域で79件、県内では157件となっ

ており、チップやまきストーブを含めた木質バ

イオマス燃料機器全体では、平成24年度は県全

体で312件となっております。平成25年度におい

ても前年を上回る普及率であると聞いており、

今後も普及が拡大するものと思われます。 

  本市といたしましても、森林整備や林業振興の

観点から、地域の森林資源を活用した木質バイ

オマスの普及については積極的に取り組んでい

かなければならないと考えており、来年度、木

質バイオマスを燃料としたペレット及びまきス

トーブの導入に対して、市単独補助金で支援で

きる予算を計上させていただいたところであり

ます。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、介護保険制度

改正後の要支援対象者に対する本市の支援策に

ついてお答えいたします。 

  平成27年度実施に向けた介護保険制度改正法案

が今国会において審議されているところであり

ます。その内容は、要支援者に対する予防給付

サービスを市町村が実施する地域支援事業に移

行し、多様化を図り、平成29年度末までに段階

的な移行、さらに国によるガイドラインを策定

することなどが予定されているようであります。

これにつきましては、今後の国の動向を見なが

ら本市の対応を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  本市の現在の介護予防の状況と実績であります

が、要介護状態などとならないよう、よねざわ

元気塾の名称で通所による運動を中心に二次予

防事業を実施しております。 

  対象者につきましては、平成23年度から今年度

までの３年間で要介護認定などを受けていない

約１万8,000人の高齢者に対し、介護状態となる

生活機能の低下がないかなど、みずからの心身

の状態を把握するための基本チェックリストを

送付し、返却いただいたものの回答の内容から、

事業の対象者の把握を行いました。そのほか、

民生委員や医療関係機関からの紹介、地域包括

支援センターの相談業務による対象者把握など、

複数の経路により事業対象者の把握に努めまし

た。 

  基本チェックリストの回収率は、平成23年度

73.2％、平成24年度80.3％、今年度は80.5％と
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なっております。提出されなかった方に対しま

しても、地域包括支援センターから電話連絡や

自宅訪問などを行い、支援が必要な方の早期発

見、早期対応に努めました。 

  参加者の状況としましては、平成23年度114人、

平成24年度138人と年々増加し、平成25年度は１

月31日現在200人と、前年度より62人の増加とな

っております。参加された方々からは、運動機

能などの特定の機能だけでなく、生活機能の改

善を実感できたとの声をいただいております。

参加者の増加に合わせ、介護保険のデイサービ

ス事業所だけでなくスポーツクラブや接骨院に

も事業委託し、事業実施先の拡大に努め、参加

者のニーズに合った対応をしております。 

  今後も、広報掲載、医療機関や各地区コミュニ

ティセンターなどへのポスター掲示など、事業

についての普及啓発を行いたいと考えておりま

す。また、より多くの方が事業に参加していた

だけるよう、実施先の拡大についても取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  次に、今後の介護の方向性を定める第６期介護

保険事業の策定でありますが、本市におきまし

ては、平成26年度策定に向けて現在準備を進め

ているところであります。国の制度改正が確定

した後、日常生活圏域ごとに高齢者の健康状態、

生活状況などについて調査する日常生活圏域ニ

ーズ調査を行います。 

  具体的には、本市にお住まいの65歳以上の方で、

要介護認定を受けていない方と要介護２までの

軽度認定者から無作為抽出により1,000人を選び、

調査用紙を郵送させていただく予定であります。

調査期間は６月から７月で、その後集計、分析

を行い、米沢市介護保険運営協議会において制

度改正の内容とともに、日常生活圏域ニーズ調

査の結果を提示し、本市の課題解決に向けた協

議を重ねた上で、米沢市第６期介護保険事業計

画に反映していく予定であります。 

  介護予防につきましては、高齢者がいつまでも

元気で長生きしていただくためには重要な事業

であり、次期計画でも中核の事業として推進し

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、デマンド交通

システムを早期に実現できないか、現在の検討

状況についてお知らせをさせていただきます。 

  山上地区における新たな公共交通システムに関

する検討の状況及び今後の計画についてであり

ます。この地区におきましては、地域公共交通

に関する地区民アンケートを実施するとともに、

昨年の８月からことしの２月にかけて、将来の

地域を踏まえた今後の公共交通のあり方につい

て、地区民で組織するワーキング委員会を６回

開催し、検討を行ってまいりました。 

  アンケートの結果を見ますと、自家用車を所有

するためバスを使う必要がないという方の割合

が多くを占める中で、特に高齢者層におきまし

て、自家用車を持たない、もしくは運転できな

いといった方が多く、またその中でも、バス停

が遠いことなどにより不自由を感じていらっし

ゃる方も多くいらっしゃったことから、高齢者

の生活に対応した、なるべく安価でかつドア・

ツー・ドアを実現するような公共交通システム

の必要性について議論がなされてきたところで

あります。そうした中で、デマンド型交通の事

例研究などもあわせて行ってまいりました。 

  今後、ワーキング委員会で検討された内容につ

いて、地域全体で合意を形成した後、市に対し

て報告をいただく予定となっておりますので、

その具体的な内容につきましては報告をいただ

いてからということになります。 

  本市といたしましては、新年度、システムの概

要を詰めながら、関係する公共交通事業者等が

参画をいたします地域公共交通会議等でその検

討を行い、秋ごろの実証運行に向けて具体的に
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調整を行っていく予定にしております。また、

この新たな公共交通システムの方向性が見えた

時点で、改めて議会に御説明をさせていただき

たいと思っております。御質問の中に、その後

の空白地帯への対応についてがございました。

今回予定しております実証運行の成果をもって、

順次空白地帯を埋めるべく拡大をしていきたい

と考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、７項目めの市立公

文書館の創設についてお答えいたします。 

  我が国においては、平成19年に年金記録のずさ

んな管理等の問題が起こりまして、これを受け

国は、公文書の管理について、公文書等の管理

に関する法律を平成21年に制定し、平成23年４

月１日に施行しております。この法律では、公

文書の統一的な管理のルールや歴史資料として

重要な公文書等の保存及び利用のルールを規定

し、その適切な運用を図ることを目的としてお

り、これに基づき文書の管理について運用され

ているところでございます。 

  一方、本市においては、平成２年にファイリン

グシステムを導入しまして、職員が職務上作成

した文書等について紙ベースで保存しておりま

す。このファイリングシステムは、文書を個別

のフォルダーに入れ、保存期間別に分類し保存

する仕組みでありますが、活用に当たっては常

に文書の整理を行い、必要な時に利用できるよ

う努めているところでございます。 

  いわゆる公文書管理法に基づく国の制度とこう

した本市の制度との大きな違いは、一定の保存

期間が満了した行政文書のうち「歴史資料とし

て重要な公文書その他の文書」に当たるものに

ついては、国立公文書館に移管し、原則として

永久保存されるという点にありますが、この

「歴史資料として重要な公文書その他の文書」

についての評価、そして選別には、難しい課題

があると思われます。そこで本市としては、ま

ずは文書の保存について、保存年数の確認や長

期保存とすべきものの整理を行っていきたいと

考えております。 

  また、文書をデータやマイクロフィルムで残す

ことについては、本市でも毎年増加する文書の

保存に苦慮していることもありまして、文書の

データ化も方法の一つとして検討していかなけ

ればならないと認識はしております。しかしな

がら、文書をデータ化した場合には、記録媒体

の劣化や内容の消失等の危険性があること、そ

れから導入経費の問題などが考えられます。加

えて、データ化した文書の原本の取り扱いにつ

いては、廃棄する確固たる根拠がありません。 

  平成23年に国が定めた行政文書の管理に関する

ガイドラインにおいては、「電子文書の正本・

原本は、文書の改ざんや漏えい等の防止等の観

点から、文書管理システムで保存する」と記述

されていることを受けて、本市でも、文書をデ

ータ化した場合であっても原本の保存は行って

いかなければならないものと考えております。

このことから、文書のデータ化を導入した場合

のさまざまな課題について、今後研究していく

必要があると考えております。 

  次に、会議において、会議資料を保存するほか

に、会議の中でどういった議論があったのか録

音し、データ化して保存するルールをつくって

はどうかということでございましたが、附属機

関の会議録、それから将来的に重要になると思

われる会議録については、これまでも公文書と

して保存されているところでございます。ただ、

御提案のようにこれら以外の会議の記録につい

ても文書で残すということになりますと、費用

等の問題が発生しますので、必要性を考慮しな

がら検討する必要があるのではないかと考えて

おります。 

  最後になりますが、公文書の保管につきまして
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は、今後とも保存基準、保存期間の確認を行い

ながら、適正に保存、管理していきたいと考え

ているところでございます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 御答弁ありがとうござ

います。 

  それでは、まず順番どおりに、財政見通しにつ

いてですが、今回、経常収支比率に注目して、

ちょっと米沢市の財政が硬直化しているのでは

ないかと、この先もどうなっていくのか、よく

なっていくのか、悪くなっていくのかというと

ころに着目して質問させていただいたわけです

が、資料だけいただくと、25年度、26年度につ

いては、まだ当初予算の部分しかわからないの

で決算の段階ではこれよりもうちょっと圧縮で

きるのではないかというお話でしたので、この

数値よりは若干よくなるのかなとは思いますが、

同じ山形県内でもほかの市町と比べた場合に、

ちょっと余り数字的に悪いというのは、市とし

てよくしようという気は特別はないと、しなく

ても別に差し支えはないということなんですか

ね、この経常収支比率に関しては。その辺はい

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 堤議員が壇上で述べられまし

たように、90％を超えていると硬直化と言われ

ております。硬直化の中では、弾力的な運用が

必ずしもできないということになりますので、

例えば希望どおりの施設の建設とか、そういっ

たものに向ける予算がある意味削られる可能性

が高くなる。そういう意味では、日ごろからこ

ういった努力をしまして、経常収支比率も低目

に設定できるような、そういった財政環境とい

うものをつくり出す必要があるかと思います。 

  したがいまして、市長からも答弁申し上げてお

りますが、他市の状況を見ますと、以前相当悪

化していた率が最近は随分低くなっているとい

うか、好転化している団体も見られます。そう

いった手法も、少し私のほうでも分析をしなが

ら対策を講じていきたいと考えているところで

ございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） そうですね。そういう

好転している団体があるのであれば、その辺の

手法をちょっと学ばせていただくというのもい

いかなと思います。 

  それと、今、景気も悪いということもあります

し、収入部分が劇的によくなるという見通しは

ちょっとないわけですよね。そういうところを

考えますと、どうやって歳入をふやしていくか

というところは、やはり人口をふやしていく、

あるいは観光客を呼ぶ、そういったところだと

思うんですが、これは財政だけの問題ではない

部分もありますので、総合的に見ていただきた

いというところであります。 

  経常収支比率だけに着目すると、そういうふう

なことになってしまうんですが、公債費比率な

どは年々下がってきているわけですよね。これ

は県内のほかの市町と比べても遜色ないという

か、逆に上のほうだったりしますけれども、そ

のほかに財政力指数もそんなに悪くないですの

で、全体としては、米沢は今のところそんなに

心配することはない。これからさまざまな公共

事業、大きな工事がありますが、それも計画の

中に入れていって、さほど悪化することはない

という結論でよろしいわけですね。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 ５年ごとに財政計画、その見

通しを立てているわけです。したがいまして、

30年度に向けての現在の計画でありますが、そ

の中では順調に公債費の割合も下がっていくと、

大きな償還も終了すると。ですので、これから

始まる第四中学校、それから新文化複合施設、

こういったものも十分その中に織り込んで、財

政運営は健全にできると考えておるところでご
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ざいます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 先ほど私が言ったのは、

ほとんどハード面というか、建物とかそちらの

ほうのことで言っていましたけれども、ハード

だけではなくて、やっぱりソフト分野というの

も重要なことですので、後でちょっと時間があ

れば言いますけれども、デマンド交通なんかも

私は重要だと思いますので、こちらにも力を入

れていただきたいと思いますが、時間がありま

せんので、次、市立病院のほうに行きますけれ

ども、現在地で建てかえするか、あるいは別の

ところで建てかえするか、それぞれメリット、

デメリットがあるというお話でしたけれども、

現在地で建てかえするとなると、今駐車場とし

て利用しているところに新しいものをつくると

いうようなイメージでよろしいでしょうかね。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 現在地で建てる場合

についても、幾つかのパターンを専門家に示し

ていただいて、それで検討しているという状況

であります。 

  病院の建てかえにつきましては、地方のほうで

すとまた別なんですけれども、首都圏なんかの

場合ですと、狭い敷地内に現地建てかえという

パターンは通常あり得ることですので、それほ

ど特殊な方法ではないということで、それも同

じように比較検討している状況でございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 現在建っている建物の、

例えば敷地の半分部分を建てかえに使って、そ

こにある部分の機能を、既存の部分に残して工

事をするとか、いろいろ方法はあるということ

かと思いますけれども、実際、今さまざまなア

ンケートをやって、どういう病院にしていくの

かとか、今検討されている最中だと思いますの

で、実際にその病院が移転になるのか、現地に

建てかえるのかというのは、まだちょっとお答

えできないというところではないかと思います

が、利用者の側からすると、別のところに新し

いものを建てかえていただいて、現在のところ

は今のままで使えるほうが楽なのかなという感

じはいたします。ただ、建てかえとなれば当然

敷地の購入にお金がかかるということもありま

すので、それをデメリットとおっしゃっておら

れましたけれども、必ずしもそれはデメリット

とは限らないのかなと私は思います。どこに建

てるかにもよりますけれども、敷地が確保でき

ないとも限りませんので、安く確保できるとこ

ろであれば建てかえも可能であろうと思います

ので。 

  事前にヘリポートのことなどもちらっとお話し

しておったんですが、現在地ですと、脇のとこ

ろに空き地があるので、そこをヘリポートに活

用するということができているわけですが、新

しいところで必ずしもそのヘリポート用の敷地

が確保できるとは限らないわけですから、屋上

あたりに建設するというようなことは、これは

技術的には十分可能だと思いますが、その辺は

考えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 これまでも検討の中

では、建物の上にヘリポートを置くかどうかと

いうことについても、検討の俎上には上ってお

ります。現時点では、庄内のほうとか、村山地

区の雪の少ないところの病院と違いまして、米

沢の豪雪地帯での屋上へのヘリポートというの

は余り現実性がないといいますか、非常に使い

勝手が悪いということで、現時点では建物にヘ

リポートを併設するという考えはございません。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 冬場の吹雪のときとか

を考えるとそういうことも、着陸不能という場

合もなきにしもあらずなわけですから、脇のほ

うにつくるというのでも、敷地的に可能であれ

ばそれも可能かなと思います。ぜひ、市民のた
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めになるような選択をお願いしたいと思います。 

  続きまして、バイオマス発電所についてですが、

バイオマス発電というのは、ちょっと大きいも

のを割と考えてはいるんですが、何年か前とち

ょっとやっぱり状況が変わりまして、ペレット

ストーブもかなり普及しているということをお

伺いしました。そのペレットの原料になるペレ

ット製造会社、これは飯豊にこの辺だとありま

すというお話を聞いていたんですが、ちょっと

前だと、ペレットの供給能力に比べて普及が余

り進んでいないので、米沢にそんな工場を建て

る必要はないのではないかなんていう話があっ

たんですが、現在では、そこでも供給が足りな

いくらいに今かなりペレットが普及していると

いうことでよろしいんですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 ペレット燃料の需要に対す

る供給が間に合わない状況であるというふうに

はお聞きしておりますが、地域の森林資源を地

域で利用するためにも、地域内でペレットを増

産できる体制が課題であると考えておりまして、

もし民間でペレット工場の建設の考えがあれば、

支援等も含め検討していく必要があると認識し

ているところでございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） ペレットストーブはこ

れからももっと普及していくというような気が

しますので、県だけではなくて、米沢市でも力

を入れて補助等をしていただければいいかなと

思います。 

  それと、間伐材利用についても、道路が近くて

引き出しやすいところは利用しているとは思う

んですが、奥のほうの道路がないようなところ

とか、そういうところは費用をかけて出してく

るのは大変だということがありますので、そう

いうのは道路をつくるとか、その辺のことはや

るということで考えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員が御指摘のとおり、搬

出には相当苦慮している状況でございます。や

はり林道、あるいは搬路もあわせ持って整備し

ながら、搬出する努力をしていかなければなら

ないと考えているところでございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 間伐材も米沢の資源で

すから、間伐材だけではなくて本体でもいいと

思うんですが、ぜひ米沢の資源を活用して、ペ

レットのほうでもう十分に間に合っているとい

うのであればそれでもよろしいんですが、まだ

まだ供給する能力があると思いますので、バイ

オマス発電もぜひ考えに入れていただきたいと

思います。 

  聞き取りのときは、公設民営というような考え

方もできるのではないかというようなことを言

っておったんですが、今のところそういう考え

はないですよね。そうすると、民間企業がもし

来るのであれば支援体制をとっていきますよと

いう、そういう考え方でよろしいですか。はい、

わかりました。 

  今、飯豊にもその間伐材などを供給していると

いうことですので、ぜひ米沢の資源を活用して

いっていただきたいと思います。 

  次に、おきたまブランド、米沢ブランドについ

てですが、先ほども申しましたけれども、米沢

といえば米沢牛、あと、では何があるんですか、

おいしいお米もありますよと言われると、米沢

はお米もあるんですねという、食べてみると、

おいしいですねと言われることが多いわけです

ね。 

  私たちも視察等で九州とか、西日本のほうに行

ったりするわけですが、余りお米で、これはお

いしいと思って食べたことはないんですね。と

ころが、先日ですかね、発表になったおいしい

お米の特Ａになったところで、九州のお米もた

しか入っていたかと思うんですけれども、そこ

は特別おいしいのかもしれませんけれども、私
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は米沢で生まれ育って、米沢のお米をずっと食

べてきたので、他地域に行ってお米を食べると、

おいしいのは当たり前と考えていますので、昔

学生のころ東京にいたころにラーメン屋さんと

かで食べると、おいしくないのはよくわかりま

したけれども。それ以外のところでは、おいし

いお店ももちろんあります、レストランとか、

おいしいお店もありますので、全部が全部とい

うわけではないですし、多分そういうところは

特別おいしいお米を取り寄せてつくっていらっ

しゃるんだと思いますが、米沢ブランドの知名

度、農産物ですね、が米沢牛以外には薄いとい

うのは、これはやっぱりＰＲ不足だと私は考え

るんですが、デスティネーションキャンペーン

もあるわけですけれども、もっとＰＲできる、

ＰＲする余地があるのではないかと思いますが、

その点どうお考えですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 やはり、米沢牛以外に埋も

れている米沢産というか、おいしいものはたく

さんございます。やはり個々に意識していない

産物というか、ものがございますので、そうい

ったものをより多く広くＰＲしていくことが大

事だと思っておりますので、もう少し中身を掘

り下げて、その特産物のことも意識的にしてい

ない部分を掘り下げてＰＲしてまいりたいと考

えております。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） 東京の神田のなみへい

さんであるとか、用賀のアンテナショップであ

るとか、そちらを私も昨年ですかね、行かせて

いただきまして、見てきました。それでお話を

お伺いしてきましたけれども、用賀のアンテナ

ショップの方がおっしゃるには、あの辺は結構

豊かな方が多いですので、おいしいものを持っ

てきてくださいとおっしゃるわけですよね。当

然米沢のものはみんなおいしいんですけれども、

おいしくないものは持ってこなくていいと。逆

に言うと、高くてもいいからおいしいものを持

ってきてくださいという、そういう意識なんで

すね。ですから、卵１個が、この辺だと50円と

か、もっと安いですか、20円、30円でもあるか

もしれませんが、せっかくそこのアンテナショ

ップに持っていくんだったら、卵１個100円でも

売れるんですよね。もしかしたら、高ければ高

いほど売れるのかもしれないなとちょっと行っ

て思ったりしたんですが、つまりそういうとこ

ろで、米沢のは特別だなと思えるような、そう

いった仕掛けといいますか、そういうものも必

要ではないかなと思うんですね。単純にこちら

で売っているものを普通のものとして棚に並べ

てくるというのではなくて、さらにそこからえ

りすぐって、お酒でいうと大吟醸みたいに、こ

の辺なら10個並べるところを、そこから特別に

いいものを二、三個選んで、それを持ってきま

したよみたいな、そういうのもありかなと私は

思います。それが逆にブランド化ということに

つながっていくのではないかなと。ただ、安い

ものを高くただ売るだけでいいのかというのは

またちょっと違うとは思いますが、もちろん高

くするための理由づけというのも必要ですし、

品質を高くするという理由づけも必要だとは思

いますけれども、そういったことで米沢の農産

物のブランド化というのはしていけるのではな

いかと思います。 

  さらに、おきたまブランドは知名度がさらに低

いわけですが、今回のＤＣでは、おきたまブラ

ンドというのはどうなんですか。表にぼんとこ

う出していくという考えはあるわけですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 米沢固有の食文化というか、

若い世代を中心に伝承していく必要があると思

っておりますが、地場食材の価値を再認識しな

がら、米沢のすぐれた食材文化を米沢ブランド

として、おきたまブランドとしても、両方確立

していくことが重要であると考えて、ＤＣに向



- 107 - 

けて進めているところでございます。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） おきたまブランドにつ

いては、まだ確定したものがないと思うので、

ぜひ協議会等で話し合っていただいて、ぜひお

きたまブランドも米沢ブランド同様に売り出し

ていただきたいと思います。 

  ちょっと時間がありませんので、デマンド交通

についてお話しさせていただきたいんですが、

ことしは山上地区で実証運行をやるべく今準備

中だということだと思うんですが、この山上地

区での実証運行はいつぐらいまで予定をして、

それが終わってほかの地域に広めるという、全

部一遍にとはいかないと思いますが、順次にし

ても、次のところに広めるのはいつぐらいにな

る予定ですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 まず、実証運行について

は、秋からスタートを予定しているわけであり

ますが、まず年度内で検証を一旦させていただ

ければと思っております。年度内終わって、次

年度以降やらないのかということではないわけ

でありますが、一旦そこで評価をさせていただ

きながら、次の拡大策について一定の方向をま

た取りまとめをさせていただいて進めていきた

いと思っております。 

  考え方としては、交通施策については、効率悪

化に伴うその赤字の解消という１つの柱と、も

う一つは空白地帯を解消しながら利便の拡大を

図っていくんだというような２つの柱がありま

すが、これはやはり両方とも同時に進めていく

必要があるんだろうと理解しております。ただ

し順番として、赤字の解消ができ上がってから

でないと拡大はしないということでは、必ずし

も私はないんだろうと思っておりますので、ま

ずは実証運行の中で評価、成果をきっちり出し

ながら、次のステップについて早急に連続的に

つなげていければなと考えております。 

○島軒純一議長 堤郁雄議員。 

○１２番（堤 郁雄議員） ９月から年度内という

ことで、半年先ぐらいですか、あるわけですけ

れども、走りながらやっていくということもあ

るわけですよね。例えば９月の頭から１カ月間

やってみてこういうふうな状況でした、あるい

は10月いっぱいまで２カ月間やってみたらこう

いう状況でしたということは、やりながらわか

ってくるわけですよね。米沢が初めてやるとい

うなら別ですが、川西にしろ、飯豊にしろ、あ

るいはほかの市町村、自治体でもう既にやって

いる実績のあることですから、そこではどうい

うふうにやっているんだということをもうかな

り研究なさっていると思うんですね。それを踏

まえて、もうこのぐらい時間をかけないとだめ

ですではなくて、やりながらやるぐらいの、そ

ういうふうなことで進めていただきたいと思い

ます。 

○島軒純一議長 以上で自民クラブ代表、12番堤郁

雄議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたしま

す。 

 

午前１０時３１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時４１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  政鱗会代表、６番山村明議員。 

  〔６番山村 明議員登壇〕（拍手） 

○６番（山村 明議員） おはようございます。政

鱗会の山村明です。政鱗会を代表して代表質問

を行います。 

  一般質問はいつも３日目の午後ということで、

午前中にやるのは本当に久しぶりだと思ってお

ります。代表質問の構想を練ったり、原稿を書
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いたりしなければならない時期に冬季ソチオリ

ンピックのテレビ放映があり、非常に大変でし

た。 

  マスコミがあおったこともありますが、メダル

間違いなしと言われて期待に応えられなかった

選手は大変だったと思います。マスコミインタ

ビューに憮然とする方もおられましたが、スキ

ージャンプ女子の高梨沙羅選手のインタビュー

の受け答えは、17歳の高校生なのに律義でけな

げで非常に好感が持てました。国民の期待の大

きさに潰されないか心配したものであります。

市民の期待の大きさに市長も潰されないか心配

ですが、いかがでしょうか。 

  今回のオリンピックを見ていてわかったことが

一つあります。スケーターと元政治家は大事な

ところでこけるということがわかりました。 

  ３月11日で東日本大震災から３年となりますが、

被災地の復興再生はまだまだのようです。アベ

ノミクスは大胆な金融緩和と機動的な財政出動

によって日本の景気を持ち直し、株高・円安を

もたらし、一定の成果を上げているが、３本目

の矢の成長戦略が思うように進んでおりません。

雇用がふえ賃金上昇となり、民間主導の持続的

な経済成長となる成長戦略が待ち望まれるとこ

ろです。 

  日本銀行がデフレ克服の目標とする２％の物価

上昇率実現はまだ不透明です。４月に消費税が

５％から８％に上げられるので、３月までは耐

久消費財などの駆け込み需要で景気はよいと思

われますが、４月以降はその反動減で景気の腰

折れが心配されるところであります。 

  日本の債務残高は1,000兆円を越しましたが、

政府は当面、財政再建より経済成長を優先して

日本経済を再生させ、税収をふやし、その上で

年金、医療などの社会保障や安全保障、危機管

理、エネルギーなどの政策分野に投資し、中長

期的に国力を上昇させていかなければならない

のではないでしょうか。 

  １、まちづくりの基本的な考え方について。 

  （１）少子高齢化問題について。 

  米沢市も８万5,997人と人口減少期に入ってま

いりましたが、やはり若者はまちの中にいても

らうべきだと思います。若者を外にやってしま

っては活気もなくなり、高齢者宅へのボランテ

ィアをやりたくても、戸数が少ないのではボラ

ンティアもできない。市街地近くに学校があれ

ば、除雪ボランティアなどが容易に結びつけら

れるのではないでしょうか。 

  高齢者に自動車運転免許証の返上という話もあ

ります。周辺部での積雪期のことも考えると、

高齢者はもちろん、居住区も含めてまちづくり

は市街地近辺に集約的に進めるべきと思います

が、いかがでしょうか。 

  （２）公共建築物や福祉施設などの配置と機能

について。 

  新文化複合施設がポポロビル敷地からまちの広

場に急展開で変わりました。地元やまちの広場

利用者の猛反対を受けていたのですから、立ち

どまってとか、用地選定を白紙に戻してじっく

り考え直すことが必要だったと思いますが、い

かがでしょうか。 

  中学校の再編で新中学校の用地や市立病院の建

てかえや特別養護老人ホームが昭和50年代の建

物で、そういう福祉施設も建てかえの時期が近

づいてきておりますが、デイサービス部門での

市街地からの送迎も大きな仕事になっておりま

す。好景気のときに建設されたことで、多くの

福祉施設は郊外型の立地となっています。米沢

市としてどのようなまちづくりを目指すのか伺

います。 

  ２、主要施策について。 

  １番の有機エレクトロニクス産業についてと２

番の山形デスティネーションキャンペーンにつ

いては、きのうなりの答弁をいただきましたの

で、ここは割愛させていただきます。 

  （３）新「道の駅」について。 
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  いよいよ平成29年度に東北中央自動車道の高速

道路が開通し、（仮称）米沢中央インターチェ

ンジ付近に新「道の駅」を米沢市が主体となっ

て開業することになるわけでありますが、米沢

の物品販売と米沢・置賜地域の観光と情報発信

の真価が問われることになるが、面積や建築予

算の概要規模はどの程度を見込んでおられるの

かお聞きします。 

  （４）生徒の心の問題と学力テストについて。 

  平成18年11月、県立高畠高校の２年生の女子生

徒、そして今月の７日には、天童の中学１年の

女子生徒がみずから命を絶ってしまいました。

人生の多感な時期に、心の問題や悩みのケアを

どう対応していくべきでしょうか。お伺いいた

したいと思います。 

  ４月22日に小学６年生と中学３年生を対象に、

全国学力・学習状況調査、俗に学力テストと言

っておりますけれども、学校別成績の公表をど

うするのかお伺いします。 

  （５）学校再編について。 

  南地区中学校について、南部、山上、南原、松

川の４地区で、それぞれ昨年10月からことし１

月にかけて協議会が催されました。平成26年度

に建設予定地の決定、32年度の開校という計画

になっておりますが、米沢の県立高校２校が郊

外に移転したことには、米沢市の内外、それか

ら周辺部の市町村の方々からも多くの批判があ

ります。コンパクトシティーの観点からも、広

くて地価の安い田んぼというような安易な用地

選定ではだめだと思いますが、どうでしょうか。 

  （６）文化施設について。 

  一連の新文化複合施設関連の議案は、平成24年

８月２票差で可決、平成25年３月は３票差で可

決でしたが、２月５日の予算増額議案は１票差

で否決されました。これからどうされるのか伺

います。 

  係争中のポポロビルの大家とたな子の裁判の状

況は、米沢市としては傍聴しておられると思い

ますが、今どういう状況になっているのかお聞

きします。 

  （７）市立病院建てかえについて。 

  外来棟、管理棟は建築後49年、毎年2,000万円

からの修繕費をつぎ込んでやっともたせている

状況なのに、新図書館建設などに走ってしまっ

たのは、米沢市政の大失策だと思います。団塊

の世代が65歳になり、すぐに米沢市立病院の出

番だというときに、これから建てかえの検討に

入りますとは、市民の命と健康を守る市立病院

をないがしろにしてきたツケは大き過ぎます。 

  先ほども出ておりましたけれども、現在地に建

てかえることは可能なのか。必要となるおおよ

その面積と建物ほかの予算規模をどの程度に予

想しているか。入院病棟は築後30年だが、病棟

も建てかえるのか。病棟を建てかえないとなれ

ば、現在地に外来棟、管理棟を建てかえること

になるのでしょうか。 

  （８）本市の予算の概要について。 

  人口が減少している中、市財政の将来が心配さ

れます。新年度予算の一般会計も大型の編成と

なりましたが、将来の財政の見込みと市債残高

の見込みをどのように予測しているのかお伺い

します。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山村明議員の御質問

にお答えいたします。 

  私からは、まちづくりの基本的な考え方と、主

要施策のうち道の駅についてお答えいたします。

そのほかについては部長よりお答えいたします。 

  最初の御質問は、高齢者のためにコンパクトな

まちづくりをすべきという、そういう趣旨の御

質問だというふうにお聞きいたしました。高齢

者の町なか居住のための考え方でありますが、

公共交通の整備、充実、道路・公園等の公共施

設のバリアフリー化、高齢者向け優良住宅建設
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の支援などに力を入れていかなくてはならない

と考えております。高齢者が町なかに住んで、

そこで日常の用務が完結して済ますことができ

る、そういうまちをつくっていくことが、高齢

者が町なか居住をしていくための条件であると

思っています。 

  また、交通手段についてでありますが、これに

関しましては、高齢者に限らず身体の不自由な

方や高校生など、みずから移動する手段を持た

ない、いわゆる交通弱者にとっての移動手段の

確保というのが、米沢だけではなく全ての地方

都市が共通に抱えている問題でありますが、切

実な問題であると認識しております。 

  また、御質問にありましたように、県立高校が

郊外に移転して、そして交通手段の確保が十分

でないという、そういうことも問題になってい

ると思います。現在、廃止代替路線の市民バス

に対して見直し作業を行っております。先ほど

の答弁でもありましたが、山上地区での実証運

行など具体的な検証を予定しておりますので、

これらの結果を踏まえつつ、高齢者にも優しく、

またそれぞれの地域の現実に即した公共システ

ムを順次導入していきたいと考えております。 

  また、介護老人福祉施設などが、郊外の交通の

便の悪いところに立地している場合が多いとい

うこともあります。これらは全て民間施設で県

指定になっておりますから、市が立地場所に対

して指導する立場にはありませんが、先ほどお

答えしたようなことを踏まえますと、市街地に

立地が進むような方策はないのかどうか、勉強

をしたいと思います。 

  第５期介護保険事業計画策定時のアンケートで

は、高齢者の方々においては、「住みなれた家

で暮らしたい」と回答した方が64.9％、「施設

で暮らしたい」と回答された方が16.5％と大き

く開きがあります。高齢者の方が中度、重度の

要介護状態となっても、可能な限り住みなれた

自宅、または住みなれた地域で生活を継続して

いけるような、そういう願いがかなう方向での

努力をしていくことが必要であると考えており

ます。 

  続いて、道の駅についてお答えいたします。 

  昨年７月に米沢市道の駅基本構想検討委員会を

組織して、道の駅の基本コンセプトを初め、規

模、構造、施設管理、運営等についての検討を

進め、１月に米沢市道の駅基本構想検討委員会

の意見書をまとめていただきました。 

  この意見書では、道の駅の整備対象候補につい

ては、場所については、米沢中央インターチェ

ンジ付近、敷地面積については約２ヘクタール

以上、駐車場の駐車台数は少なくても100台以上

との意見をいただきました。現在は、検討委員

会の意見書を受けて、情報発信施設及び農産物

直売所、レストラン、加工所等の地域振興施設、

そして駐車場などの各施設の大まかな規模を盛

り込んだ、米沢市道の駅基本構想の策定を進め

ているところです。 

  新年度には、道路管理者である県との協議を進

めながら、具体的な位置の決定と用地の測量を

行うとともに、基本設計、実施設計を行ってま

いります。 

  また、道の駅を管理運営する運営主体について

は、民間活力を生かしながら新たな運営会社を

設立し、経営責任のとれる第三セクターで運営

することが望ましいとの御意見を検討委員会か

らいただいておりますので、それを踏まえて検

討をする予定でおります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私から、山村明議員の御質問に

お答えいたします。主要施策のうち、大きく５

点についてお答えいたします。 

  最初に、教育施設の配置場所に関してのお答え

をいたします。 

  小中学校と地域との関係は、小中学校を会場に



- 111 - 

地域行事や催しが数多く行われていることから

も、大変結びつきが強いものと考えております。 

  特に小学校は、地域の人々とともに地域の特色

の中で育ち、人間性を豊かにする意味でも地域

に根差した教育が重要であると考えていますの

で、小学校の近くにコミュニティセンターがあ

れば、学校と地域との交流がより活性化される

ことが期待され、地域に根差した教育という観

点からも大変望ましい形であると考えます。 

  中学校に関しましても、地域との交流が図られ

るコミュニティセンターの近くが望ましいと考

えますが、学区が複数の地域にまたがることか

ら、それぞれの地域からの要望や学校規模に応

じた用地の確保ができるかなど、さまざまな観

点から総合的に判断する必要があります。 

  今後の小中学校の配置場所については、地域に

おける小中学校が持つ役割の重要性を認識しな

がら、地域の方々と一緒になって検討し、より

よい設置場所を選定していきたいと考えていま

す。 

  また、コミュニティセンターの配置につきまし

ては、現在１行政区に１館を基本として設置し

ております。小中学校とコミュニティセンター

のかかわりは非常に深く、連携をとりながら各

種事業を展開しているところであります。コミ

ュニティセンターの設置場所につきましては、

今まで各地区の方々と協議し、各地区の御要望

を最大限考慮して設置場所を決定してきました

ので、今後も同様に進めていきたいと考えてお

ります。 

  続きまして、生徒の心の問題と学力テスト、そ

して学校再編についてお答えいたします。 

  初めに、本市が、いじめ・不登校に関して、子

供たちの実態をどんなふうに把握しているかと

いうことについてお答えいたします。 

  各学校におきまして、定期的な教育相談や心の

アンケート等の実施、日記や自学ノート、生活

カード等の記載内容からの情報収集などがあり

ます。また、本市全体では、学級集団全体の状

態や子供一人一人の意欲や満足度を測定するＱ

－Ｕアンケートを小学校５年生以上で年２回実

施し、実態を把握しております。さらに、スク

ールガイダンスプロジェクト事業の中で毎月の

不登校の状況把握や、年３回の不登校対策会議

の中で情報交換を行っております。 

  今後、さらに精度を上げるためには、Ｑ－Ｕア

ンケートの分析についての研修を初め、職員間

での情報の共有で、学校全体で児童生徒の共通

理解と見守りが大切だと思われます。また、気

になる子への対応策について検討するケース会

議等で、さまざまな外部機関との連携を図るこ

とが必要と思われます。さらに、教職員と児童

生徒の信頼関係の構築に努め、一人一人を大切

にした学級経営での居場所づくりや、道徳の時

間を中心とした心の教育でさらにいじめ防止に

取り組みたいと考えております。 

  続いて、全国学力・学習状況調査の結果の公表

についてお答えいたします。 

  議員がお話しのように、全国学力・学習状況調

査の結果については、来年度から市町村教育委

員会の判断で学校名や平均正答数、平均正答率

などの数値を示しての公表も可能になりました。 

  そのことを受け検討しました結果、本市教育委

員会としては、学校名を明らかにした公表や平

均正答数、平均正答率を示しての公表はしない

ことといたしました。 

  その理由としましては、本学力調査の趣旨が学

力や学習状況の実態を把握し、指導方法の改善

や今後の方策を検討するために行われているも

のであることから、学校名や数値を示しての公

表はその趣旨に沿わないものと考えたからであ

ります。そのほかにも、学校名や数値の公表は、

メリットよりもデメリットが多いと判断したか

らであります。 

  また、議員が御指摘の個人や学校の状況につい

てでありますが、個人の状況は子供たち一人一
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人に配付される個票に、設問ごとの全国の平均

正答数と個人の正答数が示されておりますので、

全国と比較しながら、どこができたのか、どの

くらいできたのかがわかるようになっておりま

す。また、学校の状況につきましても、数値を

示さなくても、全国を上回っている、下回って

いるといった表現で比較することが可能であり

ます。 

  当委員会では、結果の公表で大切にしたいのは、

数値が幾らであったかということではなくて、

学校としてすぐれていた分野や劣っていた分野

で、中でも劣っている分野については、今後ど

のような対策をとっていくのかをしっかり説明

し、学校、子供、保護者、地域が共通理解をし

て、学習に取り組んでいくことであると考えて

おります。 

  次に、学校の再編についてお答えいたします。 

  学校の再編についての取り組みは、昨年２月に

策定しました米沢市立学校適正規模・適正配置

等基本計画をもとに進めております。現在、

（仮称）南地区中学校について、平成32年の開

校を目標に取り組みを進めておりますが、学区

が広域となることから、学校の設置場所に関し

ても多角的な面で検討を行う必要があります。 

  議員からありましたコンパクトシティーの考え

方も検討を行う際の観点の一つでありますし、

本市における都市計画道路の整備状況なども考

慮する必要があります。また、そのほかにも、

地域からの意見や要望、通学路の安全を確保す

るための歩道の整備や踏切対策、多種多様な部

活動のグラウンドやスクールバスのロータリー

設置に伴う広い用地の確保、自然環境保護など、

用地の決定に至るまでには検討が必要な多くの

課題があります。 

  このようなことから、横断的な課題解決や情報

共有を図るため、庁内にプロジェクトチームを

設置し、その中であらゆる観点から建設候補地

の検討を行い、適切な建設用地を総合的に判断

していきたいと考えております 

  最後に、新文化複合施設の今後の進め方につい

てお答えいたします。 

  新文化複合施設の建設工事につきましては、議

員も御承知のとおり、ケーシング工法による新

たな事業費の増額が必要になったため、さきの

２月25日の市政協議会におきまして、改めてそ

の補正予算案を御説明させていただいたところ

であり、３月定例会に追加議案として上程させ

ていただくこととしております。 

  新文化複合施設は、これまでも御説明してきま

したとおり、「まちなか図書館」の早期実現や

市民ギャラリーの建設について、多くの市民の

皆さんや関係団体から御要望いただいている重

要な施設であります。まちの中心に新しい魅力

を持った新図書館、市民ギャラリーを整備し、

文化が薫り、市民が活発に交流できるまちを実

現するため、引き続き全力で取り組んでまいり

ますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、新文化複合施

設のうち、ショッピングビルに関する裁判につ

いての御質問にお答えをさせていただきます。 

  本件訴訟は、ショッピングビルがテナントに対

しまして、平成24年５月８日に建物明渡等請求

事件訴訟として提起して以来、13回の弁論準備

手続が開催されてきておりますが、この弁論準

備手続は非公開で行われておりまして、その状

況や内容については承知していないという状況

になっております 

  以上であります。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、市立病院

建てかえについてお答えいたします。 

  市立病院建てかえにつきましては、外部委員に
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よる米沢市立病院の在り方に関する検討委員会

の検討報告書を平成25年６月に受け、現在内部

の米沢市立病院建替検討委員会において、基本

構想の策定に取り組んでおります。 

  市立病院の敷地面積につきましては、さきの答

弁でも触れておりますけれども、現在市立病院

の敷地面積は約３万6,000平米、河川敷を利用し

ている駐車分も含めますと、約４万平米を使用

している現状から、新病院の検討でも、現在と

同じ土地利用形態とした場合、同程度の敷地面

積を想定しております。 

  規模につきましては、将来の人口推移や年齢構

成、医療政策の動向など、さらに市の財政状況、

病院の経営状況などを整理、分析し、地域の中

で果たす役割、機能も含め、慎重に検討してお

り、並行して、建てかえ場所についても、現在

地建てかえ、移転新築の両方を検討しておりま

す。 

  議員がお触れになりました、現在地での建てか

えについては、全面建てかえ、一部リニューア

ルの幾つかのパターンを検討しております。一

部リニューアルについては、病棟の建築年数に

ついては築30年ではありますが、今後も使用す

るかについては、全面リニューアルをすれば今

後とも使用は可能だということで、それも含め

て選択肢の一つとして検討しております。いず

れにしましても、検討についてはもう少し時間

が必要というようなことで考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、土地代を除く予算規模ということで、

聞き取りの際ありましたけれども、病院建設は

多額の費用を要する本市にとっての一大事業で

ありますが、東日本大震災復興事業や東京オリ

ンピック開催に伴う建設経費の動向が不透明で

あり、建設場所やそれに伴う建設工法などにも

より、事業費用が大きく異なってまいります。

そのため、現時点で病院建設の予算額というの

を申し上げるのは難しい状況にありますので、

御理解いただきたいと考えております 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２の（８）本市の

予算の概要についてお答えいたします。 

  まず、新年度予算案につきましては、このたび

策定しましたまちづくり総合計画第５期実施計

画を基本として編成したものでありまして、こ

の実施計画自体も将来の財政状況を見通した財

政計画の作成により、実効性の確保を図った上

で策定したものでございます。 

  この財政計画による本市財政の見通しでありま

すが、税収は景気の動向に大きく左右されると

ともに、将来の人口減少の影響を受け、納税義

務者数も減少していくことが予想されます。こ

うした不安要素はありますが、国の経済対策な

どにより景気回復の兆しが見えてきていること

から、今後５年間においては緩やかな景気回復

が持続するものと想定し、税収は増加傾向で推

移していくものと見込んでおります。 

  一方、歳出につきましては、特に扶助費であり

ますが、人口減少の要因であります少子化への

対策や障がい者福祉施策の充実、高齢化の進展

等を考慮し、今後も増加傾向にあると見込んで

おります。このような中で、産業振興、人口定

住促進、中心市街地活性化などの主要課題に対

応した各種事業を実施計画に登載しており、新

文化複合施設の整備や第四中学校増改築事業な

どといった大型事業につきましても、後年度の

財政負担を十分考慮し事業費を計上していると

ころでございます。 

  このような投資的経費を考慮した上での市債残

高の見込みでありますが、公債費につきまして、

臨時財政対策債等の償還額は増加していくもの

の、近年の投資的経費の抑制や伝国の杜の建設

に係る市債の償還完了などによりまして、建設

事業充当分の償還額は減少していくことから、



- 114 - 

公債費全体としても減少していくものと見込ん

でおります。その結果、一般会計における市債

残高につきましては、平成24年度末残高約359億

円から平成30年度末には約343億円に減少し、ま

た公債費の負担の度合いを示す実質公債費比率

につきましても、順調に低下していくものと見

込んでおります。 

  このような財政見通しのもと、新年度予算案を

編成したところであります。予算案のもととな

りました実施計画及びその財政計画につきまし

ては、２年ごとに見直しを実施しており、その

時点における地方財政の変化や、人口減少も含

めて本市を取り巻く環境の変化などを適切に踏

まえ、本市の財政力に応じた水準で事業の選択

を行っているところでございます。今後も、行

財政改革の取り組みを確実に推進していくこと

で、健全な財政運営に努めていきたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） まず、まちづくりの基本

的な考え方についてでありますけれども、やは

り高齢者も含めて、その住居というものについ

て、この間、市営住宅塩井町団地の３号棟、こ

の市営住宅の募集が行われたわけでありますけ

れども、３号棟ができてかなりの募集をしたに

もかかわらず、４倍程度の応募があったという

ことで、やっぱり住まいというものについては、

子供の成長に合わせて広い住居、それから新し

いところに対する、新しいから入りたいという

こともあると思うんですけれども、そういった

ことでまだまだ米沢市の住宅事情は足りていな

いなという思いを持っておるのでありますが、

その辺、当局はどのように考えておられますで

しょうか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 確かにその中心市街地の

活性化においても、市街地に居住する人口をふ

やしていきたいという目標を掲げておりますの

で、住居関係の整備、あるいは事業所から住居

系に転換をした上で、まちの中に居住いただく

ということを促進していくための手だては必要

なものと認識してございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） それと、やはりこれから

高齢化社会になってまいりますと、高齢になっ

て、旅先にいる子供さんのところに転居すると

か、欠けてしまって全く空き家になるというこ

とで、これから市街地に大分空き家もふえてく

ると思うんでありますけれども、ほかの自治体

なんかを見ていますと、市で借り上げてリフォ

ームをして、そして優良な住宅を借りたい方に

お貸しするというふうな、なかなか気のきいた

空き家対策をやっておるところがあるんですけ

れども、そういった今市営住宅も４倍というふ

うな、私もえっと驚いたぐらいの倍率になって

おるということで、そういう市街地にある空き

家をうまく借り上げて、そういう優良な住宅地

がほしいという方にうまく市がリフォームする

なりして提供するような、そういった事業もや

ってもいいのではないかなと思いますが、いか

がでしょうか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 今、御指摘のようなスタ

イルをとって住宅施策を進めている事例も中活

の中にもありますので、承知はしてございます。 

  まず一点は、空き家対策として、ソフト事業と

して利活用していけないかという視点から、ま

ずは今回の５期の実施計画の中にも盛り込ませ

ていただきましたが、空き家の利活用促進事業

という格好で制度設計をしていきたいと思って

おります。これは市街地に限ったことではない

わけでありますが、新年度から不動産関係の専

門事業者と検討するためのテーブルをつくりな

がら、27年度以降にそれらを政策誘導していけ

るような制度設計をしてみたいものだなと考え
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ております。 

  それともう一つは、中心市街地活性化という視

点の中から、これもまた市街地のアパートや賃

貸物件、こうしたもののまだ空き状況が相当程

度見られておりますので、これらについても専

門の事業者とテーブルを持ちながら、まずは行

政と事業者がタッグを組んでといいますか、連

携しながら、そうした未利用になっている部分

をどうやって解消していくか、町なか居住を進

めていくための手だてを、仕組みづくりを検討

していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） ２番の公共建築物や福祉

施設などの配置と機能について。 

  今回、中学校の再編ということと絡むのであり

ますけれども、こうなりますと、旧中学校が要

らなくなるという状況なわけですけれども、こ

れについての活用の仕方というものは、どうい

うものを考えておられるのか。我々、視察なん

か行ってみますと、給食センターにしたとか、

なるほどなという思いもあるんですけれども、

あとは、一番あれなのは民間売却ということも

考えられるのかなと思いますけれども、その辺、

今の時点でどのような考え方を持っておられる

のかお聞きをしておきたい。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 閉校となった学校施設や

跡地については、ほかの自治体において、跡地

利用の問題から学校の適正規模・適正配置その

ものが頓挫してしまった事例もありますことか

ら、適正規模・適正配置の取り組みとは別に検

討委員会を設置しまして、その中で地元の要望

等もお聞きしながら、本市としての有効活用の

あり方を検討していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 市とすれば、財政的な状

況から考えれば、民間に売却して、その売却代

金を財政に組み入れて幾らでも足しにしたいと

いう思いが出てくるかなと。ただ、やはり地元

としては、せっかくの学校ですので地域のいろ

んなものに活用できるように、特に体育館なん

かは、これは非常に使い勝手が、集会する、ス

ポーツする、いろんな多方面に利用できるわけ

であって、民間売却なんかしないで、地元の

我々が利用できる公共的な物件として残してほ

しいという思いがあると思うんですが、当然そ

ういった場合は、地元の方々のそういった思い

を優先するということになるんでしょうかね。

状況は非常に、その地区地区によって状況は違

うとは思うんですけれども。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 先ほど申しました、その

跡地の検討委員会につきましては、地元の方々

にも入っていただいての検討委員会になると考

えますので、その中で地元の方々の思いをやっ

ぱり大切にして検討していかなければいけない

と思っております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） あと、私これを昔一般質

問でやったことがあるんですけれども、やっぱ

り小学校とコミュニティセンターというのは、

大体地区が同じになっているわけでありまして、

これからその小学校とかコミュニティセンター

の建てかえとなっていく場合、これは合築する

と、駐車場とか、トイレとか、その共用スペー

スにできる部分がかなりありますし、合築すれ

ば壁面が当然少なくなり、建設費もコンパクト

におさまると思うんですが、今までだと、各省

庁、文科省と何省との、その補助の総務省との

兼ね合いで云々とか、そういうこともあったん

でしょうけれども、やっぱりこれから財政が縮

小、人口も縮小していく、財政が厳しくなって

いくという中で、この小学校とコミセンの合築

というものは考えられないものでしょうか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 小学校とコミュニティセ
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ンターとの合築につきましては、小学校とコミ

ュニティセンターの改築時期の関係や小学校に

おける危機管理対策など、懸念される課題もあ

りますけれども、今後小学校に関する適正規

模・適正配置を進行していく中で、有効な手段

の一つとして、ほかの自治体の事例等も収集し

ながら、地域の方々とともに研究をしていきた

いと考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 小学校の場合ですと、小

学校の利用というのは大体昼の時間帯、昼間の

利用が多い、それからコミセンの場合は、どう

しても夜の利用が多いということで、これは非

常に、片や昼の利用が多い、片や夜の利用が多

いということで、これはすごくうまく機能する

のではないかなと思っています。 

  前にも聞いたときには、非常に小さな規模のと

ころでは合築はあるようなんですが、米沢程度

の規模のところで合築しているところがあるか

どうか、ちょっと私もまだ調べていないところ

なんですけれども、逆に、これが全国のモデル

ケースになるような形で米沢市が真っ先にやっ

たと、当然国なり、県なりをうまく説得すると

いうことも、大変な作業はあると思うんですが、

こういったものが全国で初めてやれたというこ

とになると、非常に米沢が脚光を浴びて、行政

視察、議員視察、こういったものがどんどん来

ていただけると、非常に米沢も活気が出るので

はないかなと思いますが、ひとつ頑張っていた

だくように要望を申し上げておきたい。 

  次、道の駅に入りますけれども、今２ヘクター

ル以上、駐車場100台以上という話でありました

けれども、飯豊町の道の駅さんが非常にうまく

いっているというか、非常に順調に売り上げな

り、来客数なりをうまくやってきたように思う

んですが、あそこも最初はそんなに大きくなか

ったんでしょうけれども、やっぱりやり方を変

えながら、そして少しずつ規模も売り上げもふ

えていったと思うんですが、そういう点で、今

回の市としての考え方は、最初からどんと２ヘ

クタールというのは非常に広い面積だと思うん

ですけれども、最初からどんと大きくやってと

いうのは、やっぱり後から用地取得を、隣地を

買い足していくとか、そういったことが非常に

厳しいからということで、最初からどんと大き

くやろうということなんでしょうか。それとも、

この２ヘクタールというのは、最低のスペース

というふうに思っておられるんでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員が御指摘の面積につい

ては約２ヘクタール程度、これは標準的な規模

だと私どもでは捉えているところでございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 運営については、先ほど

第三セクターが望ましいということであります

のでひとつ、前にも私は一般質問で申し上げま

したけれども、やはり民間意識を十分に取り入

れて、第三セクターになるにしても、第三セク

ターが十分に機能するように民間の意識を十分

取り入れて、ぜひその売り上げなり、来場者数

がふえていくように、小回りをきかせて機敏な

運営をやっていただきたいと要望申し上げます。 

  次に、生徒の心の問題と学力テスト。 

  この心の問題というか、このたびの非常に痛ま

しい天童での事故もあったわけでありますけれ

ども、この天童の状況も見ておりますと、どう

も学校側では最初問題が起きたときには、いじ

めがあったかどうかはよくわからないというふ

うな問題であって、後で生徒にアンケートとっ

てみたら、100人以上の子供がいじめがあったと

認識していたというふうな子供のアンケートが

出てきたわけでありますけれども、ですから、

現場の子供と管理者側とのどうもミスマッチが

あったのかなと。 

  ただ、今までの答弁をお聞きしていますと、そ

んな心配はありませんよというふうに思えるわ
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けですけれども、その辺、現場と管理者側との

ギャップというものは、米沢市としてはそうい

ったことはないと断言するとまではいかないで

しょうけれども、その辺、どう感じておられま

すか。 

○島軒純一議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 実際に、このいじめから自殺に

至ったという大変大きな問題だったわけですけ

れども、やはり我々の認識としては、ふだんか

らこういうことはどこにでも起こり得る問題だ

という捉え方をして子供たちに当たってほしい

ということでは、先生方にお願いをしていると

ころです。 

  そういう中でも、アンケート、あるいは毎日の

指導の中で、そういうような芽が見えたときに

どう対応するかということについては、各学校

がしっかり取り組んでいるんだろうなと思って

おります。そういう中で起こった場合の我々の

対応の仕方については、やはりいろんなところ

で起こっている対応の仕方について、我々とし

てもやっぱり反省しなければならないという部

分があるわけですけれども、そんなふうなミス

を繰り返すことのないような手だて、それから

対応、これらについて綿密に行っていきたいと

考えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 大人から見ると、プロレ

スごっこをやっているのかなと思える場面もあ

るかもしれません。ただ、やはり周りの子供は、

そういうふざけ合っている中にもいじめという

陰湿さや何かがあるかということは、やっぱり

子供同士が一番敏感に感じていると思うんです

ね。そういうところをひとつ十分に酌み取って

やっていただくようにお願いしたいと。 

  それから、生徒の心の問題ということでありま

すけれども、やっぱりいじめる側といじめられ

る側というふうになってくるわけですけれども、

どうも今まではいじめられたほうが一方的に学

校に行けない、登校拒否になったり、最終的に

は転校せざるを得なくなった子供さんも私は相

談を受けたことがありますけれども、そういっ

たことで、今小規模校なんでしょうけれども、

特認校とか、自由選択制とか、そういったもの

は米沢市の場合は今後取り入れる状況にあるの

か、そういうことは全く考えていないのか。ど

ういう状況でしょう。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 本市では、特認校等につ

いては、今のところ予定はしてございません。

ただ、やはりいろんな理由で、いじめ等々でど

うしても自分の通学する学校に行けないという

ような状況がある場合については、学区外通学

ということで別の学校でということも配慮して

いるところでございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 先ほど、学力テストにつ

いては公表しないという答弁をいただいたわけ

でありますけれども、やはり私が夜、車でまち

を歩いていると、車がずらっと並んでいるとこ

ろがあるんですね。何だと思うと、学習塾の子

供さんを迎えに来ておられる親御さんの車がそ

の学習塾の周辺にずらっと並んでいるんですね。 

  やっぱり、教育の管理者側から言わせると、学

力が全てではないでしょうと、それは確かにそ

うですよ。だけれども、やっぱり親御さんはい

い高校に入って、いい大学に入ってと、そして

将来のいい就職というか、そういうことにつな

がるためには、やっぱり学力を上げて、いい高

校、いい大学に進んでいかなければならない。

そのためには、学校の授業だけでは足らないか

ら当然塾に一生懸命行って、親子ともども夜ま

で勉強すると、親が送迎もして夜まで勉強する

という、やはり厳しい学歴社会も存在している

わけであって、こういう状況にあるときに学力

テストというものをやったならば、やっぱり個

人のレベルも学校のレベルも全部あからさまに
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してほしいというのは当然親の側では持ってい

ると思うんですけれども、そういうニーズとい

うものを教育委員会としてはどう捉えておられ

るんですか。 

○島軒純一議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 これについては、いろんな議論

があるんだろうなと思いますけれども、この公

表については、やはりオール・オア・ナッシン

グというふうなことだと思います。公表するの

であれば全校、しないのであれば全校しないと、

どちらかを選ぶべきだと思います。 

  我々がナッシングのほうを選んだというのは、

やはり小学校のごく小規模と言われる、学年で

２人とか３人の学校、この６年生の平均をどう

見るかという、全くその個人の情報が地域なり、

それからほかの学年の保護者なりに出ていくと

いうこの結果は見えているわけで、その小規模

校の学校というのは、割合的には米沢としては

多いわけで、そういうふうなやっぱり子供への

配慮、こういうことを考えて判断した結果が全

校公表しないという結論に至ったわけです。 

  それで、保護者の方はやっぱりうちの子供が通

っている学校の実態はどうなんだと、これは大

変心配なところかと思いますけれども、それぞ

れの先生が各学校で子供たち一人一人を見なが

ら指導に当たっているということでは、同じよ

うにレベルを保っているのではないかと思って

おります。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 私のこの新聞記事の中で、

「学校が地域住民に結果を説明することは認め

られていました。佐賀県武雄市教育委員会は、

各校が公表した内容を取りまとめて公表し、学

校別成績を明らかにしています」というふうな、

こういった公表しているところもあるわけであ

って、今の話ですと、米沢市内は全部公表しな

いと。ですけれども、隣接なり、県内あたりで

公表する方向に進む、または進みそうだという

情報とか、そういったものはおありになるんで

しょうか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 この学力・学習状況の調

査の結果の公表については、市町村教育委員会

の判断で行ってもいいということが出たまだ段

階ですので、それぞれの市町村でどう考えてい

るかについては、まだ私どもとしては捉えてい

ないところです。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） このことについては、佐

藤議員がこの後鋭い突っ込みをやっていただ

けると思っておりますので、佐藤議員に譲りま

す。 

  先ほどのいじめの問題ですけれども、私もいじ

めの相談を受けました。受けましたけれども、

いじめた側に対して登校停止とか、そういった

例というか、そういったことは米沢市の場合は

あり得るんでしょうかね。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 このたび、いじめ防止の

法律が出てまいりまして、その中では、いじめ

を受けた子供さんが心的に圧迫を受ける場合に

ついては、同じ教室ではない措置をすることと

いうようなことがございまして、そういったこ

とに基づいて対応をしているところでございま

す。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） そうすると、教室は違う

けれども、学校には来てもいいということにな

るのでは、休憩時間や何かの時間はその子供と

また顔を合わせるという場面が出てくるという

ことになるのではないでしょうかね。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 そのいじめの程度もござ

いますけれども、児童相談所等々と相談をした

り、それから本市のガイダンス教室で個別に学

習をしたりというような、そういった配慮も行
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っているところでございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 学校再編ですけれども、

南地区中学校が、アンケートでは、興譲館の隣

の敷地があいているではないかとか、いろんな

ことをあれしていますけれども、私はやはりコ

ンパクトシティーという考え方からいくと、市

街地に隣接というか、よくよく市街地から近い

ところのほうがやはり大勢の子供が、要するに

通うのに近くて、やっぱり遠いところの子供た

ちはスクールバスなどを利用して、少数の遠く

の子供たちにはスクールバスで来ていただく。

そして、生徒が多く住んでいる市街地のほうは

歩いて市街地から近いところに行けるというの

が、やはり一番通学上の問題点からも考えて、

そちらのほうがベターではないかなと思います

けれども、そういったものについて、やはり父

兄の意見というものも取り入れながらというこ

とでしょうけれども、その辺の兼ね合いが非常

に難しいと思うんですね。その辺、どう考えて

おられますか。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 コンパクトシティーとい

う観点からは、市街地に隣接した形ということ

が望ましいと考えられます。しかし、具体性や、

先ほど答弁いたしましたように、ほかの要素も

たくさんございますので、庁内のプロジェクト

チームでいろいろな観点から検討して、候補地

を選定していきたいと考えてございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 今回は４地区の合意を取

りつけなければならないという非常に難しい課

題があるわけで、ひとつ十分にその辺、住民意

向を酌み取りながら、米沢市のまちづくりとい

う観点を十分に考慮されて頑張ってやっていた

だきたいと要望しておきます。 

  次に、市立病院の建てかえについてですが、先

ほど金額、規模が出なかったですけれども、か

つてたしか70億円程度という、何か話をちらっ

とこう聞いたような気がするんですが、そうい

うものは全くないということなんでしょうね。

今、加藤局長がびっくりされておられたので、

それはないのかな。 

  それで、先ほどもそのインフラ整備、やはり道

路、公共交通機関、こういったものの状況も加

味して用地の決定をしていただかないと、高齢

化社会という中ではやはりそれが非常に大きな

問題になるのかなと思います。 

  そして、市立病院のアンケートの中で、高度医

療機器の充実というのが26.2％と、非常に高い

数字で出ておったと見ておるんですが、建てか

えとなると、こういう高度医療機器もある程度

の部分は、今回引っ越しするのだから、これも

新調しなくてはならないよねというやはり意識

があると思うんですが、今現在でもこの高度医

療機器の充実というこのアンケートに答えてお

られる方が非常に多かったんですけれども、ま

だ今現在の医療レベルの中で、米沢市の病院と

してもまだ買いそろえなければならない高度医

療機器というものはかなりの部分であって、そ

れを建てかえの時期にはやはり新調しなくては

ならないという機器というのはかなりあるもの

なんでしょうか。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 まず最初に、議員が

お述べになりました事業建設費用ですけれども、

過去の病院の実例として建った事例については、

ある程度こちらでも把握しておりますが、今後

何年か後に着工した場合の事業費については、

現時点ではちょっとなかなか難しいと考えてお

ります。 

  それから、高度医療機器ですけれども、現在、

市立病院に、ＣＴ、ＭＲＩ、人工心肺など、高

額医療機器については相当数あります。現時点

では、各医師からの要望を聞いた上で、また現

在ある医療機器の使用年数等も考慮して、優先



- 120 - 

順位を決めて対応しているというような状況に

はあるわけですけれども、希望する医療機器全

てを購入できるという状況にはなっておりませ

ん。 

  また、病院建てかえの際についても、今現在ま

だ詳細に調べてはおりませんけれども、恐らく

10億円とか、その辺の単位の医療機器の更新は

必要になってくるだろうと思っております。た

だ基本的には、使える医療機器についてはあく

までも使っていただくという前提ではあるわけ

ですけれども、それでもやっぱり相当額程度の

医療機器の更新は必要になってくるだろうと考

えております。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 市立病院が移転するとい

った場合に、ではどこか適地はないだろうかと

考えたときに、オフィス・アルカディアがあい

ているわけでありますけれども、オフィス・ア

ルカディアに市立病院を建てるという、用地と

してあそこに持っていくというのは、これはあ

りなんでしょうかね、だめなんでしょうか。ど

うですかね。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 これまでも御答弁し

ておりますとおり、現時点では現地建てかえ、

移転新築、それぞれの場合を想定して、そのメ

リット、デメリット、解決すべき課題を比較検

討している状況でありますので、移転を前提と

しての特定の地区名を挙げる段階ではないとい

うことで御理解いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） そうではなくて、オフィ

ス・アルカディアの用地を販売していく場合に、

要するに言いたいのは、かつてオフィス・アル

カディアに佐藤病院が来るという話があったと

きに、あのときは市長だったと思うんだけれど

も、それは業種にないから、業種が云々でだめ

だとかという話があったと思うんですよ。だか

ら、あの話の延長でいって、市立病院はだめな

のか。今ここまで来て、もう全然あいている、

早く埋めなければならないと。米沢市の土地だ

し、米沢市で市立病院を持っていくといった場

合に、そのオフィス・アルカディアで受け入れ

るという状況でいった場合、佐藤病院の例から

するとだめだになるのか、それとも今はあのと

きとは状況が変わったよ、今は大丈夫ですよと

いう方向になるのか。そこを聞きたいんですよ。 

○島軒純一議長 質問は御理解いただいたと思うん

ですが、どこですか。夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 現時点では、具体的なオフ

ィス・アルカディアについて、病院の建設どう

のこうのという調整もしていないところでござ

いますので、お答えできない状況でございます。 

○島軒純一議長 調整ではなくて、要するに仕組み

的、法的、いろんな意味でできるかできないか

の話ですよね。そういうことです。御理解いた

だけないですか。安部市長。 

○安部三十郎市長 それでは、かわってお答えいた

します。 

  佐藤病院が進出という事案を受けて、そもそも

がそういう目的のオフィス・アルカディアでは

ありませんでしたので、その佐藤病院の事案の

後に、内部で検討して基準をつくりました。基

準の中では、病院というようなものは入ってお

りませんが、その後、昨年の中小企業基盤整備

機構から市が譲渡を受けて、さらに検討したわ

けであります。そういう中で病院が入るかどう

かについては、ちょっとこの場では確認しない

と明言できませんが、恐らく入ってはいないん

だと思います。もし間違っていれば予算委員会

で訂正いたしますので、今の段階ではそのよう

に御理解いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 私、当局を責めるつもり

はないですけれども、市立病院の建てかえにつ

いて、オフィス・アルカディアにはどうなのと
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いうことは３回目ぐらいで質問しますよという

ことを聞き取りの段階で私は言っていたはずな

んですけれどもね。どうも今の状況を聞いてい

ると、話がされていないようなところがあって、

そこのところちゃんと気をつけてください。 

  それで、やはり建てかえということになります

と、市立病院が来るということは、かなりの活

性化というか、すごいボリュームになってくる

と思うんですね。中心市街地の再活性化、平和

通りなんていうのはあるわけですけれども、私

は図書館ではなくて、市立病院があそこに行っ

ていれば、このにぎわいなんていうものではな

くて、おつりが来るぐらいのにぎわいだったと

思っているんですよね。そういった意味で、も

しあの辺に用地が、平和通りなり、中心市街地

の活性化の周辺に市立病院なんかが来れば、こ

れは市役所もまたもう一回持ってこいなんて話

もありますけれども、市立病院が行くだけで十

分だと思うんですけれども、それは私の話とい

うことにしまして。 

  それから、市立病院のアンケートを見てみまし

ても、近隣自治体では、高畠町の外来患者なり、

入院患者が１割弱ということで、米沢市外で一

番多く利用されていると。それで、なおかつ高

畠町は公立置賜総合病院には入っておらないと

いうことで、こういった状況からすると、今回、

市立病院が動き出しておるわけでありますけれ

ども、市長として、高畠町さんなり、高畠の町

長さんあたりに、市立病院は今建てかえという

方向にもう入ったんだということはお知らせさ

れたのではないかなと想像するわけですけれど

も、その辺について、高畠町さんの、米沢市さ

ん単独でやってくださいとか、高畠町の状況か

らすれば、ではうちも入って高畠はサテライト

病院にしようかとか、そういった思考が出てく

るかもしれないなと思いますが、その辺、市長

は高畠町との兼ね合いをどのように感じておら

れますか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 順番として、病院建てかえにつ

いては、どのような内容の病院にするのか、ど

の程度の範囲の方々を主として対象にするのか

等の病院のあり方が決まって、そしてその上で、

さて近隣の市町との連携というか、近隣の市町

との組み合わせ、兼ね合いをどのようにするか

という話になりますので、そういう米沢市立病

院の先ほど申し上げました内容が決まらないう

ちに、ほかの町に何か御相談するとか、そうい

うふうにはいくべきでは順番としてないと思っ

ています。ですから、何もお話はいたしており

ません。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 相手があることですから、

どこまでどうのということではないですけれど

も、近いうちに市長からぜひお話だけは遅くな

らないうちに、米沢も市立病院建てかえる方向

に進んでいるんですよというお話はぜひしてい

ただきたいなと思っております。 

  次に、文化施設。 

  先ほど、ポポロビルの裁判の状況について、13

回の弁論準備云々が非公開でということですけ

れども、ではそうしますと、ポポロビルの問題

については、我々は素人でよくわからないんで

すけれども、裁判となると、裁判所が中に入っ

た和解勧告とか、そういったものがあろうかと

思うんですが、ここまで延びているということ

は、和解勧告なんていうレベルはもうやっぱり

過ぎているのかなと。そうしますと、時間的に

はまだまだかかるというふうな状況と思わざる

を得ないんでしょうかね。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 これから先の裁判の見通

し、時間的な部分の御質問でありますが、先ほ

ど答弁させていただいたように、状況について

は、私どものほうで詳しく今承知していない状

況になっておりますので、明確にはお答えでき
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ないというところであります。何分にも係争中

でありますので、私どもとしては、現状では推

移を見守っていくしかないのかなと考えてござ

います。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） あと、予算の概要という

ことですけれども、やはり、先ほど市債残高の

話で、平成30年には343億円ぐらいまで下がって

いくんだという話なんですけれども、こういっ

た話というのは、これから図書館も建てる、市

立病院も建てる、結局ふえていく部分があるの

で、このふえていく部分なしに、この借金はな

くなっていきますよ、これもなくなっていきま

すよで、減っていくという見方に見えるんです

けれども、将来のそういった、これから新しく

建てていくものについての残高は確実にふえて

くるのではなかろうかなと思うことと、それか

らやはり介護とか、国保とか、高齢者医療の特

別会計ほうの、こちらの将来の会計がどんどん

大きくなっていくことが非常に心配されるわけ

でありますけれども、その辺についてちょっと

お聞きをしておきたい。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 御指摘のとおり、今後新たに

見込まれる財政負担という形になるかと思いま

す。現在進んでおります第四中学校、それから

追加でお願いしております新文化複合施設、こ

ういった施設整備に係るものについての償還も

始まってくると。それから、道の駅、そういっ

たものもさまざま今後控えております。そうい

う意味では、平成30年度までに公債費の負担を

少しずつ減らしていくことで、これからその後

に発生してくる部分についての対応に備えると、

そういう意味もまずございます。 

  それから、特別会計についてでありますが、国

保会計、それから後期高齢者、介護保険と扶助

費を中心としたこうした会計につきましては、

国の制度なんかにやっぱり影響を相当受けます

ので、これらを見通すことはなかなか難しいと

ころがございます。ただ、一般的には高齢化の

進展、それから医療の高度化もありまして、医

療費や介護給付費等の伸びというものはやっぱ

り推計する必要があるということで、そういっ

た伸びを計算に入れまして、特別会計への繰り

出しについても、そういった増加額を見込んで

いるところでございます。 

○島軒純一議長 山村明議員。 

○６番（山村 明議員） 12時になったので、この

辺でやめたいと思いますけれども、今回の市長

の一連のお話やら、市政運営方針、これを見て

いますと、帝人さんの何だとか、キャロライ

ン・ケネディ、デスティネーションキャンペー

ンというふうな、どうも他力本願的なものを感

じるんであります、私なりにね。 

  やはり、先ほどもちらっと私が話しましたけれ

ども、その佐賀県武雄市の樋渡啓祐市長、この

方はやはり図書館もツタヤに運営をさせて、ス

ターバックスコーヒーが入って、あとは市民病

院を民営化したり、とにかくとんでもないこと

を自分の力でやっている。やはりこういった、

市長も11年目ですか、来年の11月には改選とい

うことですので、ひとつ市長の手腕をぜひ発揮

した、活力ある米沢市政運営をお願いしたいと

お願いして、私の質問を終わります。ありがと

うございました。 

○島軒純一議長 以上で政鱗会代表、６番山村明議

員の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時１２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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  ここで、午前の代表質問、政鱗会代表、山村明

議員に対する答弁について、産業部長より発言

の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 午前中の山村議員の代表質

問の中で、米沢オフィス・アルカディアに市立

病院の建設が可能かどうかという御質問に関し

て、私から補足説明をさせていただきたいと思

います。 

  米沢オフィス・アルカディアにつきましては、

都市計画法上の用途地域では準工業地域に指定

されておりまして、病院等の建設は可能であり

ますが、市の誘致方針の中で、産業用地として

米沢オフィス・アルカディアは産業の発展に資

する業務団地として企業を誘致することを優先

に取得したものであり、市立病院を米沢オフィ

ス・アルカディアに誘致していく考えはないと

いうことをお答えしたいと思います。 

○島軒純一議長 御了解いただきたいと思います。 

  次に進みます。 

  公明クラブ代表、５番山田富佐子議員。 

  〔５番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○５番（山田富佐子議員） こんにちは。公明クラ

ブ、山田富佐子です。公明クラブを代表して質

問をさせていただきます。 

  ここ二、三日、暖かな日差しに春を感じ、気持

ちまでがわくわくしてきます。米沢にもようや

く春がそこまで来ているようです。本日はお忙

しいところ傍聴に来ていただいた皆様に厚くお

礼を申し上げます。 

  代表質問も６番目となり、質問が多々重複して

いる部分もありますが、市民の思いを代弁する

ためにこの壇上に立たせていただいております

ので、市長初め行政当局の皆様には、市民の皆

様が理解できるように、また限られた時間です

ので、簡潔明瞭な、そして前向きの答弁をお願

いいたします。 

  安部市長は、市長になられて11年、歴史を大切

にし、文化や教育に力を入れておりますので御

存じかもしれませんが、最近読んだ書の中に次

のようなことが書かれてありました。「経済」

とは、中国の古典に出てくる言葉で、本来は

「世を経め、民を済う」との意味である。上杉

鷹山が師と仰ぐ細井平洲は、「経済というのは

単なる銭勘定ではなく、その背後に民を愛する

政治を行うという姿勢がなければならない」、

そして「民の目線でものを見る。すなわち民の

身になって政治を考える」ことの大切さを強調

しております。 

  今、米沢市民が安部市長に最も望んでいること

は何でしょうか。市民が今一番不安と感じてい

ること、困っていること、市民の声をもとに質

問をさせていただきます。 

  １、教育と文化の推進について質問をいたしま

す。 

  最初に、新文化複合施設の建設は、現在地中よ

り想定外のコンクリートの残存物が見つかり、

一時中断状態となっております。私は図書館の

建設を推進してきた一人ですが、しかし、議会

の同意が得られないままに事前着工ともとれる、

そして法律に抵触しかねない今回のような一連

の不祥事に対し、市長初め関係部局に断固猛省

を求めます。 

  市長はたびたび、まちづくりは人づくりであり、

将来を支える若い人たちを育てるためにも、新

文化複合施設建設を推し進め、長期的な政策に

より学びの環境をつくり推進していくことの必

要性について述べております。 

  文科省は、読書について、子供が言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる力を身につけて

いく上で、欠くことのできないものと位置づけ

ています。 

  私の中学校の恩師は、昨年亡くなられましたが、

口癖のように、「いいか。おまえたちが父ちゃ
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ん、母ちゃんになったとき、自分の子供には本

を買って読ませるんだぞ。本は腐らない財産だ

からな」と話された言葉が今も耳から離れませ

ん。新図書館が完成したものの、最初は来館者

が多かったが、その後は思った以上に少ないな

どとならないためにも、本と親しめる土壌づく

りも必要であると思います。 

  図書館の現状について、４点質問をいたします。 

  市立米沢図書館の１人当たりの本の貸出数、新

図書館が完成するまでに、市民に対し読書意欲

を高めるような取り組みは検討されているのか、

自分の読書の履歴がわかるようなシステムにな

っているかについてお伺いいたします。 

  次に、読書意欲を高める取り組みとして、読書

通帳の導入を提案いたします。 

  近年、活字離れが指摘される中、市民に読書に

親しんでもらうための取り組みの一つとして、

読書通帳を導入する動きが各市で始まっており

ます。借りた本のデータが読書通帳機に送られ、

本のタイトル、著者名、貸出日が通帳に記載さ

れる仕組みとなっています。この通帳は、貯金

通帳と同じような形・様式で、小中学生に無料

で贈呈、その他図書館利用者には１冊100円で販

売。昨年９月に、富山県立山町でこのシステム

を導入しております。行政と学校が一体となり、

教員が読書に挑戦する生徒を励ますことにより、

一層生徒の読書意欲が増し、好評であるとの報

告でした。また、子供から高齢者まで市民全体

の読書意欲を高める効果が期待されます。導入

についてお伺いいたします。 

  ２、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくり

について。 

  （１）人口減少、少子高齢化に対する本市の具

体策についてお伺いいたします。 

  米沢市まちづくり総合計画の中に、「本市の人

口が減少しつつあり、出生率の低下が続けば、

人口はさらに減少するおそれがある。そのため、

子育て環境の整備と産業の活力向上を図ること

で、人口の定着や流入を促進し、平成27年の総

人口を９万3,000人と想定する」としていました。

米沢市の人口は、現在８万7,161人で、昨年の同

時期に比べると877人の減少です。県内では、東

根市の人口は昨年１年間で411人ふえています。

人口減少、少子高齢化に対する本市の具体策に

ついてお伺いいたします。 

  （２）放課後児童クラブの支援についてお伺い

いたします。 

  子供たちは、平日の放課後、土曜日、夏休み等

は、家庭にかわる毎日の生活の場として放課後

児童クラブで過ごしています。最近では、保護

者の帰宅時間も遅くなる傾向もあり、保育時間

も延び、小学校低学年では、学校で過ごす時間

より500時間も多いとのデータもあります。長い

時間を過ごす学童保育所において、子供たちの

安全を守り、安心感のある生活を保障すること

の役割と指導員の責任はとても重いものだと思

います。 

  指導員は、子供たちが学校から帰ってくる前に、

ミーティング、掃除、書類整理、おやつなどの

買い物、細々とした仕事があり、また子供が家

に帰った後は、保護者への連絡、確認、職員同

士の情報交換、業務日誌の記録など、現場で働

いていなければわからないことが多々あると伺

いました。当局にもしっかり現状を把握してい

ただきたいのです。 

  放課後児童クラブの施設借り上げ料が年々拡充

され、昨年は70％から80％に補助が増額されま

した。そして、昨年秋、学童保育連絡協議会の

要望書に対し、今後は100％になるように検討し

ていくと、大幅な、心強い回答をいただきまし

た。 

  国は障がい児を受け入れた場合、障がい児の人

数に関係なく、１施設に対し157万7,000円を定

額補助しております。しかし、複数の障がい児

を受け入れているクラブ、そして発達障がいな

どが疑われるいわゆる「気になる子供」の受け
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入れもふえております。指導員の１対１の個別

対応が必要なケースも多いことから、大変御苦

労され、精神的な負担とともに、他児童への指

導が十分できないという実態もお聞きしており

ます。 

  障がい児に対し適切な指導と、他児童の安全の

ために、障がい児担当指導員の雇用人数に応じ

た補助金を、本市独自の事業として取り組んで

いただきたいことを強く要望いたします。本市

の放課後児童クラブの児童数及び障がい児受け

入れ数についてお伺いいたします。 

  次に、放課後児童クラブの施設環境ですが、昨

年秋、市内のクラブ６カ所を視察しましたが、

中には、古い、狭い、床が傾いているなど、大

変な施設環境のクラブもありました。学童保育

は、実施主体である行政がしっかり責任を持っ

て、学校内の余裕教室や学校敷地内に独立した

専用施設などを確保すべきと考えますが、その

ことについてお伺いいたします。 

  （３）障がい者のための交流施設設置について

お伺いいたします。 

  昨年暮れ、市内在住の障がい者の方から、障が

い者のための交流施設の設置について御相談を

いただきました。また、１月末に米沢市主催の

障がい者権利擁護研修会に参加した折、その中

での意見として、同じく交流施設の設置の要望

がありました。「ポポロビルに相談事業所があ

ったときには、相談支援専門員に気軽に話がで

きた。また、障がい者同士が交流し、お互いの

生活、情報交換、悩んでいること、困り事など

を話し合ったり、友人ができたり、障がい者の

ネットワークができ、心の支え、生きる張り合

いがあった。しかし、その施設が西部に移転、

遠くなったためなかなか行くことができないん

です」と話しておりました。 

  今の社会では、障がいがあることで差別を受け

たり、偏見を持たれたりして、当たり前の生活

が脅かされているのが現状です。障がいがあっ

ても普通の生活をしたい、支援を受けながら自

立に向けて働きたい、社会参加をしたいと考え

ている方がたくさんおります。ポポロにあった

相談事業所が移転した理由についてお伺いいた

します。 

  また、本市の指定相談事業所として２カ所あり

ますが、相談体制、窓口の現状はどのようにな

っているのかお伺いいたします。 

  次に、市の中心であり、バス停も近くにある、

また市民文化会館もある平和通りの空き店舗を

活用し、障がい者の相談事業所及び交流拠点を

要望いたしますが、いかがでしょうか。 

  （４）高齢者が住みなれた地域で安心して暮ら

せるために救急医療情報キット「命のバトン」

について質問をいたします。 

  ひとり暮らしや高齢者世帯がふえ、高齢化に伴

い救急車の需要が拡大、今後さらに増大してい

くことは確実です。消防白書によると、平成24

年度救急出動件数は過去最高の580万件、そのう

ち高齢者の割合は49.3％を占めております。本

市のひとり暮らしの人数、高齢者世帯数、高齢

者の命を守るためにどのような取り組みをされ

ているか、また65歳以上の救急搬送件数につい

てお伺いいたします。 

  ４番目に、救急医療情報キット「命のバトン」

についてお話をします。 

  これは、プラスチック製の容器に、病歴、持病、

血液型、そしてどのような薬を飲んでいるか、

緊急通報先など、個人の医療情報を記入した用

紙を入れ、冷蔵庫に保管しておく方法です。駆

けつけた救急隊員が、冷蔵庫をあけ、すぐに情

報を確認し、迅速に救急医療を行うことができ

るためのものです。冷蔵庫はどこの家庭にもあ

ります。また、玄関と冷蔵庫の扉に救急医療情

報キットの設置をあらわすシールを張り、設置

された世帯のリストを消防署と情報を共有しま

す。 

  ひとり暮らしや高齢者世帯で急病で倒れた場合、
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救急車を呼ぶことはできても、その人の必要な

情報が救急隊員にうまく伝えられない可能性が

あります。この「命のバトン」を活用し、必要

な情報をいち早くとり、処置をすることで、命

を救うことにつながります。 

  長井市と川西町で導入しております。米沢市、

南陽市、高畠町、川西町の４消防本部が広域統

合しました。「命のバトン」は川西町だけで導

入されており、川西の救急隊員も、冷蔵庫に入

っていることがリストで情報共有できているた

め大変有効であると話されております。有効で

ある以上、地域差がないように、まず米沢市で

導入することを提案しますが、どのようにお考

えかお伺いいたします。 

  次に、（５）特定健診・がん検診の受診率向上

についてお伺いいたします。 

  平成23年、特定健診の受診率は、全国平均

32.7％に対し、米沢市は27.2％で県内最下位で

す。市長は、受診率を５％向上させることを主

要政策に挙げられていましたが、具体的にどの

ように取り組まれ、５％増は達成できたのかお

伺いいたします。 

  昨年９月、私の質問に対し市長は、「平成25年

３月に受診率の低い原因を把握するため、健診

希望調査を実施している。県内35市町村で最下

位について深く調査を掘り下げ、最終的にこれ

だから低いのだというところに突き当たらなけ

れば根本的な解決策にはならない。担当課に調

査の掘り下げ、納得できる理由に突き当たるま

で作業を行うように指示した」の返答でしたが、

最下位の理由は判明したのかをお伺いいたしま

す。 

  また、受診率の現状と来年度の具体的な取り組

みについてお伺いいたします。 

  ３、観光の振興についてお伺いいたします。 

  ことし６月から９月に、国内最大規模の観光誘

客事業となる山形デスティネーションキャンペ

ーンが開催されます。山形では10年ぶりの開催

です。前回のデスティネーションキャンペーン

では、山形県では過去最高の観光客数を記録し

ていますが、本市にあってはどうだったのでし

ょうか。 

  市長は、このキャンペーンを契機として、東日

本大震災の影響で落ち込んだ観光需要を取り戻

すため、観光誘客の促進と受け入れ態勢の整備

を図り、より一層の交流人口の拡大を図ると明

言されております。しかし、いまだに市民から

は、「デスティネーション、それって何や」と

の声が聞かれます。市長が思われるほど市民の

関心は高まっておらず、輪をかけてＰＲ不足も

否めません。市民が結集し、おもてなしの心で

観光交流するというレベルまでに至っていない

と考えます。 

  今回のデスティネーションキャンペーンでは、

平成24年度に整備した西條天満公園・武者道の

整備事業は、米沢の歴史的にも大変貴重な観光

資源であり、米沢を紹介する目玉、観光スポッ

トになっていると思います。この２カ所の整備

について、市長は、歴史が感じられるようなお

堀を再現し、緑のある安らぎの空間、城下町の

雰囲気を醸し出すような黒塀に整備、そして観

光客や市民のまちなか回遊にも寄与すると話さ

れておりました。大変貴重な観光資源ですが、

完成し、１年が経過したわけですが、この事業

の経済効果はいかがだったのかをお伺いいたし

ます。 

  また、山形デスティネーションキャンペーンに

向けて、本市の具体的な取り組みについて、ま

た米沢駅にある置賜広域観光案内センター多目

的室の最近の利用状況、そしてキャンペーンに

向けての多目的室の活用について、どのように

考えているのかをお伺いいたします。 

  最後に、４、市立病院の早期建てかえに向けて、

今後の計画についてお伺いいたします。午前中

の山村議員からも詳しく質問がありましたが、

再度質問をさせていただきます。 
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  外来診療・管理棟が築48年、中央診療棟は築30

年経過し、建物の狭隘化、老朽化が目立ち、建

てかえを早急に計画しなければならない時期と

なっております。 

  当初は６年後の平成32年度ごろの完成を目指し

ておりましたが、それが今、社会状況の変化に

より、めどが立たない、おくれるとなると、外

来診療・管理棟は築55年を過ぎてしまいます。

毎年の修繕費もかなり多くなっているのではな

いでしょうか。 

  また、耐震診断の結果から考えても、早急に建

てかえが必要なはずです。６年後は東京オリン

ピックも控え、さらなる資材高騰、職人不足、

またこれらに伴い入札不調などに陥る可能性も

あり、これから10年後の完成などもあり得る事

態になると考えます。 

  昨年11月、市民1,200人に郵送でアンケートを

実施、44.3％の回収率で、多くの市民が市立病

院の早期建てかえと建設地について一番関心を

寄せている結果がアンケートの回収率の高さで

はないでしょうか。今回のアンケートの結果を

病院建設に向けてどのように反映させていかれ

るのでしょうか。 

  また、市民が一番知りたいのはどこに建設をす

るのかだと思います。そのことについてのお考

えは。またいつごろ決定する予定でしょうか。

お伺いいたします。 

  市民はもちろん、市立病院で働く職員の声もし

っかり聞いていただきたいと思います。職員が

働きやすい病院づくりは、イコール良質な医療

の提供、安心・安全な医療の提供につながると

思います。 

  次に、建設に当たり、今一番困難と考えている

こと、そしてそれを克服するのにどのような市

の支援が必要と考えているのかをお伺いいたし

ます。 

  私を初め議員、そして市民は、市立病院の建て

かえにあらゆる面で全面的に協力することを惜

しまないと思います。もちろん財政的な面もあ

りますが、しかし目先のことにこだわらず、大

きな視野に立ち、30年、50年を見通した病院を

建てていただきたい、ぜひ丁寧に進めていただ

きたいと要望し、壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの山田富佐子議員の御

質問にお答えいたします。 

  私からは、誰もが安心して安全に暮らせるまち

づくりについてと山形デスティネーションキャ

ンペーンに向けての本市の取り組みについてお

答えいたします。その他につきましては部長よ

りお答えします。 

  まず、人口減少、少子高齢化に対する本市の具

体策についてでありますが、全国的に進む人口

減少については、本市においても、御質問のよ

うに例外ではなく進んでいる状況です。１月１

日現在での人口推計は８万7,161人であり、前年

１月１日の８万8,083人と比較すると、922人の

減となっています。 

  人口増減については、自然動態と社会動態に分

けられますが、この１年間の自然動態は、出生

者、生まれてきた人が611人、死亡者、亡くなっ

た方が1,117人となっておりますので、差し引き

506人の減、社会動態、これは転入者、市に入っ

てこられた方が2,431人、転出、出ていかれた方

が2,847人で、差し引き416人の減となっていま

す。すなわち、この１年間で合計922人が減少し

ているという内訳であります。 

  高齢化に対する本市の具体策については、来年

度に策定予定の高齢者福祉計画第６期介護保険

事業計画書において、高齢者の実態調査として、

高齢者福祉事業に関する意識調査を実施する予

定で、その調査結果を踏まえ、安心・安全なま

ちづくりの施策を検討していきたいと考えてお

ります。 

  一方、少子化対策としましては、安心して子供
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を産み育てられる環境を整えることが重要であ

ると考えております。これまで、不妊治療への

助成、保育所の増改築や病児保育の開設、この

病児保育につきましては、山田議員よりも御質

問がございました、子育て環境の充実を図って

まいりました。さらに、子供の医療給付事業に

ついて、対象を小学校３年までから小学校６年

生までに拡充する考えです。 

  次に、放課後児童クラブへの支援についてお答

えします。 

  平成25年４月現在で、小学校区18学区のうち15

学区30カ所に放課後児童クラブが設置されてお

ります。来年度４月からは、利用人数の増加な

どにより１カ所ふえる予定です。利用児童数も

年々増加しており、平成25年４月現在では1,090

人となっております。10年前の平成15年では541

人ですから、約２倍の利用人数となっておりま

す。このことから、児童全体の人数は減少傾向

にあるものの、放課後児童クラブを利用する児

童数は増加しているという状況にあります。 

  施設の設置につきましては、米沢市子ども・子

育て会議の中で、放課後児童クラブの増設・新

設の必要性についても協議することになってお

りますから、施設の設置形態についても重要な

課題となるものと考えております。今後とも、

教育委員会、地域、設置業者との連携を図りな

がら、この点について検討していきたいと考え

ています。 

  障がいのある児童を放課後児童クラブで預かる

場合に必要な職員の加配については、今年度か

ら障がいのある児童を３人以上受け入れた場合、

人数による補助が、県の単独補助として設置さ

れ、施設に交付されることとなりました。この

ことは山形県市長会でも県に強く申し入れた結

果によるものと思っております。今年度は、７

カ所の施設による32人の受け入れに対し補助金

を交付しております。 

  放課後児童クラブを利用される児童の中には、

障がいの認定を受けていない児童も多くおり、

放課後児童クラブから児童への支援についての

相談も受けております。しかしながら、補助金

の交付には交付の基準が必要となることから、

特別児童扶養手当の受給や身体障害者手帳等を

お持ちの児童を対象として、公的機関からの認

定をもとに職員の加配を確認し、交付を行い、

公正な事務の推進に努めている現状です。この

ことから、いわゆるグレーゾーンの児童に対す

る職員の加配、補助金交付というのは現状では

難しい状況にありますので、認定等の手段が必

要と思っております。 

  次に、障がい者のための交流施設設置について

お答えします。 

  障がいのある方々が集える場所として、以前は

相談支援事業所「あずさ」においてスペースを

提供し、自由に立ち寄れる体制をとっておりま

したが、現在は、事業所の運営方針の変更から、

そのような場所の提供、体制がとれなくなった

という状況があります。 

  障がいのある方から交流の場をとの要望があり

ますし、本市障がい者計画の基本理念である

「障がいの有無により分け隔てられることなく

共生する社会の実現を目指す」ということから

も、障がいのある人もない人も自由に集える場

所として、地域のコミュニティセンター、米沢

市すこやかセンター、置賜総合文化センター等

において活用できるスペースを確保することや、

さらには中心市街地の空きスペース等について

も活用することを、関係課と協議の上検討して

まいりたいと思います。 

  相談支援事業での相談対応につきましては、障

害者総合支援法の改正により、平成26年度まで

に障がい福祉サービスを利用する全ての方に、

サービス等利用計画を作成しなければならなく

なったこともあり、本市で業務委託をしており

ます２カ所の相談支援事業所もその業務に追わ

れるような状態になってしまい、十分な相談支
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援ができなくなったケースがあったことは残念

ながら否めません。 

  現在は、計画相談を実施できる他の事業所もふ

えましたので、相談者のニーズに即した相談体

制をとれるよう機能強化を図りながら相談事業

所を支援していきたいと思っております。 

  また、サポーター的な相談体制として、身体障

害者相談員11名と、知的障害者相談員４名を本

市から委嘱しております。身体障害者相談員は

当事者の立場から、そして知的障害者相談員は

障がい者の家族として、あるいは支援者として

の立場から、経験を生かして相談に応じていた

だいております。今後もより多くの市民にこの

体制を知っていただくために、広報や障がい者

福祉ガイドなどで周知を図っていきたいと思い

ます。 

  障がいのある方にとっては、就労の場以外にも

さまざまな社会参加の場が必要であり、障がい

のある方が仲間や地域の人々と交流できる居場

所が必要であると思います。地域自立支援協議

会において、障がいのある人のニーズ等を把握

しながら、居場所づくりについても協議し、次

期障がい者計画に反映させたいと考えておりま

す。 

  次に、高齢者が住みなれた地域で安心して暮ら

せるための緊急情報キットの導入についてお答

えします。 

  まず、ひとり暮らし高齢者の人数については、

毎年４月１日現在の住民基本台帳及び国勢調査

の資料をもとに算出しておりますが、平成25年

４月現在で65歳以上のひとり暮らしの方は2,443

人で全体の10.5％ですが、年々増加している傾

向にあります。また、高齢者夫婦のみの世帯に

ついては2,611世帯、さらに夫婦以外の高齢者の

みで構成されている世帯についても4,949世帯に

上り、こちらも年々増加している状況です。 

  また、米沢市内の65歳以上の方の救急搬送件数

については、置賜広域行政事務組合の消防本部

の統計調査による資料によりますと、平成25年

１月１日から12月31日までの件数は2,986件であ

り、そのうち65歳以上の方の搬送件数は1,742件、

全体の58％となっています。 

  次に、高齢者世帯への支援ですが、ひとり暮ら

しの高齢者に対し、乳酸飲料を支給しながら安

否の確認をする愛の一声事業、高齢者宅を訪問

し、安否確認や話し相手をし、高齢者の生活の

変化を確認する高齢者見守り支援事業、家庭用

緊急通信機器を設置して、緊急事態に対応する

あんしん電話事業などを行っています。 

  そのほかにも、緊急な対応が必要な場合には、

民生児童委員及び見守り支援委員から寄せられ

た情報をもとに、相談窓口である各地域包括支

援センターと協力しながら、訪問をして必要な

支援を行うほか、介護サービスを利用している

方であれば居宅介護支援事業者を初めとするサ

ービス事業所等と連携しながら、高齢者にとっ

て適切な支援を行っております。 

  また、社会福祉協議会が民生児童委員の聞き取

りによって作成した緊急福祉カードがあり、か

かりつけ医や近親者の緊急連絡先などがこれに

は記載されており、電話機の近くに張るなど活

用をいただいております。 

  御提案されております緊急情報キットにつきま

しても、その効果等を勘案しながら、今申し上

げましたようなカードとの組み合わせなど、さ

まざまに研究してまいりたいと思います。 

  最後に、特定健診・がん検診の受診率向上の取

り組みについてお答えします。 

  受診率の現状については、特定健診の受診率や

各種がん検診の受診率において、わずかずつで

はありますが年々上がってきております。これ

は、今まで健診を受けやすい環境を整えるため、

さまざまな健診スタイルの設定や自己負担の軽

減等の対策の成果であると考えております。 

  しかし、県内他市町村と比較しますとまだ低く

て、根本的な対策が必要であることは間違いあ
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りません。そのため、一昨年の一般質問でお答

えしましたとおり、未受診の本当の理由を的確

に把握するため、アンケートの内容も改善しな

がら、新たに健診実態調査を実施いたします。 

  より幅広い方々の受診しない理由を把握するた

め、回収率を上げる方策として、回答いただか

なかった方に対して、電話での催促、あるいは

保健師等の個別訪問を行って、市民の方の生の

声をお聞きしたいと考えています。そして、そ

の結果をより効果的な未受診者対策につなげて

いきたいと考えております。 

  また、平成26年度からの新規事業として、健診

の受け方が一目でわかるような冊子を全戸配布

いたします。これまで、米沢市の特定健診の対

象者である国民健康保険の被保険者の方にのみ

個別に通知を差し上げておりましたが、平成20

年度に特定健診が開始されてから、年齢や加入

している健康保険などによって受け方が異なる

など、健診が複雑化しておりますので、それに

対応するために市民の皆様に理解を深めていた

だけるように全戸配布をするものです。 

  さらに、がん検診の受診率向上策として、平成

25年度まで国の補助事業として実施しておりま

した子宮頸がんと乳がんの無料クーポン券につ

いて、平成26年度から国の補助対象外となる年

代に対しても市の単独事業として継続実施をい

たします。加えて、平成26年度からの新規事業

として、男性特有のがんとして要望のありまし

た前立腺がん検診を50歳から60歳までの偶数年

齢の人を対象に実施し、早期がん発見に努めて

まいります。 

  この議会は、ニューメディアを通じて放送にな

りますので、お茶の間でごらんになる方はぜひ

健診をお受けいただきたいと思います。 

  次に、山形デスティネーションキャンペーンの

取り組みですが、既に昨日の代表質問でもお答

えしておりますので重複いたしますが、基本的

な考え方についてお答えします。 

  このたびの山形デスティネーションキャンペー

ンにつきましては、昨年のプレキャンペーンを

初め、これまで培ってきた地域の魅力をさらに

磨き上げるほか、自然の恵みに感謝する草木塔

の精神文化など、米沢の新たな観光素材を活用

した旅行商品の提供や、小グループ及び個人旅

行客向けの現地案内機能の強化など、これまで

の課題に対して、新しい企画によって対応し、

観光誘客を図ってまいります。 

  ことしの山形デスティネーションキャンペーン

は、今後の10年間を見据えて、山形の新たな観

光を創造し、「住んでよし、訪れてよし」の地

域づくりを継続的に実践することを目標にして

いることから、デスティネーション期間中の観

光客数を増加させることはもとより、市民総参

加により観光振興を核とした地域づくりの基盤

をつくっていきたいと考えております。 

  先ほど御質問がありましたように、市民の方に

はデスティネーションキャンペーンといっても

よくわからない、知られていないという、そう

いうお話がございました。その原因は、デステ

ィネーションキャンペーンというのは一地域に

重点的に光を当ててキャンペーンをしていくわ

けですが、その趣旨について、やはりデスティ

ネーションという言葉が耳なれないというのが、

ふだんの生活では使いませんので、あると思い

ます。かといって、ＤＣと略したからいいとい

うものでもないので、デスティネーションキャ

ンペーンはデスティネーションキャンペーンで、

それはいいわけですが、それにサブタイトル、

何か米沢なりのわかりやすいサブタイトルをつ

けたらどうかとも思いますので、その辺も山田

議員のただいまの御質問、そして以前ありまし

た渋間議員の「何でも片仮名にするな」という、

そういう「日本語が大事だ」という御意見も踏

まえて、今申し上げたような何かわかりやすい

日本語のサブタイトルも、米沢市としてのサブ

タイトルも考えてみたいと思います。 
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  私からは以上です。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、山田富佐子議員の御

質問のうち、教育と文化の推進についての中の

図書館関連の御質問４点についてお答えいたし

ます。 

  まず、１点目の図書館の近年の閲覧者の状況に

ついてお答えいたします。 

  まず、昨年度の平成24年度の状況ですが、図書

館の入館者数が延べ14万9,519人、本を実際借り

た貸出者数が６万3,489人、貸出冊数は30万

6,667冊となっております。また、過去５年間の

平均値を見ますと、入館者数が15万4,821人、貸

出者数が６万3,753人、貸出冊数が28万7,404冊

となっております。 

  近年の傾向としましては、入館者数はやや減っ

ている傾向にありますが、一人でよりたくさん

の本を借りられる方がふえている状況にありま

す。 

  次に、２点目の図書館利用者の閲覧履歴につき

ましては、本市の図書館では、個人の読書の情

報を守るために貸出履歴を残しておらず、貸出

処理をした直後から返却するまでの間であれば、

図書貸出カードに資料名が印字されるというシ

ステムを運用しているところであり、貸出記録

の蓄積は行っていないところであります。 

  利用者からの自分の閲覧履歴の問い合わせにつ

きましては、年間で数件程度いただいていると

ころでありますが、図書館のシステムが返却と

同時に貸出記録を自動的に消去するシステムで

あることを御説明し、御理解いただいていると

ころであります。 

  次に、市民の読書意欲を高める取り組みとして、

読書通帳を導入してはどうかということにつき

ましては、読書通帳は、御質問にもありました

とおり銀行の通帳と同じように、機器に入れる

と自分の貸出記録が印字され、自分の読書履歴

を可視化し管理することで、読書意欲を促進す

るものであります。本市の図書館では、先ほど

申し上げましたとおり、個人の読書の情報を守

るために貸出履歴を残しておらず、貸出記録の

蓄積は行っておりません。読書通帳につきまし

ては、現在全国の公立図書館では数館導入がな

されているところであります。 

  このシステムを開発した業者の資料によります

と、通帳に印字するプリンターのほかに、印字

データを処理するサーバーや図書館システムと

連携するプログラムの構築が必要であり、その

導入経費として相当の額が必要になるものと考

えております。また、読書通帳のその他の形態

としまして、利用者自身が手書きで記録する通

帳やカードを発行している図書館もございます。 

  これらを参考としながら、まず市民の読書意欲

を促進するための読書通帳の導入につきまして

は、総合的な観点から検討すべき課題であると

考えており、今後の研究課題とさせていただき

たいと思います。 

  最後に、新図書館の開館に向けて、市民の読書

意欲を高める取り組みにつきましては、さきの

市政クラブの代表質問でもお答えしましたが、

開館時の資料整備の目標として30万冊を目指す

とともに、一般に公開する開架スペースにつき

ましても15万冊へ拡大するなど、利用者の環境

を整備、充実していくよう準備しているところ

であります。 

  また、インターネット検索コーナーのパソコン

や館内資料の検索機の増設と自動貸出機の新た

な導入、利用者からの調査相談にお答えするレ

ファレンスサービスの強化など、資料提供サー

ビスの充実を図っていく準備を進めているとこ

ろであります。 

  さらに、「どんな本を読んだらよいかわからな

い」、あるいは「こういうテーマの本はどこに

あるのか」というようなさまざまな御要望に応

えるため、年代別、テーマ別にブックリストを
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作成したり、掲載した本のコーナーを設置する

などし、利用者の読書活動を促進する取り組み

を積極的に進めていきたいと考えております。 

  乳幼児や児童生徒が本へ興味を抱くような環境

づくりとしましては、読み聞かせ講座の充実や

児童書の年代別のお勧め本の分別、さらに一般

向けの歴史講座につきましても、これまで以上

に内容を充実させていきたいと考えております。 

  また、今年度から募集・登録を始めました図書

館サポーターを対象としました研修会の開催、

寄贈された本を再利用する機会の充実など、市

民の読書機会の提供、読書環境の整備充実を図

り、市民の読書活動を高める取り組みを総合的

に展開していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、３の観光の振興

についてのうち、（１）西條天満公園・武者道

整備による経済効果についてと（３）の置賜広

域観光案内センター多目的室、米沢駅でありま

すが、の利用についての御質問についてお答え

します。 

  初めに、西條天満公園・武者道整備による経済

効果についてでありますが、観光振興の面から

今後どのような取り組みを行っていくかについ

てお答えします。 

  本市では、観光施策の柱の一つとして、通過型

観光から滞在型観光への移行を掲げております。

そのため、まち歩き観光や体験観光の充実によ

り、滞在時間を長くする取り組みを行っている

ところであります。 

  西條天満公園や武者道、さらには新年度に整備

を予定している札の辻につきましては、本市の

城下町としての歴史と文化を伝える史跡の一つ

であり、これらを生かしてまち歩き観光の一つ

のルートづくりを行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  例えば、米沢駅から西條天満公園に立ち寄り、

武者道を通って札の辻から松が岬公園へ向かう

コースや、景観形成が進んでいる東寺町を通る

寺町めぐりコースなど、中心市街地の商店など

とも連携して、まち歩き観光の具体的なモデル

コースを設定してまいりたいと考えております。

また、こうしたモデルコースを紹介するマップ

の作成やそのモデルコースをおしょうしなガイ

ドが案内するまち歩きガイドつきツアーなどの

事業展開も、将来的には実施してまいりたいと

考えております。 

  なお、本整備事業は、中心市街地地区都市再生

整備計画の一環として行っているものであり、

個別に事業の効果を評価するものではなく、事

業全体として評価を行うこととしております。

このため、現時点では事業の効果測定を行って

おりませんので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

  次に、米沢駅にある置賜観光案内センターアス

クに設置してあります、多目的室の利用状況と

活用についてお答え申し上げます。 

  まず、利用実績でありますが、最近３年間の平

均で、年間85件で約700名の利用状況となってお

ります。 

  また、利用目的としては、駅前商店街振興組合

で行っている在日外国人のための日本語教室と

して定期的に利用していただいているほか、米

沢駅でのイベントの際の控室などの利用が多く

なっております。このほか、利用実績の人数に

カウントしておりませんが、指定管理者の自主

事業として、帰省客が多くなる年末年始やお盆

のほか、上杉まつりが行われるゴールデンウイ

ークや上杉雪灯篭まつり期間中に、祭りのパネ

ル展やさまざまな企画展を実施しており、多目

的室を待合室としてお客様に開放しながら、米

沢の観光等のＰＲを行っております。 

  本市といたしましては、今後とも米沢駅を利用

するお客様へのサービス提供と観光等のＰＲス
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ペースとして、多目的室の利活用を図ってまい

りたいと考えております。 

  また、ことしの山形デスティネーションキャン

ペーン期間中は、米沢駅を利用するお客様もふ

えると思われますので、多目的室をお客様の待

合スペースとして活用するとともに、さまざま

な米沢の魅力を発信する場として活用してまい

りたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、４番目の

市立病院の早期建てかえに向けて、今後の計画

についての３項目についてお答えいたします。 

  初めに、市民アンケートの結果についてであり

ますが、このたびの市民アンケートにつきまし

ては、多くの皆様から御回答をいただいたとこ

ろであります。 

  このアンケートの結果で見えてきましたことは、

置賜二次保健医療圏内の中核病院の一つである

市立病院ならではの幅広い診療体制や専門性に

対する期待が大きいと考えております。具体的

には、市立病院を選んだ理由の第１位が希望の

診療科があること、第２位が専門的な医療が受

けられることにあらわれています。 

  また、将来当院が担うべき役割、機能について

は、救急医療、がん医療、在宅医療の充実を望

む回答が上位を占めており、将来必要と思う施

設、設備については、高度医療機器の充実、十

分な耐震強度のある建物、駐車場の拡充が上位

の回答でありました。 

  そのほかにも多くの御意見や御要望があり、こ

れらにつきましては、可能な限り今後の計画に

反映させながら病院建設の推進に努めてまいり

たいと考えております。 

  次に、病院の建設場所についてでありますが、

これまでの御質問で答弁しておりますとおり、

現時点では現地建てかえ、移転新築、それぞれ

の場合を想定し、利便性、事業費用、工期、イ

ンフラ等について、メリットやデメリットを調

査し、慎重に比較検討している状況でございま

すので、どこに建設するかを明らかにできる段

階には至っていないことを再度申し上げ、御理

解いただきたいと考えております。 

  また、いつ決定するのかということであります

が、遅くとも基本計画の中でお示ししてまいり

たいとは考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  次に、病院建てかえでの困難性と対応というこ

とでありますが、これまでも申し上げておりま

すとおり、病院建設は多額の費用を要する本市

にとっての一大事業であるため、国の医療制度

の方向性、県が今後策定すると思われる県内の

地域医療ビジョン、山形県保健医療計画で示さ

れる置賜二次保健医療圏の将来像、市の財政状

況の見通し、東日本大震災復興事業や東京オリ

ンピック開催に伴う建設経費の動向、医療需給

の長期的な見通し、市民ニーズなど、多面的な

検討が必要であります。 

  また、現時点では、現地建てかえ、移転新築そ

れぞれの場合を想定し、利便性、事業費用、工

期、インフラ等について、メリット、デメリッ

トを調査し、慎重に比較検討している状況であ

ることを申し上げましたが、いずれも大きな課

題だと認識しております。 

  病院建てかえでは、今後も大きな課題が生じて

くる可能性がありますので、適切な時期に情報

を公開し、市民の皆様、議会から御意見をいた

だきながら協議や検討を重ね、市民の皆様や地

域医療にとってよりよい結果となりますよう努

めてまいりたいと考えております。 

  また、これは病院の建てかえのみに限定したこ

とではありませんが、市立病院の医師のほとん

どは本市以外の出身者でありますので、本人並

びに家族が米沢に来てよかったと思っていただ

けるような、住みよいまちづくりを本市全体で



- 134 - 

推進するという視点が非常に重要であると認識

しておりますので、引き続き御理解と御協力を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございまし

た。 

  それでは、順を追って質問をさせていただきた

いと思います。 

  最初に、読書意欲を高める取り組みの読書通帳

の導入についてですが、先ほどいろいろ御返答

いただきました。プライバシーの保護というこ

ともありましたが、私もいろいろこの読書通帳

については調べました。そうしたところによる

と、やはりもちろんプライバシーの保護という

のは大切なことですが、それを保護するような

システムもきちんと今はできております。氏名

が印字できないようにとか、そういうふうにも

なっておりますので、ただ単にプライバシーの

保護からもなんていう感じではなくて、やっぱ

りいろいろ研究していただきたいなというのが

一つと、今、教育長は、かなりのお金がかかる

ということだったんですが、実は私も調べたん

ですが、私もちょっと機械音痴なところがある

かもしれませんが、私の調べたところでは200万

円ぐらいでできるんだという話も聞きました。

また、埼玉の市議会議員にもお話を聞きました

が、やはりそんなに高くなくできるんだという

話も聞いておりますので、私はその金額的な面

とかについてはもう一度精査をお願いしたいと

思います。その上で、検討についても再度検討

いただければと思います。 

  その通帳の件についてですが、やはり私は母子

健康手帳は、母子ともに、あと妊娠、分娩、出

産とか、生後の発達とか、予防注射などとか、

いろんなそういうものを記載するのが母子手帳

なわけです。読書通帳というのは、自身の読書

活動を振り返ったり、本を通して友人とか、家

族とコミュニケーションが促進されるなど、本

を読んで楽しくなって、本が好きになってと、

本当にいい効果がたくさんあるわけです。また、

小さいときからの子育てとか、親子関係づくり

というものにもすごく大きく寄与するのではな

いかなとも思いますし、また私が一人勝手に想

像したんですけれども、自分の娘が嫁に行くと

きは貯金通帳ではなくて、読書通帳を持たせる

なんていう、そういう夢のあるような、そうい

うものもいいのかななんて思ったところですが、

いろいろ導入については今後再検討していただ

きたいと思いますが、ただ、一つすごく気にな

ったことは、先ほどの返答の中に、入館者数が

減っているということを聞きました。それで、

実は前に、教育読書活動推進計画というのが平

成24年度に策定されて、その平成27年度までに

取り組み計画をつくるという話を聞いたことが

ありますが、それではその計画は今どうなって

いるのか。その計画を今やっている中でも、や

はり入館者数は増加していないというのは、ど

ういうふうに評価されているのか。ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 ただいまの山田議員の御

質問の中で、読書計画というお話がありました

けれども、子ども読書計画のことではないでし

ょうか。それは、現在計画を策定中でございま

して、まだ計画自体が完成していないところで

ございますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） これは、平成24年に部

長が答えているんですね。平成24年度から27年

度の開館に向けて、具体的な方策を取りまとめ

ると、第１回の検討委員会も行ったということ

で、開館に向けて、子供の読書活動を推進して

いくためにこの計画を策定するんだと答弁され

ていたわけですけれども、それが２年たっても
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計画書の策定はできていない。27年度の開館に

向けてとなると、開館してからその計画書がで

きても、その土壌づくり、市民の読書に対する、

本が大好きになるようなそういう取り組み、図

書館に行きたくなるような、市民の読書意欲を

駆り立てるようなそういう取り組みには、一気

にはならない、上がらないのではないかな。も

っと私は、もうでき上がって、計画が始まって

いるのかななんても思っていたところでしたが、

もう一度そのことについて御返答お願いいたし

ます。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 今週もその今年度２回目

の、たしか２回目だったと思いますが、子ども

読書計画策定委員会を開催したところでありま

して、24年度から始めまして、26年度中にはそ

の子ども読書計画を策定いたしまして、開館に

向けてその施策を展開していきたいということ

で私は御答弁申し上げたと思いますので、御理

解をお願いします。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  何かそうすると、今の御返答から、年に１回、

24年度、25年度に委員会を１回ずつして、26年

度にその計画を策定するという内容でよろしい

のでしょうか。 

○島軒純一議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 言葉足らずで大変申しわ

けございません。今年度２回目の策定委員会を

開催したところでございます。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  何かそれにしても、何となく私としては、これ

から米沢市がこのすばらしい図書館を建てるに

当たって今頑張っているわけで、それに対して

何かスピード感のないような、何となくちょっ

と生ぬるいようなそんな対策なのかな、計画な

のかななんて、ちょっと今不安に思いまして、

本当にこれで、最初は物珍しく図書館にも通う

人がいるかもしれませんが、その後尻つぼみに

なってしまうのではないかなと、ちょっと不安

に思ったところでした。そのようにならないよ

うに、今後検討を、しっかり計画を立てていた

だきたいと思います。 

  次に、先ほど放課後児童クラブの支援について

の返答がありました。市長も言われたとおり、

本当にこの放課後児童クラブの果たす役割とい

うのは大変大きいわけです。1,000名にも及んで

いるこの児童に対して日々頑張っていらっしゃ

る指導員の方に本当に敬意を表するわけですが、

そうやって診断書をいただいている子供に対し

てはやはりこういう国の補助もありますが、先

ほどおっしゃった気になる子供、グレーゾーン

に対してはなかなか補助が出ないというところ

で、そのことについてやはり今後どのようにし

ていったらいいのかなと、何かこれは本当にず

っとなかなか前に進んでいないような状態の気

がします。 

  それで、私自身ちょっと忘れたのですが、小学

校の入学時には、スタートするときに、スター

トの支援員のような方が多分いらっしゃったわ

けですが、その方たちというのは、各学校に何

名とか、最初から決まった人数とかあるのか。

それとも、例えばそういう障がいの子供、また

は気になる子供の人数に合わせて配置をしてい

るのかどうかについて、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今年度、米沢の小学校に

おいて、スタート支援員、それから学習チュー

ター、それから特別支援の支援員ということで、

合わせて24名の職員を配置いたしました。 

  これは、年度の初めに各学校の状況をお聞きい

たしまして、その学校のお子さんの状況に応じ

て配置をしたところでございます。ですので、

人数についてはおおむね７人、８人、９人ぐら
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いで、その３つの職種で配置したところでござ

います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 今、土屋部長から、そ

の学校の状況に応じてという話がありました。

学校の状況に応じてということは、結局子供さ

んの状況に応じてということですね。そうする

と、学童保育のほうでも、やはり気になる子供

さんたちというのは本当に大変なんです。ただ、

学童保育所では、もうその子たちの安全、また

はほかの児童の安全のためにいろんな対策を立

てていらっしゃいますけれども、やはりいかん

せん指導員の人数が足りないわけです。だから、

そういうときにどうしていったらいいのかと、

市のこども課にも、また教育委員会、学校にも

相談していると思います。 

  ただ、すごく悲しいことに、「学校では、教室

ではそんなふうなことが見えないんだけれども、

何で放課後クラブに行くとそういうふうになっ

てしまうのかななんていう話も言われてしまう

んです」なんて、指導員さんがおっしゃってい

た言葉もありまして、やっぱりそこら辺はその

子供さんのいろんなあるのかもしれない、やっ

ぱり学校に行くと緊張しているとか、放課後児

童クラブに来るとすごく解き放された感じで騒

いでしまうとか、いろんなその子供さんの特性

とか、そういうものもあるのかもしれませんけ

れども、実際にはやはり学校でもそのように、

その子供さんの状況に応じて指導の先生を配置

するのであれば、やはり１人でも２人でもいい

ですので、学童保育所にもそのように気になる

子供さんがその学校から学童に通っている子が

いらっしゃるというのがわかれば、やはりそこ

に少し手厚い米沢市としての補助とか、手当て、

支援をお願いしたいと思いますが、再度そのこ

とについて御返答をお願いしたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 障がいをお持ちのお子さ

んにつきましての補助ということで、実際の数

ですけれども、現在該当する施設７カ所におき

まして、子供さん32人がいらっしゃるというこ

とで、それにつきまして、先ほど市長答弁で申

し上げたような指導員の加配補助を行っている

ところです。 

  これにつきましては、やはり補助という形にな

りますので、先ほどの市長答弁にありましたよ

うに、やはりその辺の補助をつけるかつけない

かという判断につきましては、やはり私どもと

しては厳密に、単にグレーゾーンだからという

ところではなかなか補助という形にはしづらい

と考えているところです。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） それでは、グレーゾー

ンの子に対しては補助という形はしづらいとい

うことですが、では別な何か支援方法とか、部

長、ないでしょうかね。本当に現場は大変困っ

ているんです。やはり１人の障がい児に対して

157万円の補助があるわけですけれども、その

157万円は指導員１人を雇用する金額でありまし

て、それ以外のその子供さんたちに対しての指

導をどのようにしていったらいいか、保育をど

うしていったらいいかと、本当にもう大変な状

況の中で指導員さんは働いておられ、また継続

して働いていただくためにも、そういう指導員

さんのそういう働く環境、雇用の状況を整えて

いっていただかなければ、そういう指導員さん

がいなくなればますます市としても困るわけで

すので、そこら辺について何か方法がないかど

うか。今すぐの御返答は難しいかもしれません

が、何とか部長、違う方法でもいいですので、

何か御検討お願いできればと思いますので、こ

れは要望としたいと思いますが、よろしくお願

いします。すぐにはなかなか出てきにくいと思

いますので、何か御返答とかあればお願いしま

す。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 
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○菅野智幸健康福祉部長 議員が仰せのとおり、直

ちにこの場で回答申し上げることはちょっと難

しい案件でございます。ただやはり、指導員さ

んが現場で困っていらっしゃるというお声は、

私どもの職員もお聞きしておりますし、なおか

つ、あと先ほど議員からもお話ありましたよう

に、子供さん、学校とクラブの中ではやはり過

ごし方が違うというような状況もお聞きしてお

ります。そういったこともありますので、実際

に当該学校での様子を直接担任の先生からお伺

いするとか、そういった学校との連携、それか

ら私どものほうでも障がい関係のところ、保健

師なりで専門の部署がございますので、それな

りで今のところはまずは学童クラブさんをバッ

クアップさせていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 次に、救急医療情報キ

ット「命のバトン」の導入について、再度質問

したいと思います。 

  高齢者は住みなれた自宅、地域でできるだけ可

能な限り過ごしたいという方が64％を占めると

いうデータをきのういただいたところですが、

やはりそう考えると、ますますこの命のバトン

が大きな効果をあらわすのではないかなと思い

ます。 

  先ほど市長から、安全通信カード、電話のとこ

ろに張っておく通信カードという話が出ました

が、これですね、緊急福祉連絡カードというの

をいただきましたけれども、話がありましたが、

これはただ単に火事、救急車のときは119番、警

察は110番、かかりつけの医者はどこで、近親者

はどこで、地域の町内会長はどなたかとかとい

う、そういう書く紙なんですね。私が言ってい

るのは、その方の医療情報なわけです。その方

が飲んでいる薬とか、血液型とか、あとはどう

いう病名なのかとか、そういうことが書いてあ

るキットなわけです。やはりこれは、本当に今

後どんどん高齢化、またひとり暮らしがふえて

きているわけですので、大きな役割を果たすと

思いますので、今後再度検討をお願いしたいと

思います。これは要望にしておきたいと思いま

す。 

  あともう一つ、特定健診・がん検診の受診率向

上についてですが、先ほど、生の声を今後聞い

て、結果を出していくというお話も伺いました

が、では、この生の声を聞いた結果というのは、

いつごろ出て、それからその生の声からいろん

な計画が立てられていくわけですけれども、そ

う考えると、いつになったら最下位からの脱却

はできるのかな、県の平均に近づくのかな、す

ごく私は不安に思ったし、もう本当にこの調査

に余りにも時間がかかり過ぎるのではないかな

というような気もしないでもないのですが、そ

のことについてもう一回、生の声を聞く、この

結果はいつごろ出るのか教えていただきたいと

思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 アンケート調査の実施時

期につきましては、現在のところ平成26年度、

ことしの８月ぐらいに実施したいと考えてござ

います。したがいまして、そこから集計作業な

り、聞き取りの作業、実際に地域に入って御意

見を頂戴するという作業も入りますので、そう

いった時間を考えながら、この場で直ちにいつ

ごろまでということはちょっと申し上げにくい

のですけれども、まずは年内に結果がまとまる

ような形で、これにつきましては答えを出して

いきたいと考えております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 今、年内というような

お話もお聞きしましたので、私自身はこのこと

については前からも質問、受診率が向上して早

期に病気を発見していくことがいかに大切かと

いうことはずっと今までも何回もお話しさせて

いただきました。その中で、今回前立腺がんの

検診の無料化というのも組み込まれたというこ
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ともお聞きしましたので、大変私もこのように

口酸っぱく言っていくことも効果があったんだ

なとつくづく感じているところではありますが、

今後さらに健診率の向上に取り組んでいただき

たいと思います。 

  それでは次に、西條天満公園、あと武者道整備

による経済効果についてお伺いしたいと思いま

す。 

  この事業は、２億8,000万と5,000万、合わせて

３億3,000万円の事業を行ったわけです。先ほど、

ちょっと今のところ経済効果はわからないとい

う返答もいただきましたけれども、それで本当

にいいのでしょうか。この都市再生整備事業、

人工芝サッカー場とか、中部コミセン、新文化

複合施設などの中の一つとして、この天満公園

とか、武者道整備があったわけですけれども、

やはりこれは今の時代に私はそのような答弁は

理解できないなと。例えば市長や副市長のポケ

ットマネーからつくった事業だなんていえば、

私はとやかく言いません。皆さんの血税を使っ

てのこの事業なわけです。それについて、１年

も経過している中で、例えば経済効果というか

お金の部分ではなくて、例えばあそこをやっぱ

り散策している人がこれくらい人数がふえたな

とか、あそこを行き交う人がふえたなとか、何

かもう少し希望のあるような返答がいただける

のかなと私自身は思ったところでした。と言い

ながらも、私も実は二、三日前あの場所を見て

きました。雪に覆われておりまして、誰一人通

っていないような状態でしたが、米沢の場合は

雪が多くて、１年の半分弱くらいが雪で覆われ

るまちです。その中にあって、やはりこの経済

効果を出せという私が無理なのかなとも思いま

したが、でもしかし、やはりにぎわいを創出し

ている一つになっているなどというような事例

とかは、部長、ないのでしょうか。ひとつお伺

いしたいと思います。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 西條天満公園や武者道につ

いては、単体での経済効果についてはなかなか

評価するのは難しいものなのかなと思っており

ますが、私としては、つくった施設をどう生か

していくかと、ここが大事だと思っております

ので、壇上でも申し上げましたが、城下町とし

ての歴史の一つでありますので、まち歩き観光

の一つのルートとして活用していく、商店街と、

それから市民と観光客、こういったものも誘導

していくような施設であるということのＰＲを

強化していくと、これが大事なのかなと思って

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） わかりました。 

  やはりＰＲは大切だと思います。先ほど、部長

なんかからも観光マップ、まち歩きマップとか

というような話が出ていましたけれども、それ

は何か、きょうだけではなく前も聞いたことが

あるような気がするんですね。今回初めてその

言葉を聞いたのではないような気がしますので、

もっと早く、一日も早く作成をしていただいて、

このデスティネーションキャンペーンにでも使

えるように努力していただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  次に、置賜広域観光案内センターの多目的室の

利用者数、年々減少しているというのが現実の

ようです。今回、デスティネーションキャンペ

ーンに向けてもいろいろお伺いしました。しか

し、余りにも東口と西口を結ぶ東西自由通路、

皆様も通られたことがあると思いますが、ここ

には観光ポスターは張ってありますが、大変目

立たない、暗い、殺風景、温かみがない、通路

の床は汚れとしみがにじんでいるコンクリート、

初めて米沢にいらした方は、城下町の風情なん

ていうよりも、何と寂しい、暗い、閉塞感漂う

まちなのでないかなと思うのではないでしょう

か。私も何回か行きましたけれども、行くたび

にそういう気持ちになりました。もちろん、駅
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の西口が正面玄関なわけですが、東口というの

は長距離バスの昇降客とか、あとは八幡原工業

団地、オフィス・アルカディアに関係する県外

からのお客さんが利用する場所でもあります。

ポスター掲示の方法とか、あと広い通路に花飾

りとか、もっとにぎわいとか、明るいイメージ

を創出していただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

  またもう一つ、例えばボタンを押すとタクシー

がすぐに東口に来るようなシステム、やっぱり

西口に行かないと、正面玄関に行かないとタク

シーが拾えないではなくて、東口にもこうボタ

ンがあって、そこを押せばすぐにタクシーに乗

れるような、そういう工夫もぜひ今後必要なの

ではないかなと思いますが、そのこと２点につ

いてお伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 議員が御指摘のとおり、東

西自由通路については、ポスターは掲示してお

りますが、なかなかにぎわいとか楽しさがない

なと私も感じております。それで、観光サイド

としては、もっと掲示の方法、工夫することが

できると思いますので、そこは今後検討してい

きたいと思います。 

  もう一点の、東口で、タクシーが待ち合ってい

ないという状態で、お客さんが乗ろうとしても

いないという状況について、ボタンを押せばタ

クシーが来るとか、そういうような連動する操

作だと思いますが、今後とも、ハイヤー会社と

も関連しますので、ただ、今利用のデメリット、

メリットについてもなかなか具体的にメリット

だけあるというふうにもならないと思いますの

で、さまざま検討して、利用促進を図る上では

必要な策だと思いますが、今後、ハイヤー協会

などから御意見を伺うなど、検討する必要があ

るのかなと、研究させていただきたいと考えて

おります。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） よろしくお願いします。 

  次に、おしょうしな地域おこし協力隊の活動に

ついてお伺いいたします。 

  平成25年度で314市町村、978名の隊員が活動し

ておりますが、その地域おこし協力隊の成果発

表の中で、ほとんどが地域の産業の振興、観光

振興、地域情報の発信など、協力隊の経験とか、

スキルとか、ネットワークを生かしての活動で

した。近隣の市町村では、皆様も御存じかと思

いますが、村山市の山形ガールズ農場がそうで

す。話題性があって、テレビや本などで何度も

取り上げられて、地域おこしに貢献できたと思

います。本市の今年度の地域おこし協力隊の実

績はいかがだったのか、お伺いしたいと思いま

す。 

  そして、私としては、この地域おこし協力隊の

皆さんに、ぜひこのデスティネーションキャン

ペーンに米沢市のいいところを、観光振興の視

点など、ぜひ企画立案できたらいいのではない

かなと思っているところなんです。実は、来年

度は１名増員して３名になると。そして、1,129

万3,000円、特別交付税で全額手当てされるわけ

ですけれども、やはりこの人たちの活動という

のは、先ほど言ったような地域おこしの活動を

できればしていただきたい。協力隊、県外から

いらっしゃっているわけで、米沢市外からいら

っしゃっている、例えば県外からいらっしゃっ

ている方が大半だと思いますが、そういう方た

ちの視点で、目で、米沢というのを見ていただ

きたいなと思うんです。 

  実は、その地域住民と協力して行う活動の中の

例として挙がっていたのが、いろいろあるわけ

ですけれども、その中の例として、高齢者宅の

見守り、高齢者サロンの運営というのが挙がっ

ているんですね。この活動というのは、地域お

こし協力隊にお願いしなければできないような、

進まないような事業なのかなと、私自身はふと

疑問に思いました。何となく事業目的と大きく
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かけ離れているような気がします。やはり、き

のう市長の答弁の中に、みそ餅の話がありまし

た。「昔からなれ親しんで食べていたみそ餅が、

米沢市以外の方、全国的には珍しくて、私たち

がみんな食べていると思っていたのがそうでは

なかった。魅力の再発見の必要性がある」と、

きのう市長は話されていたわけですけれども、

まさしくこれが県外から来ているこの地域おこ

し協力隊の皆さんに、例えばデスティネーショ

ンキャンペーンで米沢市のいいところを発見し

ていただくような、そういう企画立案とかを検

討していただきたいなと思ったところなんです

が、その点についてはどのようにお考えか、お

伺いいたしたいと思います。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 地域おこし協力隊の実績

についてのお尋ねでありました。 

  御指摘のように昨年の９月に２名を委嘱申し上

げております。これまでの具体的な活動といた

しましては、昨年の９月に開催しました「なせ

ばなる秋まつり」、それから先日の「上杉雪灯

篭まつり」、これにおいて、市内のサークル活

動をやっている大学生と交流を深めながら一緒

に事前の準備や当日の祭りの運営を行っており

ます。 

  また、東京で開催されました移住希望者向けの

イベント「ふるさと回帰フェア」というのがあ

るんですが、これらのイベントに参加しながら、

米沢市の魅力を多くの観光客や観光交流希望者

に対して紹介をするなどのＰＲ活動も行ってお

ります。 

  それから、地元の地域おこしの中にも参画をし

ておりまして、「輝くわがまち創造事業」のサ

ポートも行っております。一つの事例としては、

南原地区で雪上運動会をやっておりますが、こ

の企画の運営、それから当日の開催のサポート、

こういったものも手がけております。 

  また、彼らの活動については、彼ら自身がフェ

イスブックで外部にも情報発信を行っておりま

すし、これにあわせて米沢市の魅力や観光資源

の発信も行っていただいているという状況にあ

ります。 

  今回の目的は、議員が御指摘のとおり、地域お

こし活動の支援、それから農林水産業の応援、

そして御質問にありましたように、例えば限界

集落といいますか、そういった部分で、コミュ

ニティーがなかなか円滑にいかないという場合

についての住民の生活支援というものも視野に

入ってございます。 

  そうした中で、25年度はこういうふうな実績で

活動を行っていただいたということになってい

るわけでありますが、こうした地域おこしの支

援と相まって、御指摘のような観光分野での協

力といいますか、活動、こういったことも可能

でございますので、ただ今回のデスティネーシ

ョンキャンペーンの中でどういう役割を担うか

ということについては、これから商工サイドと

も協議をしていかなければいけないわけであり

ますが、分野については固まったものではなく

て、ある意味農林水産業もそうでありますが、

環境保全の分野もそうですし、それから住民の

生活支援、健康づくり、そして御指摘のような

観光分野、こういったものに広く対応をさせて

いただきたいと思っております。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） ありがとうございます。 

  ぜひ、協力隊の皆さんのスキルを使って、米沢

市が発展というか、いいところが発見できるよ

うな取り組みをお願いできればなと思います。 

  時間もなく、最後になってきましたので、市立

病院のことについて１つお伺いしたいと思いま

す。 

  市立病院は、他の公共施設の建設と違って、本

当に多額の費用、あと広大な敷地が必要だと思

います。また、実際に建てるとなると、入院患

者さんとか、外来の患者さんとかの治療を継続
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し、同時進行しながらの建設になるわけですの

で、大変病院関係者の方には御苦労も伴う事業

だなと思っております。 

  しかしながら、市民の命と健康を守る地域の中

心的な役割を果たす病院ですので、これは先ほ

ども言いましたが、全面的に市の協力が必要と

なってくると思います。そして、先ほど事務局

長は、本市にとっては一大事業と言われており

ます。やはり、これは病院だけで建てられるも

のではなく、本市全体として考えていく必要が

あると思いますが、この市立病院の事業に対し

て市長はどのように今お考えか。時間もあと一、

二分しかありませんが、ぜひ御返答をお願いし

たいと思います。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 置賜全体の医療を考えた場合に、

公立置賜病院と米沢市立病院の二本立てでいく

ことが、今の置賜圏域の皆様方に対する医療の

役目であるというふうに、責務を果たすことが

できるものと思っています。ですから、そうい

う二本立てのうちの片一方の大事な存在ですの

で、米沢市民だけではなく、置賜全体のために

もきちんとした医療体制、新しい病院を建てて

いかなくてはならないと思っています。 

○島軒純一議長 山田富佐子議員。 

○５番（山田富佐子議員） 今、市長からやはり市

立病院の担う役割は大変大きく、やっぱりいい

病院、きちんとした病院をつくっていかなけれ

ばならないというお言葉をいただきましたので、

市長、ぜひ一緒にいい市立病院をつくれるよう

に頑張っていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

  以上で終わります。 

○島軒純一議長 以上で公明クラブ代表、５番山田

富佐子議員の代表質問を終了し、暫時休憩いた

します。 

 

午後 ２時２８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時３９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここであらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時までに終了しない

場合、会議時間を日程終了まで延長することに

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議を日程終了まで時間を延長

することに決まりました。 

  次に進みます。 

○島軒純一議長 日本共産党市議団代表、９番白根

澤澄子議員。 

  〔９番白根澤澄子議員登壇〕（拍手） 

○９番（白根澤澄子議員） 日本共産党市議団の白

根澤澄子です。 

  ８点について質問いたします。 

  １、次期総合計画の策定について。 

  現在のまちづくり総合計画が平成27年度（2015

年度）で終了することから、次期総合計画策定

のために、新年度に基礎調査と分析、市民意向

調査が予定されています。 

  総合計画策定のために、どの自治体でも住民ア

ンケート調査を実施しており、その内容も、ま

ちのイメージ、まちへの愛着、これまでの行政

の取り組みへの満足度、今後力を入れてほしい

施策など、ほぼ共通したものになっています。

総合計画なので、このような調査になるものと

思いますが、総合計画であっても、市民の生活

実態や市民意識の現状から策定に向かうことが

必要であり、そうしてこそ、何が問題であり、

どこをどのように変えていかなければならない

かが明らかな、実現に力が入る総合計画になる

のではないかと思います。 
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  また、この調査は実施計画や予算編成にも生か

すことができます。具体的には、市の各種施策

に対する評価において、例えば子育て支援なら、

問題だと思っていることや実際困っていること

も聞くような設問にすることで、市民生活の現

状や意識が反映されると考えています。ほかに

も方法があるかと思います。御検討ください。 

  ２、子育て支援について。 

  子ども・子育て支援新制度が来年４月から開始

されます。新制度の認可基準や運営基準、保育

の必要性の認定などについて、厚生労働省が３

月末をめどに政省令で定めることになっていま

す。その後市町村では条例化する必要があり、

６月議会にも提案される可能性があることから、

まだ決定になっていないところではありますが、

考え方をお聞きいたします。 

  新制度では、保護者の就労時間によって、長時

間保育と短時間保育に分けられます。認可保育

所の短時間保育に預けられる保護者の就労時間

の下限について、政府の子ども・子育て会議は、

「月48時間から64時間の範囲で市区町村が設定

する」と決めました。就労時間を高く設定して

保育要求を排除しないよう、米沢市には最下限

の48時間に設定していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

  短時間保育の保育時間は最大８時間で、保護者

の就労時間に合わせて保育時間が決まると理解

しています。保護者が働いている時間と通勤の

時間とを合わせた時間の保育となれば、午前中

だけ、または午後だけの保育になったり、毎日

の保育ではなく、日によって来たり来なかった

りの保育になることが考えられます。全員がそ

ろわない保育実施となってしまっては、集団保

育が成り立たなくなります。保育所は家庭での

保育に欠ける児童を預かる施設ですが、幼児教

育を行う施設でもあります。集団保育のために

は８時間の保育が必要と言われています。保育

が成り立つよう、短時間保育は８時間の保育と

なるよう、市として努力していただくとともに、

国に対して要望していただきたいと思います。

新制度については、現在の保育水準が下がらな

い仕組みになるよう、御努力をお願いいたしま

す。 

  政府は新年度から、子育て中の保護者に保育所

などの情報を提供したり、仲介する子育てコー

ディネーターを市区町村に配置する事業を始め

ます。新保育制度は複雑であり、直接保護者と

施設が契約する必要がある施設も出てくること

から、米沢市には子育てコーディネーターの配

置を望みますが、いかがお考えでしょうか。 

  少子化対策の強化策として、経済的な負担の軽

減をもっと進めていただきたいと思い、３点お

聞きいたします。 

  現在、保育所入所の子供が２人以上いれば、２

人目は保育料が半額、３人目以降は無料になり

ます。それを保育所に入所している子供から、

18歳未満の子供が３人以上いる場合３人目以降

の保育料は無料にすると拡大できないでしょう

か。お尋ねします。 

  子育て支援医療制度は、米沢市として新年度か

ら通院を小学３年から６年に助成対象を拡大し

ます。努力を評価しますが、鶴岡で４月から中

学３年まで拡大するなど、県内の自治体の多く

が助成対象を中学３年までにしてきており、米

沢市はおくれた自治体の一つになっています。

県が７月から通院を就学前から小学３年まで拡

大する予定です。とすれば、当初見込みより市

の予算は少なくて済むことになり、その分を活

用して、今年度中学３年まで年齢を拡大するか、

遅くとも2015年度には拡大していただきたいと

思います。成長するにしたがって病気になりに

くくなることから、予算規模はそれほど大きく

ならないと思います。金額を試算するなど、中

学３年までの通院医療費助成に早期に踏み出し、

他自治体と足並みをそろえていただきたいと思

います。 



- 143 - 

  ことしの秋から、水痘（水ぼうそう）ワクチン

と成人用肺炎球菌ワクチンが、自治体が行う定

期予防接種となる予定です。厚生労働省の専門

部会は、おたふく風邪、Ｂ型肝炎、ロタウイル

スの定期接種扱いについても検討していくとい

うことであり、いずれはこの３つの予防接種に

ついても定期予防接種に加えられるだろうと思

いますが、それまでは米沢市として、この３つ

の感染症の予防接種費用の全部または一部を助

成してはどうでしょうか。お聞きいたします。 

  ３、高齢者福祉について。 

  医療・介護総合推進法案が開会中の国会に提案

されています。内容は、急性期病床を削減する、

介護保険の要支援認定者の訪問・通所介護を保

険から外し市町村事業に移す、特別養護老人ホ

ーム入所を要介護３以上の認定に限定するなど

であり、医療・介護費用の増加の抑制を図ろう

とするもので、大変問題があります。 

  政府は、都道府県に基金をつくり、医療機関や

介護施設などに補助を行って、在宅でも暮らせ

るよう地域包括ケアシステムを構築するとして

いますが、地域包括ケアの目玉とされている24

時間地域巡回型サービスは１割の自治体でしか

実施されていないなど、高齢者の在宅生活の安

全・安心にはほど遠いのが実情です。入院でき

ず、介護施設にも入れない、自宅でも十分な医

療介護を受けられないという医療難民、介護難

民を生み出す心配があります。必要な人が入院

でき、介護施設にも入所できるようにしていく

べきであり、制度の改悪は容認できません。施

設関係の充実が求められます。と同時に、自宅

で暮らし続けたいという願いを高齢者の方は持

っています。国が進める安上がりの医療・介護

という地域包括ケアシステムではなく、真に安

全・安心の米沢に合った地域包括ケアシステム

をどう確立するかを担当の方に考えていただき

たいと思います。 

  これまで地域包括ケアの単位はおおむね中学校

区程度とされてきており、米沢市でも新年度か

ら地域包括支援センターをふやして５カ所にす

るという努力をしていますが、中学校の再編が

行われようとしており、広大な地域となること

からも、中学校区単位の地域包括ケアは身近な

高齢者の相談支援の機関としては不十分です。 

  米沢市は17地区に分かれており、小学校を核に

地域のまとまりができています。その地区ごと、

つまり小学校区単位に地域包括ケアシステムを

つくっていくことが望ましいのではないかと思

います。各地区に高齢者の総合相談の窓口や介

護予防の拠点があり、そして小学校があり、学

童保育があり、自主防災組織があるということ

になれば、そこで子育てができ、老後も過ごせ

ることになります。既に、輝くわがまち創造事

業が17地区ごとに取り組まれており、地区ごと

のまちづくりに踏み出しています。地域包括ケ

アもそこに位置づけていくことが、住民主体の

地域包括ケアにもなっていくと思いますが、い

かがでしょうか。 

  ことし秋から、成人用肺炎球菌ワクチン接種が

定期接種になります。現在米沢市では70歳以上

の方に接種費用の約半額となる4,000円を補助し

ています。定期接種になるということは、みん

なが受けたほうがいいということだと思います

ので、市町村が決める接種費用について、米沢

市は接種を受けやすいよう自己負担の軽減を考

えなければならないのではないかと思います。

4,000円の負担では誰もが受けられる予防接種と

はならないと思いますので、考えていただきた

いと思います。 

  ４、生活保護について。 

  生活保護については、これまで福祉事務所の窓

口で申請書を渡さない、扶養義務者がいること

を理由に生活保護を適用しないなどの窓口での

水際作戦が問題にされてきました。昨年12月の

生活保護法の改正は、申請書や添付書類をそろ

えての申請とすることや、扶養義務の強化が盛
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り込まれ、水際作戦を合法化するものとなって

います。 

  しかし、生活保護法第７条の「申請に基づき保

護を開始することが基本だが、要保護者が急迫

した状況にあるときは、保護の申請がなくても

必要な保護ができる」という規定や、「水際作

戦があってはならない」という生活保護法の附

帯決議があり、国会審議で政府は、申請書類が

なくても口頭での申請を認める、扶養義務者の

扶養が保護の要件ではないなど、「これまでの

対応に変わりはない」という答弁をしています。 

  ７月から改正生活保護法が施行されますが、孤

立死や孤独死を出さず、必要な人に保護の手が

行き届くよう、米沢市にはこれまで同様の対応

をしていただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。 

  新年度から、生活困窮者自立支援モデル事業と

して、自立相談支援モデル事業と就労準備支援

モデル事業が開始されます。これらの事業が、

生活保護が必要なのに受けさせないようにした

り、また本人が望まないのに支援対象にされて

しまうことがないように、本人の意思を尊重し

て行うことが基本だと思いますが、どのような

実施を考えておられるのか、お尋ねします。 

  ５、防災対策について。 

  消防団の団長など役職者以外の一般団員の報酬

は、市の条例で年額１万7,000円となっています。

山形市の２万4,500円、酒田市、鶴岡市の２万円

と比べても低い金額です。全国の平均は、2010

年度で２万5,064円です。地方交付税による措置

は３万6,500円となっています。消防団員確保に

苦労しており、年々減少していることからも、

報酬を引き上げ、報酬面から魅力ある消防団に

していく必要があると思いますが、いかがでし

ょうか。 

  自主防災組織は40％台の組織率を引き続き高め

ていく努力をしていくとともに、つくられた自

主防災組織が災害時に機能するようにしていく

ことが大切です。毎年避難訓練や炊き出しなど

を行っている組織もありますが、何もしていな

いところもあるようです。米沢市の総合防災訓

練の日に、自主防災組織もそれぞれの地域で訓

練など、何らかの行動をするようにしてはどう

かと思います。何をすればいいのかわからない

でいることも考えられますので、危機管理室で

こんなことができるのではないかということを

示していただき、それぞれの組織でできること

をするようにするのです。どうでしょうか。 

  ６、産業政策について。 

  中小企業振興条例は、条例を制定する過程も大

事で、実情を把握して条例化することを望みま

すが、その後の、条例に基づく中小企業振興の

具体化が重要であり、今からそこまでの過程も

見通して条例化に取り組んでいただきたいと思

い、質問します。 

  北海道帯広市は、2007年の中小企業振興基本条

例制定後、幅広い関係団体からの参加者で中小

企業振興協議会を組織し、各種会合を含め100回

にも及ぶ会合を開き、中小企業の進行を図るた

めの指針「帯広市産業振興ビジョン」を2009年

に策定しました。ビジョン策定後は、中小企業

振興会議がビジョンの進行管理を行い、中小企

業振興実現の努力をしています。私は幅広い関

係者による熱心な議論という点に注目していま

すが、ほかの先進事例も研究していただいて、

実際の中小企業振興につながる取り組みを期待

しますが、お考えをお聞きいたします。 

  ＴＰＰ（環太平洋連携協定）は交渉が難航して

いますが、安倍内閣は、「守るべきものは守

る」として掲げた農産物重要５項目の一部につ

いて譲歩することを検討し、公約を破ってもＴ

ＰＰに参加しようとしています。ＴＰＰは日本

経済に大打撃をもたらすものであり、参加すべ

きではありません。 

  そして、ＴＰＰ参加を前提に安倍内閣は農政改

革に踏み出そうとしています。農政改革は、各
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県に農地中間管理機構を設置する、米の直接支

払交付金を削減する、米の生産調整を廃止する

などを柱にしています。４月から実施に移され、

今後10年間で全農地の８割を担い手に集約する

ことを目標にしています。しかし、農政改革が

実施されれば、大規模農家ほど経営が苦しくな

るのではないかと見られています。そうなれば、

ますます耕作放棄地が増大し、農村は荒廃して

いきます。山形県は新年度に、耕作する条件が

悪い中山間地の農地を集約し、規模拡大に取り

組む農業者を支援することにしていますが、ど

の程度達成できるものでしょうか。 

  国連は、ことしを「国際家族農業年」と定めて

います。市場機能による効率化には限界があり、

家族農業の維持が重要ということが国際的な認

識になってきているのです。経営規模拡大で競

争力を強化することに特化した日本政府の農業

政策は、国際的な認識から外れており、農業と

農村に悪影響をもたらします。農地は子孫から

の預かり物という言葉があります。生きていく

ために不可欠な食料生産のための農地は、大切

に守っていかなければならないということを言

いあらわしているものと思います。私たちの使

命は、農地を守り、農村の景観を子孫に手渡し

ていくことだろうと思います。農業振興計画の

策定に当たっては、現在の農地と農業を維持し

ていくという米沢の将来展望を持ち、その実現

のために家族農業、小規模経営を位置づけてい

くことが必要と考えますが、いかがでしょうか。 

  ７、学校教育について。 

  米沢市教育委員会は、新年度から３年間「本と

なかよし米沢っ子読書活動推進事業」で小中学

校図書館の図書を購入し、学校図書館を充実す

ることにしています。図書標準を達成するよう

努力していただくとともに、学校図書館への司

書配置にも取り組んでいただきたいと思います。 

  本があるだけでは、読書が盛んになったり、本

の活用が進むわけではなく、本と子供を仲立ち

する人が必要だと言われています。12学級以上

の学校には司書教諭が配置されていますが、常

に図書館にいることができないことから、学校

司書配置が全国で進んできています。現在、米

沢市子ども読書活動推進計画を策定中ですが、

読書活動推進といったときに、図書館業務に専

念する人の配置は欠かせないのではないでしょ

うか。充実されてきている蔵書を子供も教員も

十分活用できるよう、学校司書の配置を計画的

に進めることを求めますが、いかがでしょうか。 

  全国学力・学習状況調査、いわゆる全国学力テ

ストの結果について、文部科学省は、昨年４月

から学校による公表を認め、ことし４月からは

市町村教育委員会の判断で個々の学校名を明ら

かにした公表を可能にしました。文部科学省の

全国的な学力調査に関する専門家会議は、「教

育施策の検証や説明責任のためにも公表が望ま

しい」としたものですが、学校別の点数などが

公表されていない現在でも、学力テスト対策が

行われ、点数競争が激しくなっていると言われ

ており、学校別などの結果公表がなされれば、

過度な競争や学校の序列化を招くことになると

思います。 

  2007年に全国学力テストが始まったとき、学

校・地域の序列化や過度な競争を招かないよう、

正答率を学校別・市町村別には公表しないとし

たのではなかったでしょうか。学力テストの目

的としてきた「結果を教師の指導や子供の教育

環境改善に生かす」を堅持し、米沢市教育委員

会としては、学力テストの結果は公表しないと

いう判断に立っていただきたいと思いますが、

どのようにお考えでしょうか。 

  この学力テストの結果の公表につきましては、

政鱗会の山村代表の質問に対しまして、市の教

育委員会としては結果公表はしないという方針

であるということを明確に答弁していただきま

したことから、このことに関しましては答弁を

いただかないということにいたしました。 



- 146 - 

  昨年10月に全日本教職員組合が発表した「勤務

実態調査2012」によれば、教職員の１カ月平均

の校内での時間外勤務時間は69時間32分でした。

家に持ち帰っての仕事を加えると月平均91時間

13分にもなり、厚生労働省の過労死基準月80時

間残業を超過しています。「行うべき仕事が多

過ぎる」という教員が84.6％に上り、その結果、

「授業準備の時間が足りない」という教員は

75.8％となり、資料や統計作成、報告書提出な

どの仕事を減らしてほしいという要求になって

います。 

  全国でいじめやいじめによる自殺が起き、道徳

教育が足りなかった、責任の所在が明確でない

と、いじめ対策も理由にして、安倍内閣は教育

改革を推し進めてきています。具体的には、道

徳の教科化や教育委員会に対する政治的関与を

強めるなどですが、戦前の軍国主義の教育の反

省に立って戦後教育を確立してきたのではなか

ったでしょうか。安倍流教育改革ではなく、特

定の価値観を押しつけず、教育の自立を守って

いくことこそ必要です。いじめ対策を強化する

なら、いじめを早期に発見して対策をとれるよ

う、教員の事務負担の軽減にこそ取り組むべき

ではないでしょうか。 

  不登校への対応や学力を向上させる点でも、教

員に時間のゆとりがあり、子供とかかわること

ができるようにすることが求められていること

ではないかと思います。そのためには、教員の

数をふやすことが必要ですが、市の教育委員会

としてできることは、教員の事務的作業がどの

程度あり、時間外勤務の実情をつかみ、どう負

担軽減できるかということに取り組むことだろ

うと思います。校長会などに提案し、検討して

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

  ４月から消費税が３％増税になることから、学

校給食費もその分として、１食10円値上げされ

ます。給食費の値上げは、子供の家庭の貧困化

をさらに進めることになります。2012年度の全

国の就学援助受給割合は、過去最高の15.64％で

した。貧困を助長するのではなく、社会的な子

育てにしていかなければならないものと思いま

す。給食費の値上げ分は一般財源で負担するよ

うにできないでしょうか。お伺いいたします。 

  ８、水道と下水道料金について。 

  水道については、４月から3.35％値下げされ、

消費税の３％から５％の値上げがあっても、大

量の水の使用でない限り、水道使用料金負担が

減ります。一方、下水道は、４月から4.6％値上

げされ、消費税増税分も合わせて負担増になり

ます。水は生活に欠かせないものですので、住

民税非課税世帯や生活保護世帯など、低所得世

帯の負担がふえないような対策が必要です。消

費税増税分だけでも負担軽減になるよう、下水

道料金の減免制度を設けていただけないでしょ

うか。お尋ねします。 

  以上、質問いたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの白根澤澄子議員の御

質問にお答えいたします。 

  私からは、次期総合計画の策定について、子育

て支援について、そして産業政策のうち農業振

興計画における米沢市の農業の将来展望につい

てお答えします。その他につきましては部長よ

りお答えします。 

  次期総合計画については、新年度より本格的な

策定作業を進める予定になっております。現行

の総合計画の後期基本計画を策定する際には、

米沢市まちづくり市民アンケートを実施し、さ

まざまな年代の方から回答をいただき、さらに

このアンケートに加え、幅広く意見募集も行い

ました。 

  そして、市民満足度調査をこれまで３回実施し

てまいりました。これもさまざまな年代に対し

てアンケート形式で行ったものであります。市

の各施策に対する重要度の認識、満足度の度合



- 147 - 

いを把握すると同時に、まちづくりに対する自

由意見も記載していただきましたので、各施策

を進めるに当たって参考となりました。 

  今回の総合計画策定においても、市民の意見を

聞くさまざまな手法を用いていくつもりですが、

その一つとして、アンケートについても実施し

てまいります。その際、わかりやすい、答えや

すいアンケートにすることはもちろんですが、

将来を担う若い世代、特に中学生、高校生を対

象としたアンケートをすることも検討しており

ます。 

  続いて、子育て支援についてお答えいたします。 

  平成27年４月から施行される子ども・子育て支

援新制度は、「子どもの最善の利益」が実現さ

れる社会を目指すとの考え方を基本とし、現在

国の子ども・子育て会議において審議が継続さ

れています。審議中であり、まだ確定的な情報

がないことから、市としてもその動向を注視し

ているところです。 

  新制度における保育認定については、フルタイ

ムの就労を想定した11時間までの利用と、パー

トタイムの就労を想定した８時間までの利用の

長短２区分の保育必要量を設けるとされており

ます。保育必要量はそれぞれの家庭の就労実態

に応じて最大限必要な枠として設定するもので

あり、保育必要量と実際の利用との関係は、現

制度と同様に保障されていると考えております。 

  長短２区分のうち、パートタイム就労者を対象

とした短時間の保育の場合、就労時間の下限を

１カ月48時間から64時間の範囲で市町村が地域

の就労実態を考慮して定めることになりますの

で、このたび実施した子ども・子育て支援事業

計画策定のためのニーズ調査をもとにして、米

沢市子ども・子育て会議の中で御意見をいただ

き決定していきたいと考えております。 

  子育てコーディネーター、保育コンシェルジュ

など、都市部においては先駆的に行われている

事業についても、広く市町村でも実施されるよ

う利用者支援事業が地域子ども・子育て支援事

業に位置づけられました。新制度では、幼稚園

や保育所以外にも認定こども園、小規模保育所

など多様な教育・保育が用意されていますが、

個々のニーズに応じたメニューを利用できるよ

うコーディネートすることが必要となることは

十分に考えられます。現在、こども課の窓口に

おいて、入所に関する相談や各保育・教育施設

の情報提供を行っていますが、新制度移行に向

けた新たな体制強化を図っていく中で、コーデ

ィネーターの配置についても前向きに検討をし

ていきたいと考えております。 

  国の多子軽減制度については、次のように変わ

ってまいります。すなわち、幼稚園はこれまで

入園中の３年間が保育料補助の対象でしたが、

保育園がゼロ歳から５歳までの６年間であるこ

とに鑑み、幼稚園も３歳から小学３年生までの

６年間が補助対象となります。御質問では、こ

の制度の改変を機に米沢市は一番上の子供が18

歳になるまでを対象に広げるべきとの御意見で

すが、財政的に国の基準を上回る政策は現在の

ところ難しいものと考えております。 

  また、外来通院費の助成でありますが、今年度

から小学３年生までに拡大し、新年度からはさ

らに小学６年生までに拡大する考えでおります。

これを中学３年生までに引き上げるべきだとの

御意見ですが、財政的な観点から段階的に拡充

をしていきたいと考えております。 

  続いて、予防接種の費用助成についてお答えし

ます。 

  本市においては、乳幼児・小児の予防接種に当

たっては、接種者の安全の確保と、万が一不慮

の事故が起きた場合の補償などを考慮し、予防

接種法の規定にのっとり実施することとしてお

ります。 

  国の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会

で審議され、７つのワクチンのうち小児用肺炎

球菌、ヒブ、ヒトパピローマウイルス感染症の
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３ワクチンについては、平成25年度から定期接

種化され、本市でも実施しているところです。

また、水痘、成人用肺炎球菌については、平成

26年10月を目途に、それぞれＡ類、Ｂ類の疾病

と規定され定期接種化される見込みとなってお

り、本市でもそれに合わせて対応していく予定

です。 

  残るおたふく風邪については、予防接種基本方

針部会の中で、安全性が高いワクチンの承認が

必要との意見が出されています。また、Ｂ型肝

炎については、小児期の水平感染の実態調査や

異なる遺伝子型ウイルス予防効果などの検証が

必要であるとされております。 

  一方、７ワクチンとは別に検討に入ったロタに

ついては、接種後の副反応に対するデータの収

集、整理が不十分であり、より一層の検討が必

要であるとの見解が出されています。 

  いずれも、より安全で効果的な接種を目指し検

討が行われているものであり、本市の安全性の

確保といった考え方にも合致していることから、

現時点で市民の方に接種を勧めるような事業の

実施は望ましくないとの結論に至っています。 

  最後に、農業振興計画における米沢市の農業の

将来展望についてお答えします。 

  本市では、農業の６次産業化や人・農地プラン

などの新たな政策の導入などを踏まえ、平成26

年度を目途に、新たに農業振興計画を策定する

ことにしております。 

  新たな農業振興計画の策定に当たっては、国や

県の計画や動向なども踏まえながら、米沢の地

域特性を生かした、多様性と持続性のある足腰

の強い農業経営の展開を中心に据えながら、米

沢らしい農業振興の具体的な方策を計画に盛り

込みたいと考えております。 

  具体的な計画の内容については今後検討してま

いりますが、本市の農業は、中山間地帯から平

野部までの多様な地理的条件のもとで営まれて

おり、担い手を中心としながらも、女性や高齢

者が主体である兼業農家などの家族経営や小規

模経営が農業・農村を下支えしている現状にあ

り、地域の農業・農村を維持していくための大

きな役割を担っていると考えております。 

  このようなことから、地域の景観や環境を維持

していく視点も大切にしながら、規模拡大など

の効率化の推進だけでなく、農業の基本である

家族経営や小規模経営も含めた多様な担い手と

いう視点に立った支援策を計画の中で位置づけ

ていく必要があると考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、初めに３、高

齢者福祉についてのうち（１）地域包括ケアシ

ステムを安心の仕組みにするためにについてお

答えいたします。 

  まず、今、国会で審議されている平成27年度実

施の介護保険制度改正につきましては、制度改

正の中身が確定した後、ニーズ調査、介護保険

運営協議会の御意見をお聞きしながら、本市の

対応を検討していきたいと思います。 

  次に、地域包括ケアシステムにつきましては、

国では、団塊の世代が75歳以上となる平成37年

をめどに、重度な要介護状態となっても住みな

れた地域で自分らしい暮らしを継続できるよう、

住まい、医療、介護、予防、生活支援の一体的

提供の可能な体制、いわゆる地域包括ケアシス

テムの構築を実現することとしています。 

  また、地域包括ケアシステムにつきましては、

おおむね30分以内に必要なサービス提供がされ

る日常生活圏域、具体的には人口１万人程度の

中学校区を単位として想定されております。本

市でも、中学校区を日常生活圏域とし、地域密

着型サービスの基盤整備を進めており、地域包

括ケアシステムの中核的機関となる地域包括支

援センターにつきましては、４カ所の設置を行

っております。 
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  現在、地域包括ケアシステムを構築するため、

高齢者個人に対する支援とそれを支える社会基

盤の整備を進めるために、地域包括支援センタ

ーが中心となって地域ケア会議を開催しており

ます。本市におきましても、各担当圏域の中で

高齢化率が35％を超えている地域を抽出し、各

地域包括支援センターが８月から12月にかけて

介護保険サービスを利用していない高齢者の生

活実態把握を行いました。まずは、地域包括支

援センターが直接地域に出向き、高齢者及び地

域のニーズの掘り起こし、適切な情報・サービ

ス提供などを行い、高齢者との顔の見える関係

づくりから始めた次第であります。 

  具体的には、東部圏域では大字大沢、大字大小

屋、大字板谷、そして西部圏域では大字神原、

南部圏域では大字南原猪苗代町、北部圏域では

立町、川井小路、鍛冶町にて、計154人の把握を

行っております。その後、各地域包括支援セン

ターにて、地域の代表者、民生委員、介護支援

専門員、医療関係者などにお集まりいただき、

問題を抱える高齢者個人を支援するための会議、

地域共通の課題についての意見交換など、地域

の実情に応じた地域ケア会議を開催しておりま

す。 

  今回の実態把握では、高齢者の方々が自主的に

集い、会話や運動などを楽しみながら取り組ん

でいる地域があること、通院や買い物などの移

動手段の確保についても互いに協力し合って行

われている地域があること、さまざまな問題を

抱える方がいる場合でも、その関与の仕方など

についてそれぞれの立場で役立てることはない

かと考えられておられることなど、さまざまな

生活実態を把握することができたと思っており

ます。また、これらの地域の方々に対しまして

は、保健師などによる介護予防教室や健康相談

の開催という提案も行い、開催時期などの検討

をいただいているところです。 

  今後は、年間を通じて実態把握を行いたいと考

えており、平成26年度につきましては、圏域ご

とに120世帯、計480世帯の実態把握を予定して

おります。実態把握後は、地域の皆様や関係機

関などの協力のもと、地域ケア会議を開催し、

高齢者が住みなれた地域で暮らし続けられるよ

う、地域に存在する支え合い機能を生かし、地

域の方々が望む支援のあり方などについて、十

分に協議を行ってまいりたいと思っております。

そして、地域ケア会議にて、地域の共通的課題

などが掲げられた場合には、この解決に向けて

の協議、検討を行い、必要な政策化へとつなげ

ていくことを考えております。 

  また、高齢者の増加に伴い、地域包括支援セン

ターの担当圏域の設定及びセンター設置数につ

きましても、今後検討が必要と考えております。

このことにつきましては、来年度作成予定の第

６期介護保険事業計画において協議を重ね、持

続可能な地域包括ケアシステムの構築を目指し

たいと考えております。 

  次に、３の（２）高齢者肺炎球菌ワクチンの接

種費用の負担軽減をについてであります。 

  高齢者肺炎球菌に対しましては、現在70歳以上

の方に接種費用の一部、4,000円を助成させてい

ただいているところであります。このうち75歳

以上の方につきましては、山形県後期高齢者医

療広域連合からの一部助成をいただいておりま

す。 

  高齢者肺炎球菌のワクチン接種に関しましては、

予防接種法に掲げるＢ類疾病と同様に、個人の

発病、重症化予防を目的としております。その

ことから、現在Ｂ類疾病として接種している高

齢者インフルエンザが半額の実費負担となって

いることを勘案し、接種費用の半額相当の4,000

円の助成とさせていただいているところであり

ます。 

  また、平成26年度10月をめどに予防接種法のＢ

類疾病になり、定期接種化される予定となって

おりますので、引き続き高齢者インフルエンザ
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と同様の取り扱いで接種を実施することが妥当

かと考えております。 

  次に、４、生活保護についてであります。 

  まず、（１）改正生活保護法施行後、申請権を

侵害しない対応にについてであります。 

  生活保護法の一部を改正する法律につきまして

は、平成25年12月13日付で交付され、一部を除

き平成26年７月１日から施行されます。 

  改正の概要としましては、「必要な人には確実

に保護を実施するという基本的な考えを維持し

つつ、今後とも生活保護制度が国民の信頼に応

えられるよう、就労による自立の促進、不正受

給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うため

の所要の措置を講ずる」とされております。 

  申請権につきましては、厚生労働省社会・援護

局長通知によりますと、「現在、事情がある者

に認めている口頭による保護の開始申請等も含

め、現行の運用の取り扱いをこの改正により変

更するものではない。また、保護の開始の申請

等の意思が示された者に対しては、その申請権

を侵害しないことはもとより、侵害していると

疑われるような行為も厳に慎むべきであること

は、改正後も何ら変わるものではない」とされ

ております。 

  また、扶養義務者への扶養照会につきましても、

改正後も何ら変わるものではなく、この改正に

より新設された「扶養義務者への通知」、また

は「扶養義務者の報告徴収」を行うのは、「福

祉事務所が家事審判手続を活用してまで費用徴

収を行う確実性が高いと判断できる場合に限定

して行う旨、省令で明記する」とされておりま

す。 

  以上のことから、生活保護法の一部を改正する

法律におきましても、申請権、扶養義務につい

ての取り扱いは、これまでのものと基本的には

変わらないものと考えております。 

  次に、生活困窮者自立相談支援事業は、昨年12

月に交付されました生活困窮者自立支援法に基

づく事業で、平成27年４月からは福祉事務所設

置自治体での事業実施が義務づけられることに

なります。 

  本市としましては、義務づけに先立ちまして、

平成26年度からモデル事業を活用し、生活困窮

者自立促進支援モデル事業に取り組んでまいり

ます。事業の内容としましては、１つ目に必須

事業である自立相談支援モデル事業と、２つ目

に任意事業の就労準備支援モデル事業に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  自立相談支援モデル事業は、就労の支援、その

他の自立に関するさまざまな問題を抱えている

生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行う事業となっております。 

  また、就労準備支援モデル事業は、雇用による

就労が著しく困難な生活困窮者に対し、就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

を行う事業となっております。 

  事業の実施に当たりましては、対象者御本人の

意思を尊重しながら、いち早く生活困窮にある、

またはおそれのある方に対し支援を実施してま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、５項目めの防災対

策についてお答えします。 

  まず、（１）ですが、消防団員報酬、出動手当

の増額をについてでございます。 

  現在、本市消防団員の報酬については、米沢市

特別職の職員の給与に関する条例によりまして、

御指摘のとおり、年額１万7,000円以上11万

4,000円以内で市長が定める額と規定されており

まして、この条例に基づいて、団長以下の年額

の報酬額が定められております。また、出動手

当につきましては、米沢市公務員等の旅費及び

費用弁償に関する条例により、１回または１日

の出動について、１人1,000円の費用弁償となっ
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ているところであります。いずれについても、

県内13市の中では平均的な額となっているとこ

ろでございます。 

  消防団については、国においても、大規模災害

に備え、消防団員の確保、災害対応能力のさら

なる向上が喫緊の課題と捉えており、昨年12月

には議員立法によって、消防団を中核とした地

域防災力の充実強化に関する法律が成立したと

ころでございます。今般成立した法律を踏まえ、

さらなる消防団員の処遇の改善のため、消防団

員の退職報奨金については、新年度から全階級

で一律５万円引き上げることとされたところで

あり、本市消防団についても同様に引き上げら

れることになります。 

  また、消防団を取り巻く環境の大幅な改善を目

指すことから、施設整備、活動用資機材などの

装備についても充実を図るための見直しが行わ

れております。本市では今年度、全団員に対し

て防寒着を支給するなど、報酬等以外の面では

ありますが、消防団の装備の充実強化を図った

ところでございます。 

  さて、消防団員の報酬及び出動手当の増額につ

いてでありますが、近年、消防団員のサラリー

マン化が進み、消防団活動への参加率が団員に

よって大きな違いが見られる状況にございます。

こうしたことから、年額報酬よりも、１回また

は１日当たりの出動手当の充実に対する要望が

多くなってきております。こうしたことを考慮

し、一方で魅力ある消防団となるよう、他自治

体の動向も注視しながら、増額について検討し

ていきたいと考えております。 

  次に、（２）でございますが、市総合防災訓練

に合わせて自主防災組織も訓練をについてでご

ざいます。 

  本市の自主防災組織については、現在178の自

主防災組織が組織化されているところでありま

す。このうち、平成24年度においては、40の自

主防災組織が防災訓練を実施しており、今年度

におきましては、約４割強の76の自主防災組織

でさまざまな訓練を実施しているところでござ

います。 

  訓練内容につきましても、単独での訓練のほか、

地区内の複数の自主防災組織が合同で訓練を実

施しているところもあり、またその内容につい

ては、避難訓練、消火訓練、炊き出し訓練、救

護訓練、情報伝達訓練、ＡＥＤの訓練などを総

合的に実施したり、訓練のテーマを決めて行う

など、それぞれの自主防災組織で実情に合わせ

て工夫しているところでございます。 

  また、市の総合防災訓練時においては、今年度

は広幡地区を会場に実施いたしましたが、その

際には、地元の広幡地区の自主防災組織に参加

いただいたところでございます。市総合防災訓

練については、毎年会場を地区ごとに変更して

開催しており、これまでも地元の自主防災組織

に参加いただいております。自主防災組織が組

織されていない場合には、市総合防災訓練を契

機に自主防災組織を結成していただいて、参加

をお願いしているところでございます。 

  今後も引き続き、市総合防災訓練の際には、地

元の自主防災組織の参加を基本に、消防団など

とも連携しながら訓練の充実を図っていきたい

と考えております。 

  なお、自主防災組織の中には、活動が停滞して

いる組織も見受けられますので、毎年春に実態

調査を実施しておりますが、その際に出前講座

等の案内とともに、自主防災組織の活動事例の

紹介なども行うことで、自主防災組織が継続し

て活動できるよう支援していきたいと考えてい

るところでございます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、６の産業政策に

ついてのうち（１）中小企業振興条例制定後の

進め方についてお答えします。 
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  中小企業振興条例は、地域経済の発展や雇用の

場の創出、生活の安定や向上を図るために、中

小企業の振興に関する総合的な施策の推進のも

ととすることを目的として制定するものであり

ます。 

  このため、一般的には、条例は中小企業の振興

に係る理念や方向性を規定する「理念型」と基

本的な政策を規定する「政策型」の２つの形式

に大別されておりますが、いずれにしましても、

具体的な施策については明確に規定していない

形となっております。 

  こうした中、議員が仰せのとおり、北海道帯広

市では、中小企業振興基本条例を制定した後、

中小企業者はもとより、経済関係団体、大学、

試験研究機関、金融機関などの18名から成る中

小企業振興協議会を設置し、市と中小企業者な

どが協働して、中小企業振興を図るための指針

となる産業振興ビジョンを策定しており、また

その協議会において、具体的な施策の提案と進

行管理を行っているなど、条例を施策に生かす

仕組みづくりを行っております。 

  本市といたしましても、条例の制定が目的では

なく、条例を生かしていかに中小企業の振興を

図っていくかが重要であると考えておりますの

で、こうした先進事例を参考として、関係者と

ともに十分に協議を重ねながら、実効性のある

総合的な施策の実施に向けた体制を構築し、中

小企業の振興に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私からは、白根澤議員の御質問

の中の、学校教育についてに関して、３点につ

いてお答えいたします。 

  まず初めに、学校図書館への司書の配置につい

てお答えいたします。 

  これまでの学校図書館への司書補助員の配置に

つきましては、緊急雇用創出事業や住民に光を

注ぐ交付金を活用して、平成24年度まで図書館

司書補助員を全ての小中学校に巡回により配置

してまいりました。その結果、子供たちの読書

活動の活性化に効果が見られ、司書補助の配置

は読書活動の推進のためには、図書の整備とと

もに重要なものであると感じました。 

  今年度は、今までの取り組みが一定の効果を上

げたということで、司書補助員の配置は行って

おりませんが、今後新図書館のオープンに合わ

せて、学校図書館と市立図書館の連携を生かし

た読書活動を展開していく上でも必要なことと

考えておりますので、関係各課と連携を図りな

がら、司書の活用について検討を重ねてまいり

たいと考えております。 

  次に、教員の事務負担の軽減についてお答えし

ます。 

  議員が御指摘のように、近年、学校現場では、

特別な支援を必要とする児童生徒の増加、保護

者や地域など、社会からのニーズ多様化への対

応、またキャリア教育や食育などの新しい教育

分野の実践など、教員に求められる内容が増加

しているとともに複雑化しており、教員の多忙

化が懸念されております。 

  しかし、いじめや不登校、学校不適応などの諸

問題に限らず、健全で創造的な教育活動を進め

ていくためには、教員と子供のかかわりが大切

であることは言うまでもないことであり、教員

の事務軽減などを図りながら、子供たちと触れ

合う機会と時間、そして心の余裕を生み出すこ

とが必要であります。 

  これまでも、国や県では、教員のゆとりを生み

出すための施策として、調査物の精選や人的な

支援を行ってきました。さらに、本市では、行

事の精選と見直し、会議等の合理的、効果的な

開催、校務のＩＣＴ化の推進、支援員等の人的

配置など、各学校、教育委員会がそれぞれの立

場でゆとり創造に向けた取り組みを行っていま
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す。 

  しかし、教員に十分なゆとりが生まれたとはま

だまだ言いがたい状況であることも確かであり

ますので、先ほど述べましたような取り組みを

一層充実させるとともに、新たな方策等につい

て、今後も検討してまいりたいと考えておりま

すし、国や県に人的支援の充実を訴えていきた

いと考えております。 

  最後に、学校給食費につきましては、小学校間

及び中学校間で統一すべきであるとの観点から、

毎年、小学校校長会及び中学校校長会で決定さ

れております。 

  小中学校の給食は、成長期における子供たちの

栄養価を考えた場合、現在と同等の質を維持し

なければなりません。そのため、来年度につき

ましては、消費税相当分として10円の値上げを

予定し、１食当たり、小学校では260円から270

円に、中学校では310円から320円とすることを

聞いております。 

  また、消費税に対する給食費の取り扱いについ

て、県内主要８市にお尋ねしましたところ、６

市が消費税相当分の値上げを予定しております。

そのうち１市のみが、値上げ分について市費で

の負担を予定されているところであります。 

  本市につきましては、現在のところ、値上げさ

れる10円について、市費で負担を行うという考

えはございませんが、今後の物価上昇や賃金状

況などを注意深く見守りながら、検討課題とさ

せていただきたいと存じます。 

  なお、生活困窮の御家庭に対しましては、これ

まで同様、就学援助制度により、値上げ分を含

めた給食費の支援を行っていきますので、御理

解をお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 加藤建設部長。 

  〔加藤吉宏建設部長登壇〕 

○加藤吉宏建設部長 私からは、８の下水道料金に

ついて、低所得者世帯の消費税増税分３％を減

免できないかについてお答えいたします。 

  消費税率の引き上げの趣旨は、主として年金、

医療及び介護など、社会保障の充実、安定化の

ための施策財源の確保をすることでありますが、

この消費税率引き上げに伴いまして、国から、

公共料金への円滑かつ適正な転嫁が求められ、

平成26年４月より下水道使用料金の値上げとあ

わせて改定を行おうとするものでありますから、

消費税増税分の減免につきましては、受益者負

担の原則からも大変難しいものと考えておりま

す。 

  また、このたびの使用料金の値上げにつきまし

ては、消費税率の引き上げ分を除いて4.6％とな

りますが、高齢者世帯や年金生活者など単身者

が比較的多い少量使用者に配慮しまして、使用

数量10立方メートルまでは料金を据え置くこと

としたところでございます。 

  低所得者への使用料の減免につきましては、現

在の下水道条例には規定しておりませんが、他

市の実例などを参考にしながら、今後の研究課

題とさせていただきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） それでは、次期総合計

画の関係でお尋ねします。 

  これまでのまちづくり市民アンケートにこだわ

らずに、中高校生のアンケートもされていくと

いうことですので、今までのやり方を踏襲する

のではなくて、もう少しいろんな見直しも行っ

ていくという前向きな考え方であると思います。 

  その中高校生のアンケートをやっているところ

もあるんですが、さらに団体に対するアンケー

トなどをされているところもあるんです。団体、

いろいろあるわけです、町内会、福祉団体、経

済団体、いろいろあるんですが、そういう団体

に対するアンケートというようなことをやって

いるところもあります。また、市外に住んでお

られる方、それらの方々に対して、定住とか、
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どういうふうに市を考えているかとか、そうい

うようなアンケートをとっているというところ

もあるところです。あと、大学生を対象にした

り、企業から意見をいただいたりというような、

いろんなことをやっているので、もう少し前向

きにいろんなことを検討されようとしていると

いうことが非常によくわかりますけれども、さ

らに検討していただいて、アンケートなどを実

施していただければと思います。 

  それで、総合計画そのものなんですが、広島県

の三次市ですけれども、ここの総合計画「みよ

し百年物語」というタイトルなんです。50年、

100年後の目指すべき理想のまちの姿を、そうい

うものを見据えて総合計画を策定していると。

現在は９年間の総合計画のようなんですが、そ

ういうふうなところもありますので、総合計画

そのもののあり方ということについても、さま

ざまあるのではないかと思います。今までのも

のが決して問題だというわけではありませんけ

れども、もう少しこの辺のところについても調

査、研究をされていかれてはどうかなと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 今回の総合計画の策定に

当たりましては、ノウハウを持っている事業者

からのアドバイスもいただきながらつくってい

きたいと思っております。他自治体、全国の例

なども、これは研究をさせていただきながらや

っていきたいと思っているわけでありますが、

今御指摘のように、まず市民の方々にとって、

総合計画、なかなかわかりづらい状況になって

いるのかなと思っております。それは、一つの

原因としては、全ての施策を体系網羅型の格好

で取りまとめをしているものですから、なかな

かわかりづらい、幅が広過ぎるという状況もご

ざいます。 

  一つには、どういう姿にしていきたいかという

将来像に対して、今の現状との乖離が当然ある

わけです。その乖離を埋めるために、どういう

戦略をもってまちづくりに努めていくのかとい

うふうな、そのストーリーの部分が最も大事な

部分でありまして、そういうものを市民の皆様

方に理解しやすいようなスタイル、こういった

ものも研究していきたいと思っております。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） では、よろしくお願い

いたします。 

  子ども・子育て支援新制度の関係なんですが、

私が懸念をして御質問申し上げましたのは、11

時間と８時間という保育の時間なんですが、こ

れが上限であって、就労実態に合わせてその保

育時間になるというようなことで、非常に短い

保育時間も出てくるのではないかということな

んですが、ちょっと今の御答弁、米沢市の子ど

も・子育て会議の中で検討して決めていくとい

うようなことだったんですけれども、保育時間

そのものが短時間保育の場合には８時間になる

というふうに理解してよろしいんですか。それ

とも、そうではなくてやっぱりもっと短い保育

時間になるのかどうか。その点、おわかりだっ

たら教えていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 今のところなんですけれ

ども、８時間と11時間というふうに想定されて

おります。例えば、一番短い、議員の御要望で

は48時間というお話なんですけれども、それで

想定した場合、ではそれそのもので保育を切り

上げるのかというお話だと思うんです。現在、

例えば短時間という形でお受けしていたとして

も、必要量の保育は提供してございますので、

ここのところは現行制度と変わりはないのでは

ないかと、私どものほうでは考えております。

その具体的なところ、まだ国からも来ておりま

せんので、今のところそれができるのではない

かといった意味で御答弁を申し上げたところで

す。 
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○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） まだはっきりしていな

い部分もありますので、まず今のお答えで了承

いたしますけれども、まず広く保育要求を吸い

上げる、そして保育がきちんと成り立つような

保育時間となるように、ぜひとも頑張っていた

だきたいなと思います。 

  それから、子育て支援の医療制度なんですが、

米沢市も新年度から小学校６年生まで拡大する

というようなことで、努力をしていただいてい

るところなんですが、県の実態を見ますと、小

学校６年生までというところが一番最低限に今

なっています。その小学校６年生までというと

ころも、もう数えるほどしかないというような

状況です。米沢市、南陽市、山形市、そのほか

あるかないかですね。それで、新年度から、先

ほど御紹介をした鶴岡市以外に、寒河江市、上

山市、長井市が４月から中学３年生まで引き上

げるところなんです。 

  米沢市は、この子育て支援医療では非常におく

れた自治体となっているところなんです。市長

は財政の状況もあるので段階的に引き上げると

いうようなお話なんですが、このような状況を

放置するというようなことについては、やっぱ

り子育てをされている方は特にちょっと不満足

なのではないでしょうか。 

  県が、ことし７月から小学３年生まで拡大する

んですけれども、これは米沢市としては当初予

定されておられなかったのではないでしょうか。

県が支援するというようなことになれば、米沢

市としては、当初見込みよりも財政的に少なく

て済むわけですし、また中学３年生までという

ことになれば、医療費のかかりぐあいもこれま

でよりも少なくなるというようなことをあわせ

て考えれば、今年度中にも可能ではないかと思

っているんですが、最大限譲歩しましても、

2015年度から実施するというようなことはどう

しても必要なことではないかと思いますが、い

かがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 状況におきましては、た

だいま議員がお述べになったとおりでございま

す。したがいまして、先ほどの市長答弁にもご

ざいましたとおり、まずは今年度６年生までと

させていただくことになりますので、その状況

について、市長答弁で段階的にということで答

弁させていただきました。その辺も勘案しなが

ら、今年度検討させていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 県内状況、おわかりだ

と思いますが、よく調べていただいて、米沢市

の今置かれている状況を考えて、ぜひ前向きに

早目に中学３年生まで拡大していただきたいと

思います。 

  成人用の肺炎球菌ワクチンなんですが、現在の

4,000円の補助というようなことでこれからもい

きたいという答弁だったと思いますが、定期接

種ということになりますと、やっぱり皆さんが

接種をしたほうがいいというものにするという

ことだと思うんですね。この4,000円という自費

で、多くの皆さんがこの肺炎球菌ワクチンを接

種するというふうになるものでしょうか。なか

なか接種が進まないのではないかと思います。

ですので、やっぱりこの辺の自己負担というも

のについては、もう少し考えていただかなけれ

ばいけないのではないかなと思っているところ

です。 

  それで、この肺炎球菌のワクチン、テレビでコ

マーシャルをするようになりまして、今までよ

りは知られるようになったかもしれませんけれ

ども、多くの方々がこの肺炎球菌ワクチンを接

種したほうがいいというようなことについては、

まだまだ知られていないのではないかと思いま

すが、この肺炎球菌ワクチンを接種したほうが

いいですよというようなことを啓発するような、

知らせるようなＰＲ、そういうことが非常に重
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要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 負担はともかくとしまし

て、接種のＰＲにつきましては議員がお述べの

とおりだと思います。それにつきましては、私

どももそれぞれの医療機関なり、機会を捉えな

がら、皆様にその有効性などもあわせてＰＲさ

せていただきたいと思います。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） ＰＲを考えていただき

ながら、自己負担についても経過を見ていただ

いて、やっぱり進まないようだったらその辺も

考慮していただかなくてはいけないのかなと思

っております。 

  それから、防災対策のところでの消防団員の報

酬なんですが、現在消防団員の方々の要望とし

ては、年額を引き上げるよりは、１回当たりの

出動手当についての見直しにしていただいたほ

うがいいというような要望が強いということだ

ったわけなんですが、その点の出動手当の見直

しというようなこともぜひしていただきたいと

ころなんですが、先ほど冒頭でも申し上げまし

たように、地方交付税による措置というのが３

万6,500円なわけですよね。そして、全国平均も

２万5,000円余りというようなことを考えれば、

やっぱりかなり低い。一般の消防団員の方です

よね、１万7,000円です。かなり低いのではない

かと思います。 

  山形県全体から見れば、米沢市より低いところ

はたくさんありますけれども、やっぱり市の段

階で見れば、山形市、酒田市、鶴岡市などから

見て、やっぱり低い金額でもありますので、こ

の金額そのものも引き上げていただかなくては

いけないかなと思いますが、今後見直しをする

というようなことなんですけれども、どれぐら

いの期間で検討される予定なのか。お伺いいた

します。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 出動手当について要望もあり

ます、それから現在の出動手当１日1,000円、あ

るいは１回1,000円というのは、どちらかという

と低い部類かなと、全国的に見れば。そういう

ことから、見直しが必要なわけですが、この時

期については、27年度に向けて検討していきた

いと思っているところでございます。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 27年度から実施できる

ようにということなんでしょうか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 27年度から見直しができるか

どうか検討したいと。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 消防団員の確保には、

さまざまなことをしていかなければいけないと

思いますが、この報酬の見直しも一つの大きな

大事な点ではないかと思いますので、早期に実

施できますよう見直しをよろしくお願いいたし

ます。 

  学校司書の配置の件ですけれども、新図書館の

開館に合わせるような形で司書配置が必要であ

るので検討していくということなんですが、そ

うしますと、今提案されていることから見れば、

新図書館は平成27年度中に完成ということなん

ですが、平成27年度から配置に踏み出したいと

いうようなお考えなのか、それともその後なの

か。お伺いいたします。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 学校図書館と市立図書館

の貸し出しシステムとか、そういった部分もで

きれば同じような形に持っていきたいなという

思いもあります。そういったことで、そういっ

たシステムも検討して、それと一緒にソフトの

部分で司書の配置等々、両方一緒に検討してい

きたいなと思っておりますので、まだちょっと

時期的には、できれば開館の時期に合わせてと

思いますけれども、これから関係部署と検討し
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ていかなければいけないと思っておりますので、

まだ未定でございます。済みません。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） 考え方として、一気に

全学校に配置というようなことは、なかなか難

しいかなと思いますが、段階的に配置して、全

小中学校に配置するというお考えなんでしょう

か。 

○島軒純一議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 課題に応じて、早く全部

の学校に対応したほうがいい場合には、なるた

け多い人数を配置して、なるたけ短い期間の中

でその課題を解決できるようにしていきたいな

と思います。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） ぜひ全校に、段階的に

でも配置するというようなことで進めていただ

きたいなと思います。 

  地域包括ケアについて、お伺いいたします。 

  これは、目的は病気や介護状態になっても、自

宅など地域で暮らせるようなシステムをつくっ

ていくということだと思います。ですので、や

っぱり介護難民とか医療難民を出さない、ある

いは介護心中とか介護殺人なども起きています

けれども、こうした事件、事故などを起こさな

いというふうにしていかなければならないと思

うんですね。 

  米沢市の現在の特別養護老人ホームの待機者が

230人もいるというようなことを考えれば、非常

に現在でもなかなか家族の介護の負担、あるい

は看護の負担というものが大きくなっているの

ではないかなと思います。さまざま地域ごとに

実態調査などもしていただいて、地域包括支援

センターの役割を発揮していただいていると思

いますけれども、やっぱり身近なところで相談

に行ったり、地域全体の実態を把握するという

ふうな形に、地域包括ケアシステムの確立の中

ではしていく必要があるのではないかなと思っ

ています。 

  地域包括支援センターをふやしていくというよ

うなことも一つの方策ではあるんですけれども、

やっぱり地域ごとに身近な相談できるような、

私は17地区ごとにそういう相談とか、支援の機

関があって、どういう人を配置するかはいろい

ろあるとは思いますが、そういうようなところ

で相談ができて、あるいは支援の情報が受けら

れる、そこから直接支援というようなことでは

なくて、支援の情報が受けられたりするという

ことをしていったらいいのではないかなと思っ

ています。 

  聞き取りのときなどは、富士宮市の例なども申

し上げたところなんですが、１カ所の地域包括

支援センターにたくさんの職員を置いて、あと

はその支所というような形で、必ずしも支援セ

ンターに必要な専門家を全部置いているという

わけではなくて、支所を配置していって、地区

ごとにそういう仕組みをつくっているんですね。

そういうようなことも参考にしながら、やっぱ

りこの地域ケアシステムの目的ですよね、一番

先に申し上げましたけれども、どんな状態にな

っても地域で暮らせるというような仕組みです

ので、そういう仕組みをつくっていく必要があ

るのではないかなと思っていますけれども、部

長のイメージといいますか、地域包括ケアシス

テムをどういうふうにお考えでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 地域包括ケアシステム、

まずやっぱり中核になるのは支援センターだと

は、これはもちろんそうだと思います。これに

つきましても、先ほど答弁申し上げましたよう

に、現在の４カ所では少ないだろうと。具体的

に何個にするかというのは、次期の計画で検討

していかなければならないんですけれども、や

はりそのケアシステムを構築するためというこ

とで、一番はそれぞれの介護事業者さんにいら

っしゃる、マネージャーの方がいらっしゃるわ
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けで、その方々とそれから行政、私ども、それ

からそれぞれの各地域包括支援センター、さら

には医療関係の方、こういったところをまとめ

て連携を図っていくことが大事なのではないか

なと思います。 

  その連携も、さらには地域ごとに、今のところ

現在４カ所の支援センターがございますので、

その４カ所ごとにそういった連携を図って、具

体的にどこにどういう方がいらっしゃるという

ところをまず把握していくというところが大事

なのではないかなと思います。そのためにも連

携の会議をしていくと。その中で、最終的に

個々具体的な例が挙がってくると思いますので、

そういった中で、今度は場合によっては政策課

題として上げなければならないものは、私ども

行政のほうに課題として上げていただいて、施

策として上げていくと。そういったような流れ

をつくっていくのが、今のところ地域包括ケア

システム、このような形でつくっていかなけれ

ばならないのかなと考えているところです。 

○島軒純一議長 白根澤澄子議員。 

○９番（白根澤澄子議員） ここのところ、特にや

っぱり縦割り行政というようなことから離れて、

横断的なところで幅広く検討していただきたい

なと思っているところなんです。輝くわがまち

創造事業、それはそれ、あとは学童保育は学童

保育、学校教育はそう、社会教育はそれぞれと

いうようなことではなくて、やっぱり地域とし

て、いろんな教育も、そして医療、介護も全部

がそこで完結するというだけではなくて、そう

いう地域包括ケアの場合には相談なんですけれ

ども、そういうようなことが地域でいろんな相

談とか、あるいは具体的にそこで受けられると

か、そういうふうなシステムを今後つくってい

くということが、市民主体のまちづくりになる

わけですし、あと市民との協働のまちづくりと

いうことにもつながっていくのではないかなと

思っているところです。 

  今後、小学校の再編というようなことも検討さ

れています。それについては、単に学校の統廃

合だけではなくて、地域との結びつきが非常に

大切であるということをおっしゃっていますの

で、簡単に学校をなくすというような方針では

ないと思いますけれども、やっぱり学校を核に

して地域が成り立ってきているということは間

違いないことなので、やっぱり学校があり、福

祉関係もあり、そして防災とかもあると、いろ

んなことがその地域であって、まとまったまち

づくりができていくという、そこの中にこの地

域包括ケアなども位置づけて取り組んでいただ

きたいなと。ですので、ここはもう本当に縦割

り行政から横断的な行政にぜひとも進めていっ

ていただきたいと。将来を見据えてぜひともよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  もう少し時間がありますので、自主防災組織の

関係なんですけれども、市の総合防災訓練のと

きに、地元のその地区の自主防災組織も参加し

ていただいたというようなことで、今後もその

ようにしていきたいというようなことで、これ

は非常にいいことだなと思っていますけれども、

やっぱり毎年のようにさまざまな防災訓練など

を行っているという組織はかなり少ないのでは

ないかなと思います。やっぱりつくったばかり

ですと、人もかわったり、またそれぞれの家庭

の状況というようなことも変わるので、地区民

の状況も変わってくると思うんですね。そうし

た場合に、何かあったときにはなかなか即応で

きないというようなことにもなってくるので、

やっぱり毎年毎年こういうようなことができる

のではないでしょうか、こういうことをしたほ

うがいいのではないでしょうかというようなこ

とを自主防災組織に伝えていって、そしていつ

でもできるというようなことではなくて、市の

防災訓練のときに一緒にやってはどうですかと

いうような呼びかけをされたらいいのではない

かなと思いますので、よろしくお願いいたしま
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す。 

○島軒純一議長 以上で日本共産党市議団代表、９

番白根澤澄子議員の代表質問を終了し、暫時休

憩いたします。 

  なお、質問者の自席への移動後、直ちに日程第

２に入りますので、よろしくお願いいたします。 

 

午後 ４時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時１１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

  日程第２ 議第２５号米沢市新文化複合

施設新設建築工事請負契約の

一部変更について外１件 

 

○島軒純一議長 次に、日程第２、議第25号米沢市

新文化複合施設新設建築工事請負契約の一部変

更について及び日程第３、議第26号平成25年度

米沢市一般会計補正予算（第８号）は、議事の

都合により一括議題といたします。 

  この場合、市長から提案理由の説明を願います。

安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいま上程になりました議第

25号及び議第26号について説明いたします。 

  初めに、議第25号米沢市新文化複合施設新設建

築工事請負契約の一部変更について説明いたし

ます。 

  本案は、平成25年９月定例会で議決をいただき、

現在施工しております米沢市新文化複合施設新

設建築工事につきまして、地中残存物の解体撤

去処分にかかわる工事などを追加しようとする

とともに、コンクリート特殊混和剤の使用取り

やめ及びこまや部分の床仕上げの仕様変更など、

工事の一部を変更しようとするものであり、こ

れら工事の追加及び一部変更に伴い、契約金額

を19億7,190万円から19億8,471万4,200円に、

1,281万4,200円増額し、契約を変更いたしたく

提案するものであります。 

  次に、議第26号平成25年度米沢市一般会計補正

予算（第８号）について説明いたします。 

  本案は、国の補正予算を受けての事業内示など

により、緊急に補正を必要とする事業費として、

17億6,912万8,000円を増額しようとするもので

あり、この結果、補正前と合わせた一般会計の

予算総額は374億8,810万2,000円となります。 

  内容としましては、国の補正予算を受けて新文

化複合施設整備事業、小中学校施設耐震化事業

や第四中学校増改築事業などに要する経費を増

額補正しようとするとともに、新文化複合施設

整備事業については、工事の追加に要する経費

も合わせて増額補正しようとするものでありま

す。 

  これらに伴う財源といたしましては、特定財源

である国県支出金や地方債のほか、一般財源と

して自動車重量譲与税及び普通交付税を増額し

ようとするものであります。 

  また、これら事業費の増額に伴い、第四中学校

増改築事業に係る継続費を変更しようとすると

ともに、７件の繰越明許費の追加と１件の債務

負担行為の変更をしようとするものであります。 

  以上、提案いたしました各議案につきまして、

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願

い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○島軒純一議長 ただいまの市長説明に対し、御質

疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 質疑を終結いたします。 
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  日程第４ 議案の付託 

 

○島軒純一議長 次に、日程第４、議案の付託であ

ります。 

  去る２月25日の本会議で上程されました議案23

件及びただいま上程になりました議案２件は、

会議規則第37条第１項の規定により、お手元に

配付しております議案付託表のとおり、それぞ

れ所管の委員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、議

第５号平成25年度米沢市一般会計補正予算（第

７号）から議第11号平成25年度米沢市立病院事

業会計補正予算（第２号）までの補正予算７件

及び議第25号米沢市新文化複合施設新設建築工

事請負契約の一部変更について、議第26号平成

25年度米沢市一般会計補正予算（第８号）の審

査結果については来る３月11日の本会議に、そ

の他の案件の審査結果については来る３月24日

の本会議にその結果を報告願います。 

 

 

 

  日程第５ 請願・陳情の付託 

 

○島軒純一議長 次に、日程第５、請願・陳情の付

託であります。 

  今定例会において２月18日までに受理いたしま

した請願・陳情は３件であります。会議規則第

141条第１項の規定により、お手元に配付してお

ります請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所

管の委員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、来

る３月24日の本会議にその結果を報告願います。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ４時１６分 散  会 

 


